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建設環境委員会会議録 

 

平成２７年３月１１日 水曜日 

  午前１０時０２分開議 

  午後 ４時４３分閉議（実時間２９７分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第５０号・平成２６年度八代市一般会

計補正予算・第１２号（関係分） 

１．議案第６号・平成２７年度八代市一般会計

予算（関係分） 

１．議案第１１号・平成２７年度八代市農業集

落排水処理施設事業特別会計予算 

１．議案第１２号・平成２７年度八代市浄化槽

市町村整備推進事業特別会計予算 

１．議案第１９号・八代市下水道事業会計予算 

１．議案第２５号・契約の締結について 

１．議案第３３号・八代市手数料条例の一部改

正について 

１．議案第３４号・八代市建築基準条例の一部

改正について 

１．議案第３５号・八代市特定用途制限地域に

おける建築物等の用途の制限に関する条例

の一部改正について 

１．議案第３６号・八代市特別用途地区建築条

例の一部改正について 

１．所管事務調査 

 ・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

  （市内一円路面性状調査の報告について） 

 ・生活環境に関する諸問題の調査 

  （八代市環境基本計画の改定について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  成 松 由紀夫 君 

副委員長  太 田 広 則 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  庄 野 末 藏 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  前 川 祥 子 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

委  員  幸 村 香代子 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

建設部長      市 村 誠 治 君 
 
 建設部総括審議員 
          中 山 義 晴 君 
 兼次長 
 

 建設部次長    下 川 哲 夫 君 

 土木管理課長   鶴 山 信 一 君 
 
 首席審議員兼 
          羽多野 俊 光 君 
 建築指導課長 
 

 街路公園課長   濱 本   親 君 
 
 街路公園課長補佐兼 
          涌 田 直 美 君 
 街路係長 
 

 区画整理課長   湯 野   孝 君 
 
 理事兼下水道 
          松 本 貞 喜 君 
 総務課長 
 
 
 下水道総務課長補佐 
          岩 坂 義 明 君 
 兼水洗化促進係長 
 

 下水道建設課長  楠 本 研 二 君 

 下水道建設課計画係長 吉 村 真 一 君 

環境部長      本 村 秀 一 君 

 環境部次長    釜   道 治 君 

 ごみ対策課長   小 橋 孝 男 君 
 
 ごみ対策課副主幹兼 
          坂 口 初 美 君 
 ごみ減量啓発係長 
 
 
 ごみ対策課副主幹兼 
          竹 下 圭一郎 君 
 施設管理係長 
 
 
 ごみ対策課副主幹兼 
          藤 澤 智 博 君 
 ごみ収集係長 
 

 環境課長     宮 田   径 君 
 
 環境課長補佐兼 
          南   浩 一 君 
 環境保全係長 
 

 環境ｾﾝﾀｰ建設課長 山 口   剛 君 

商工観光部 
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 国際港湾振興課長 桑 原 真 澄 君 

                              

○記録担当書記    松 本 和 美 君 

 

（午前１０時０２分 開会） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、定刻と

なり定足数に達しましたので、ただいまから建

設環境委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第５０号・平成２６年度八代市一般会計

補正予算・第１２号（関係分） 

○委員長（成松由紀夫君） 最初に、予算議案

の審査に入ります。 

 それでは、議案第５０号・平成２６年度八代

市一般会計補正予算・第１２号中、当委員会関

係分を議題とし、説明を求めます。 

○建設部長（市村誠治君） はい、委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、市村建設部

長。 

○建設部長（市村誠治君） はい、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）建設部長の市村でございます。 

 本委員会に付託されました議案第５０号・平

成２６年度八代市一般会計補正予算・第１２号

中、当建設部所管分につきまして、中山総括審

議員兼次長並びに関係課長より説明させますの

で、よろしくお願いいたします。 

○建設部総括審議員兼次長（中山義晴君） 委

員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、中山建設部

総括審議員兼次長。 

○建設部総括審議員兼次長（中山義晴君） お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）建設部総括審議員兼次長の中山

でございます。説明は着座にてさせていただき

ます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○建設部総括審議員兼次長（中山義晴君） そ

れでは、お手元の補正予算書の２ページをお開

きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正について、３ペー

ジの歳出でございます。 

 款７・土木費、項２・道路橋梁費で、補正前

の額１６億１９１４万円に９０１５万５０００

円を増額補正しまして、１７億９２９万５００

０円といたしております。 

 今回の補正の理由といたしましては、国の第

１次補正に伴い、社会資本整備総合交付金事業

（防災・安全交付金事業）におきまして、災害

や危機管理に向けた緊急対策のための補正内示

があったため、増額補正をお願いするものでご

ざいます。 

 節ごとに御説明いたします。１５ページをお

開きください。 

 款７・土木費、項２・道路橋梁費、目２・道

路維持費で、補正前の額３億２９９８万３００

０円に５８５０万円を増額補正し、３億８８４

８万３０００円とするもので、坂本支所及び泉

支所管内の災害防除工事を計４カ所で行うもの

でございます。 

 次に、同じく土木費で、道路橋梁費の目４・

橋梁維持費で、補正前の額３８７８万円に３１

６５万５０００円を増額補正し、７０４３万５

０００円とするもので、市が管理する橋梁の補

修工事を計７橋で行うものでございます。 

 次に、お手元にお配りしております資料の説

明をさせていただきます。表紙右肩に黒枠で資

料としましたＡ４判のものでございます。今

回、補正対象の事業の位置図、写真等を資料と

いたしまして配付させていただいております。 

 ここで申しわけございませんが、修正と一部

御説明というか、お断りをさせていただきたい

と思います。 

 資料のお手元の１１ページ、お願いします。 
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 橋梁の維持費につきましての説明一覧表の中

の真ん中上段のほうに、工事請負費９００万円

というふうに記載しておりますが、３１６５万

５０００円の間違いでございます。（｢３２０

０」と呼ぶ者あり）３１６５万５０００円で

す。申しわけございません。修正よろしくお願

いいたします。 

 それから、この資料なんですが、国への交付

申請等の資料を用いまして、今回補正の内容等

にいろいろ制限がついておりましたもんですか

ら、ちょっと詳しい内容をつけておりますが、

現時点、まだ２６年度の当初予算で現地の調

査、設計等を行っております関係で、今後実際

に事業をやりますときには、ここから現状に合

わせた形で修正が入るかと思います。あくまで

も現時点での数字をここに記載させていただい

ておりますので、その点お含みおきいただい

て、よろしく御審議をお願いいたします。 

 以上で、款７・土木費の説明を終わります。

御審議よろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ございませ

んか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。道路維持事業、

橋梁長寿命化修繕事業、資料のほうもせっかく

準備してありますので、もう少し詳しく御説明

をお願いできればと思います。 

○建設部総括審議員兼次長（中山義晴君） は

い、委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、中山総括審

議員兼次長。 

○建設部総括審議員兼次長（中山義晴君） は

い。それでは、お手元の資料のほうの１１ペー

ジを用いまして、橋梁長寿命化修繕計画のほう

の説明をさしあげたいと思います。 

 下の補足説明のほうに記載しておりますが、

八代市が管理する橋梁１９６０橋のうち、橋長

７メーター以上の４５８橋につきまして、橋梁

長寿命化修繕計画を平成２５年度までに作成し

ております。現在、この長寿命化修繕計画に基

づき、補修の必要な橋梁につきまして、計画的

に実施しているところでございまして、平成２

６年までに７橋の補修工事を実施しておりま

す。 

 今回の補正についてなんですが、この長寿命

化修繕計画の中で、健全度がⅣというものがご

ざいます。これは緊急に措置を講ずべき状態と

いうふうに診断された、ちょっと傷みが激しい

橋梁なんですが、その橋梁の中で、実施設計が

完了している橋梁であるということが、今回、

補正の対象というか条件になっております。 

 それで、平成２６年度に実施設計を完了いた

しまして、平成２７年度当初予算に工事を予定

していました当該橋梁について、今回補正のほ

うを申請いたしまして内示をいただいているよ

うな次第でございます。 

 よろしいでしょうか、以上ですが、はい。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 御説明いただいた中

で、上のほうの７橋、具体的に書いてある分が

あるんですけども、今回、前倒しをしてされる

ということで受けとめさせていただきますが、

健全度がⅣ、緊急に措置を講ずべき状態という

のが２７年度に２０橋ということで、下のほう

に補足で書いてあるんですが、この２０橋とい

うのは、その評価がⅣというものの数は２０橋

なのかどうか。健全度がⅣというのが２０橋で

全てなんでしょうか。そこをちょっと確認させ

ていただければと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、鶴山土木管

理課長。 

○土木管理課長（鶴山信一君） 全てではござ
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いません。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） じゃ、その数をです

ね、具体的にお示しいただきたいというのと、

健全度Ⅳというものを今後どのような形で計画

を立てて修繕をされていかれる予定なのかとい

うところをお聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、鶴山土木管

理課長。 

○土木管理課長（鶴山信一君） はい、健全度

Ⅳの数につきましては、後ほど。手元に資料を

持ってきておりませんので、後ほどお示しした

いと思います。 

 それと、あと、これはですね、橋梁長寿命化

修繕計画ということで、診断をいたしました橋

梁の築造年度、それとあと疲労のぐあい、その

あたりを加味しましてですね、補修の順位づけ

をやっていっとるという状況でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。それじゃ、まず

資料請求という形でお願いをしたいと思います

し、もう一つ、その修繕計画というのは公表さ

れておりますでしょうか。もし公表されてなけ

れば、その修繕計画についてもですね、一緒に

あわせて資料請求させていただければと思いま

すが。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、中山総括審

議員兼次長。 

○建設部総括審議員兼次長（中山義晴君） ま

ず、お尋ねの調査結果について公表されてるか

という点ですが、調査結果というか、長寿命化

修繕計画ですね、こちらのほうは八代市としま

して公表しております。 

 それから、昨年の秋なんですが、公共物、橋

梁等を含めまして、５年に１回の管理が義務づ

けられまして、これにつきましては点検結果を

公表するように、これも義務づけられておりま

すので、合わせて今後公開していく予定でござ

います。 

 以上、お答えです。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 公表はホームページの

ほうで確認ができるということでよろしいです

か。そのほかにも見るところが可能なところが

あれば、お示しいただければと思います。 

○建設部総括審議員兼次長（中山義晴君） は

い。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、中山総括審

議員兼次長。 

○建設部総括審議員兼次長（中山義晴君） ホ

ームページだけで公表させていただいておりま

す。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、ただい

ま大倉委員から資料請求の申し出がありまし

た。 

 お諮りいたします。 

 本委員会として、資料を請求することに御異

議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。 

 ほかにございませんか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。それでした

ら、合わせてですね、道路維持費の補正予算の

ところについても少し説明をお願いします。資

料が出てますので。 

○建設部総括審議員兼次長（中山義晴君） は

い。委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、中山総括審

議員兼次長。 

○建設部総括審議員兼次長（中山義晴君） は
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い。では、お手元の資料の１ページをよろしく

お願いいたします。 

 こちらが防災事業、一般に言いまして、道路

の横に斜面──のり面と我々呼んでおります

が、その斜面等が石が落ちてくるとか、斜面そ

のものが崩れてくるとか、そういうふうな危険

があるかないか、そういう調査をいたしまし

て、そういう危険が予見されますときに対応す

る事業の分の補正になっております。 

 八代市が管理しております市道の大体点検総

延長なんですが、１万２４００メーターを平成

２６年度までに実施しております。このような

中で、第三者に被害を及ぼすような変状のある

路線について、緊急的に災害防除工事と呼んで

おりますが、これを実施するものでございま

す。 

 今回の補正対象事業につきましてですが、平

成２６年度までの防災点検、道路のり面、それ

から構造物点検の結果なんですが、緊急的に対

応が必要となった箇所で、なおかつ平成２８年

度までに完了予定の箇所であると、事業である

ということが今回の補正の要件でございまし

た。もっと先までかかるような大規模なところ

は今回の対象とならないと。ある程度、今回の

補正でもって事業効果が上がるところをまず優

先してやろうということで、一応条件というこ

とになっておりました関係で、お手元に示して

おります４カ所が今回条件に合致するというこ

とで、補正を一応内示を得ております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい、じゃ、確認で

すけれども、その条件に合致したのが４カ所の

みであったというふうでいいですかね。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、鶴山土木管

理課長。 

○土木管理課長（鶴山信一君） はい、そのと

おりでございます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

 はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 素朴な質問ですが、

今、のり面だけですか、これは。例えば、これ

からいくと、防災安全ということでありますの

で、普通の一般の道路でも路面が著しく悪いと

か、そういうのは入らぬわけですか、条件の中

に。 

○建設部総括審議員兼次長（中山義晴君） は

い、委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、中山総括審

議員兼次長。 

○建設部総括審議員兼次長（中山義晴君） こ

のですね、防災点検といいますのが路面は含ん

でおりません。 

 今、委員お尋ねの路面につきましては、先ご

ろの議会で追加提案させていただきましたが、

路面性状調査というものを別途行っておりまし

て、この調査結果に基づきまして、舗装路面が

傷んでいるぐあいを把握いたしまして、その中

で傷んでる順番をつけて、路面の維持管理につ

きましては別途また対応させていただいており

ます。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、よろしいで

すか。はい、ほかにございませんか。 

○委員（幸村香代子君） 済みません、１カ

所。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） 確認なんですが、先

ほど２６年度の当初予算で点検の結果というふ

うな御発言がありましたよね、説明が。で、現

時点でのというふうな説明があったかというふ

うに思うんですが、だけん、かぶる可能性があ
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るということですよね。 

○建設部総括審議員兼次長（中山義晴君） は

い。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、中山総括審

議員兼次長。 

○建設部総括審議員兼次長（中山義晴君） は

い。防災点検はですね、１度やって終わりでは

ございません。毎年ではないものの、ある程度

間隔はあきますが、その都度その都度点検を継

続的に行っております。自然なもんですから、

数年たつと、今現在は大丈夫なものがやはり傷

んでくる、危なくなってくるということは往々

にしてございます。（委員幸村香代子君「わか

りました」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。意見ご

ざいませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決をいたします。 

 議案第５０号・平成２６年度八代市一般会計

補正予算・第１２号中、当委員会関係分につい

て、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。（｢あり

がとうございました」と呼ぶ者あり） 

 小会します。 

（午前１０時１９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時２０分 本会） 

◎議案第６号・平成２７年度八代市一般会計予

算（関係分） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、議案第６号・平成２７年度八代市一般

会計予算中、当委員会関係分を議題とし、説明

を求めます。 

 まず、第４款・衛生費について、環境部から

説明をお願いいたします。 

○環境部長（本村秀一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） 本村環境部長。 

○環境部長（本村秀一君） はい。おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）環境部長の本村でございます。 

 議案第６号・平成２７年度八代市一般会計予

算につきまして、当委員会所管の衛生費中、環

境部所管分の本年度予算の内容を総括的に説明

させていただきます。座って説明させていただ

きます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○環境部長（本村秀一君） 平成２７年度環境

部予算総額は２６億６０７万３０００円で、昨

年度と比較しますと、約５億４４００万、２

６.３ポイントの大幅な増となっております。

その主な理由といたしましては、環境センター

建設事業費の約４億９０００万円の増が主なも

のでございます。なお、市全体の予算総額に占

める環境部の予算額は４.６ポイントでござい

ます。 

 中村市長が、市長就任時に市政運営の基本政

策として掲げておられます、市長八策の環境セ

ンター早期完成については、本市の喫緊の課題

であり、平成２６年３月に約１９６億円の債務

負担行為を議会で御承認いただき、その後、入

札公告を行い、昨年１２月に落札者を決定した

ところでございます。 

 市としましては、本結果を踏まえまして、本

３月定例会におきまして、八代市環境センター

建設工事の建設請負契約の締結につきまして、

別途議案としてお願いしているところでござい

ます。 
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 平成２７年度の事業といたしましては、環境

センター建設に向けた施設の実施設計業務委託

を初め、環境影響評価事後調査などを行い、平

成３０年度の供用開始に向けて、着実な事業進

捗に向けた取り組みを進めてまいります。 

 また、環境センター建設地としております約

５.７ヘクタールの加賀島地区の土地につきま

しては、今年度約２.６ヘクタールの県有地の

取得を完了し、残り約３.１ヘクタールの国有

地につきましては、取得を行うために必要な不

動産鑑定を実施するとともに、平成２７年度取

得に向け、国・県との協議を継続して実施して

まいります。 

 次に、太陽光発電など再生可能エネルギーの

普及については、平成２１年度より住宅用太陽

光発電設備の設置者に対し、市独自の補助金交

付制度を実施しておりますが、本市の普及率

は、平成２６年１２月末現在で１１.２％とな

り、総合計画後期基本計画で設定いたしました

平成２９年度の目標値１０％を超え、一定の成

果があったものと考えております。 

 平成２７年度につきましても、本年４月から

家庭用余剰電力買い取りルールが変更となりま

すが、昨年度に引き続き、市民、事業者に対す

る啓発を進めるとともに、各家庭における再生

可能エネルギーの普及及び利用促進並びに温室

効果ガス排出量の削減を図るため、市単独で補

助金交付制度を継続してまいります。 

 次に、環境部としての課題への対応について

でございますが、主に４点について説明させて

いただきます。 

 １点目、九州新幹線鉄道騒音問題への対応に

つきましては、昨年度に引き続き沿線地域にお

ける騒音・振動測定を市職員による測定及び業

務委託で行い、鉄道騒音等の状況を沿線住民の

皆様にお知らせする一方、鉄道事業者等に対し

ても必要な措置を要望してまいります。 

 ２点目、所管します斎場、衛生処理センタ

ー、清掃センターなど、環境部が所管します施

設につきましては、老朽したものが多く、各施

設の安全性や処理機能を維持するための対応を

重点的に進めてまいります。 

 衛生処理センターにつきましては、供用開始

後４５年経過しており、今年度で機器の延命化

工事はほぼ完了したものの、次期処理施設整備

に関する検討を始める必要がございます。その

足がかりとして、将来のし尿発生量やその処理

の方法、処理施設の規模、また施設整備の時期

などについて検討を行います基本構想の策定経

費を計上しております。 

 一方、斎場につきましては、高齢化社会が進

むにつれ、年々火葬件数が増加傾向にあること

から、将来にわたって効率的かつ適正な管理運

営を図っていくために、建屋や火葬炉設備の状

況について調査し、施設の延命化に係る計画の

策定経費を計上いたしております。 

 清掃センターにつきましては、環境センター

が供用開始するまでの限定的な期間、運転を行

うこととしておりますが、外部に委託処理して

いるものについても安定的に継続した処分先の

確保に努めてまいります。 

 また、それぞれの施設を利用される市民への

サービス提供や近隣住民の皆さんに御迷惑をか

けずに、あわせて施設の運転に御理解いただく

ための措置を講じてまいります。 

 ３点目、各支所管内における一般廃棄物の収

集運搬業務については、平成２７年９月に契約

の更新時期となることから、契約については廃

棄物の処理及び清掃に関する法律、八代市契約

規則等の関係法令に照らし合わせ、現在の契約

内容について、あらゆる観点から調査検討を行

い、見直しを行ったところでございます。 

 ４点目、ごみ減量化への取り組みについて

は、現段階でごみ非常事態宣言以降、市民の皆

様にお願いしております目標値に達していない

ものの、各家庭から出されるごみ量は着実に減
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少傾向にございます。 

 平成２７年度では、生ごみ堆肥化容器等設置

助成金の中で、特に電気式生ごみ処理機の補助

上限額の引き上げを行い、処理機の普及を推進

し、さらにわかりやすい啓発活動を展開するこ

とで、生ごみの削減についても、市民の皆様や

事業者に御理解いただき、引き続き燃えるごみ

の減量化に努めてまいります。 

 本市環境行政として、取り組む課題は数多く

ございますが、今後も環境に優しいまちづくり

を目指した必要な対応がとれますよう努めてま

いります。 

 以上、環境部が所管します平成２７年度当初

予算の総括とさせていただきます。 

 それでは、平成２７年度八代市一般会計予算

につきましては、当委員会所管の衛生費中、環

境部所管分について、予算書に基づいて釜次長

より説明いたしますので、御審議方よろしくお

願いいたします。 

○環境部次長（釜 道治君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、釜環境部次

長。 

○環境部次長（釜 道治君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）座って説明をさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

 議案第６号・平成２７年度八代市一般会計予

算中、環境部所管分について説明をさせていた

だきます。 

 ２７年度の環境部予算総額については、先ほ

ど本村部長が説明をいたしましたので、私から

は、予算書の目ごとに順次説明をさせていただ

きます。 

 予算書の７６ページをお願いいたします。 

 款４・衛生費、項１・保健衛生費、目３・斎

場管理費から説明をさせていただきます。 

 まず、斎場管理費の事業概要について説明を

いたします。 

 斎場管理運営事業及び斎場施設整備事業で

は、松崎町にあります市斎場──当該施設は、

昭和５５年の供用開始後３４年を経過しており

ますが、市斎場では、厳かな環境を保持する必

要があることから、礼節と安全面、衛生面に配

慮した管理運営に努めております。また、施設

の老朽化対策として、定期的な改修を実施し、

炉等の緊急停止等が起こらないよう注意を払っ

ております。 

 生活環境事務組合負担金事業（火葬場）は、

東陽町にあります組合斎場の維持管理に充てる

本市負担金と、本市及び氷川町の住民が市斎場

と組合斎場を同額でともに利用できるよう協定

を結んでいる斎場相互利用負担金を計上するも

のでございます。 

 予算額８０８１万６０００円でございます。

主な節ごとの内容を説明をいたします。節１１

・需用費２８９０万４０００円の主なものは、

火葬炉設備等の修繕や屋上防水改修工事等の修

繕料２０７２万円、灯油代等の燃料費５８１万

８０００円、電気料等の光熱水費２０９万５０

００円でございます。節１３・委託料２１８０

万２０００円の主なものは、１月１日を除き供

用いたしております市斎場の火葬業務委託１５

７４万７０００円、斎場大規模改修設計業務委

託３５０万円、清掃委託１２５万１０００円で

ございます。節１９・負担金補助及び交付金２

９４０万８０００円の主なものは、組合斎場の

維持管理負担金２８０４万３０００円、これは

負担割合が共通経費割３０％、国勢調査人口割

７０％となっております。またもう一つが斎場

相互利用協定に基づき、組合斎場を利用した場

合に生じる市負担金１３６万５０００円でござ

います。特定財源８１４万４０００円の主なも

のは、市斎場使用料７８５万９０００円、氷川

町からの斎場相互利用負担金２３万２０００円

でございます。 

 また、予算額が、前年度比較１９４４万８０
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００円の増となっておりますのは、市斎場火葬

棟の屋上防水改修工事、斎場大規模改修設計業

務委託、組合斎場の空調及び中央監視制御装置

の更新に伴う予算増が主な理由でございます。 

 次ページの７７ページをお願いします。 

 目４・狂犬病対策費でございます。狂犬病予

防対策事業は、狂犬病予防法に基づく犬の登録

及び狂犬病予防注射事務に要する予算でござい

まして、３２６万３０００円を計上いたしてお

ります。節４・共済費と節７・賃金は、狂犬病

予防注射事務の繁忙期に雇用します臨時職員１

名に要する経費でございます。節１２・役務費

９０万２０００円の主なものは、畜犬登録及び

狂犬病予防注射通知に要する郵便料でございま

す。節１３・委託料１０２万６０００円は、犬

の飼い主が行うこととなっている犬の登録及び

狂犬病予防注射に関する諸手続を極力簡素化で

きるよう獣医師会に事務委託することに伴う経

費でございます。特定財源３２６万３０００円

は、犬の登録及び狂犬病予防注射済票交付手数

料でございます。 

 続きまして、項２・生活環境費、目１・生活

環境総務費でございます。職員３０人分の人件

費と建設部の下水道サイドで所管しております

小型合併処理浄化槽設置整備事業及び特別会計

繰出金事業（浄化槽）に伴う予算でございま

す。３億４４９１万８０００円を計上いたして

おります。節２・給料から節４・共済費までは

職員３０名分の人件費でございます。節１９・

負担金補助及び交付金７５５４万１０００円

は、小型合併処理浄化槽１８８基分の設置補助

金が主なものでございます。節２８・繰出金３

３８３万６０００円は、浄化槽市町村整備推進

事業特別会計への繰出金でございます。 

 なお、特定財源として、国県支出金４６８４

万８０００円を計上いたしております。 

 続きまして、目２・環境保全対策費でござい

ます。環境保全対策費では、自然環境及び生物

多様性に関する啓発を行う自然環境保全推進事

業、子供たちを初め、市民を対象に環境教育、

環境学習の推進を図る環境学習推進事業、環境

パートナーシップ会議と連携を図りながら、環

境基本計画の推進を図る環境パートナーシップ

推進事業、公害の未然防止と環境負荷の低減に

向けた施策を推進する環境保全対策事業、日常

生活や事業活動を支える恵まれた地下水を保全

し、持続的な利用を図るため、地下水の定期的

なモニタリング調査等を行う地下水保全対策事

業、地球温暖化問題への対応として、各家庭に

おける再生可能エネルギーの普及、温室効果ガ

スの排出量削減を図る観点から実施する住宅用

太陽光発電システム設備補助等を行う地球温暖

化対策推進事業が、環境保全対策費の内容であ

り、２３６５万４０００円を計上しておりま

す。節１・報酬１１万８０００円は、環境審議

会委員１０名分の報酬でございます。節４・共

済費、節７・賃金は、太陽光発電システム設置

補助事業実施に伴う臨時職員１名の雇用に要す

る経費でございます。節８・報償費３６万５０

００円は、環境パートナーシップ会議委員謝

礼、こどもエコクラブ講師謝礼及び緑のカーテ

ンコンテストに要する経費でございます。 

 次ページ、移ります。節１３・委託料６３４

万４０００円では、九州新幹線鉄道騒音振動調

査業務委託１４９万１０００円、自動車騒音常

時監視業務委託１５３万９０００円、大気汚染

監視局維持管理業務委託１３３万５０００円、

地下水塩水化調査業務委託２１万８０００円な

ど、環境保全、地下水保全に係る諸調査を実施

いたします。節１９・負担金補助及び交付金１

３８４万６０００円は、住宅用太陽光発電シス

テム設置費補助金１９０基分が主なものでござ

います。 

 なお、特定財源３２万８０００円は、騒音規

制及び地下水採取に伴う届け出事務等に対する

県支出金でございます。 
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 続きまして、目３・廃棄物対策費でございま

す。廃棄物対策費では、一般家庭や事業系ごみ

の減量化対策を図るごみ減量化対策事業、敷川

内環境保全用地の継続的な維持管理を行う敷川

内環境保全対策事業、清掃センターにかわる新

たなごみ処理施設の建設を進める環境センター

建設事業、廃棄物の適正処理を確保し、生活環

境の保全を図る廃棄物処理対策事業に取り組み

ます。 

 ２７年度予算として、５億１３２６万６００

０円を計上いたしております。節４・共済費、

節７・賃金は、事業系ごみの減量化を進めるご

み減量アドバイザー２名、及び廃棄物の不法投

棄及び野焼き防止のパトロールを行います警察

ＯＢによるごみ不法投棄監視指導員２名の雇用

に要する経費でございます。節１１・需用費２

５５万１０００円は、ごみ減量化講習会で配付

します段ボール箱を使った生ごみ堆肥化キット

３００セットに要する経費２２万５０００円、

ごみの減量化を幅広く市民や事業者の皆様にお

願いするための新聞、市報等への折り込み啓発

チラシの作成経費８９万５０００円が主なもの

でございます。節１２・役務費１１９万７００

０円は、ごみ減量啓発チラシ新聞折り込み手数

料２４万円及び環境センター建設に伴う計画通

知手数料、構造適合判定手数料、国有地不動産

鑑定料合わせて７７万円が主なものでございま

す。節１３・委託料４億９９５２万９０００円

は、環境センター建設事業に伴う管理棟、緑地

エリア等の設計業務委託６８３１万４０００

円、設計施工監理業務委託２９０２万６０００

円、環境センター施設整備・運営事業委託３億

９０９６万円、その他敷川内環境保全用地の維

持管理委託、二見、昭和、坂本地区最終処分場

周辺の水質調査委託等に要します経費でござい

ます。節１９・負担金補助及び交付金２６８万

４０００円は、コンポスト式生ごみ堆肥化容器

１００基分と電気式生ごみ処理機８０基分の購

入助成が主なものでございます。なお、２７年

度はごみの減量化、生ごみの堆肥化を推進する

ため、生ごみ堆肥化容器等設置助成金の一部助

成内容を見直します。 

 特定財源でありますが、国県支出金１億１５

４８万５０００円は、環境センター建設事業に

伴う循環型社会形成推進交付金が主なものであ

り、地方債３億５４９０万円は、環境センター

建設事業に伴う合併特例債、特定財源その他の

１３１万５０００円は、敷川内環境保全用地維

持管理基金からの繰入金が主なものでございま

す。なお、予算額が前年度比較４億８７２０万

３０００円の増となっておりますが、これは環

境センター建設事業に伴う事業費増でございま

す。環境センター建設事業については、別途議

案第２５号で工事請負契約の締結についてお願

いをいたしております。あわせてよろしくお願

いをいたします。 

 続きまして、目４・環境衛生費でございま

す。環境衛生費では、感染症のおそれのある衛

生害虫の駆除等を行う衛生害虫駆除事業、環境

美化への意識の高揚を図り、良好な生活環境の

確保に努める環境美化推進事業及び市営墓園３

カ所の維持管理を行う墓地関係事業を行ってお

り、４７３万９０００円を計上しております。

主なものは、節１１・需用費２０９万１０００

円、これは衛生害虫駆除に使用します薬剤等の

消耗品の購入、その他消毒機械等の点検整備に

伴う修繕料及び市民団体が行われるボランティ

ア清掃時に配布しますボランティア清掃用ごみ

袋作製に伴う印刷製本費が主なものでございま

す。節１３・委託料１４６万２０００円は、排

水路等の害虫駆除委託７４万７０００円や市営

上片墓園、鏡墓地公苑、東陽墓地公苑３カ所の

清掃管理委託６０万１０００円が主なものでご

ざいます。特定財源８４万３０００円は、市営

墓苑３園の墓苑管理料が主なものでございま

す。 
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 続きまして、目５・塵芥処理費でございま

す。塵芥処理費では、ごみの減量化と樹木、剪

定くずの資源化を図る樹木、剪定屑リサイクル

事業、清掃センターの管理運営及び施設整備を

行うごみ処理施設管理運営事業及びごみ処理施

設整備事業、各家庭から排出される可燃物、資

源物の収集運搬、分別を行うごみ収集管理事業

及び分別収集事業並びに組合クリーンセンター

でのごみ処理に要する経費を負担する生活環境

事務組合負担金事業（じん芥）がその内容であ

り、１４億４８３７万９０００円を計上いたし

ております。節２・給料から節４・共済費まで

は、職員９名分の人件費が主なものでございま

す。節７・賃金１７６２万円は、施設管理業務

の一部を担当する非常勤職員２名、プラスチッ

ク製品や小型家電製品の再分別作業等に従事す

る臨時職員１３名の賃金でございます。節１１

・需用費２億５３８０万円は、清掃センター施

設管理用消耗品３８２万６０００円、高度排ガ

ス処理施設薬剤等消耗品購入費２６３０万２０

００円、分別収集容器等購入費３９０万円、有

料ごみ指定袋作製経費４８７５万円、清掃セン

ター施設設備修繕費９０８５万４０００円、電

気料５６２７万７０００円、燃料費１３１１万

９０００円が主なものでございます。節１２・

役務費１０４０万６０００円は、有料ごみ指定

袋を販売いただいている小売店等への販売手数

料が主なものでございます。節１３・委託料７

億８５０８万６０００円は、清掃センター運転

管理業務委託１億３９９６万５０００円、清掃

センターから排出されます焼却灰最終処分委託

１億３６３０万円、家庭系可燃性一般廃棄物処

理委託６９１７万８０００円、資源物減容機等

運転及び資源ストックヤード管理、一般搬入受

付業務委託３６５４万円、可燃物及び資源物収

集運搬業務委託３億１７３４万９０００円、有

料ごみ指定袋の販売代金収納業務委託１４７６

万円、廃乾電池等処理委託１１１９万８０００

円、樹木・剪定屑リサイクル事業委託６４７万

円が主なものでございます。節１４・使用料及

び賃借料２６５万１０００円は、資源化倉庫賃

借料が主なものでございます。節１８・備品購

入費９７５万円は、分別収集用２トントラック

３台を更新するものでございます。節１９・負

担金補助及び交付金２億９５８７万２０００円

は、組合クリーンセンターの管理運営に必要な

本市負担金が主であり、負担割合は共通経費割

３０％、国勢調査人口割２０％、収集量割５０

％でございます。 

 なお、特定財源その他３億４１９５万４００

０円は、搬入ごみ処理手数料１億２２２７万５

０００円、有料指定ごみ袋処理手数料２億１１

５万円、再資源化物販売代金納付金１７３５万

３０００円、一般廃棄物処理業等許可手数料１

０９万円が主なものでございます。 

 また、予算額が前年度比較９１６４万円の増

となっておりますが、これは生活環境事務組合

で管理しております最終処分場において、第２

区画被覆施設の引き家工事が行われること等か

ら事務組合への負担金が５０１１万４０００円

増加したこと、その他職員構成の変動に伴う人

件費の増、供給クレーン、廃ガス設備等の経年

劣化に伴うごみ処理施設整備事業に要する事業

費の増が主な理由でございます。 

 最後になりますが、８０ページ、目６・し尿

処理費でございます。し尿処理費では、くみ取

りし尿を処理します郡築十二番町にあります市

衛生処理センター及び新港町三丁目にあります

浄化槽汚泥処理施設、両施設の管理運営及び施

設整備を行うし尿処理施設管理運営事業、し尿

及び汚泥処理施設等整備事業、し尿処理施設整

備事業、浄化槽汚泥処理施設管理運営事業並び

に組合衛生センターの維持管理に要する経費を

負担する生活環境事務組合負担金事業（し尿）

がその内容であり、２億９６４１万５０００円

を計上いたしております。節２・給料から節４



 

－12－ 

・共済費までは、職員３名分の人件費でござい

ます。節１１・需用費４７０６万７０００円

は、衛生処理センター及び浄化槽汚泥処理施設

で使用します工業用薬品等の消耗品費７３０万

７０００円、し尿の分解処理を促進する消化槽

の温度維持のための重油代１４５万３０００

円、浄化槽汚泥処理施設の下水道使用料１６９

４万円、両施設の電気料１３７５万２０００

円、両施設の修繕料７１８万３０００円が主な

ものでございます。節１３・委託料１億１７８

５万８０００円は、衛生処理センターの運転管

理業務委託２２９８万円と浄化槽汚泥処理施設

の運転管理業務委託２５６２万２０００円、衛

生処理センターの発生汚泥も含めて処理する浄

化槽汚泥処理施設脱水汚泥収集運搬処理委託３

８８４万２０００円、し尿・汚泥処理施設等基

本構想策定業務委託６６５万３０００円が主な

ものでございます。節１５・工事請負費１１５

６万７０００円は、衛生処理センター受変電設

備更新工事でございます。節１９・負担金補助

及び交付金９５１５万９０００円は、鏡町にあ

ります組合衛生センターの管理運営に係る本市

負担金が主なものであり、負担割合は共通経費

割２０％、国勢調査人口割３０％、収集量割５

０％でございます。特定財源５０００円は、一

般廃棄物処理業等許可手数料でございます。な

お、予算額が、前年度比較５４１２万７０００

円の減となっておりますが、これは衛生処理セ

ンターの延命化を図るため、平成２５年度、２

６年度の２カ年で実施いたしました消化槽・ガ

スタンクの改修や前処理施設の改修等の大規模

改修工事が終了したことに伴う減が主な理由で

ございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、それでは、

以上の部分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。ありませんか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） まず、部長のほうから

総括を述べていただきまして、ありがとうござ

いました。課題がですね、明確に示されたのか

なというふうに思っております。 

 本年度の予算のほうで、釜次長から御説明を

いただいたんですけども、廃棄物対策費の中で

ごみ減量化対策事業で、生ごみの堆肥化とかす

るものに対して助成金の内容を一部見直すとい

う御説明があったというふうに受けとめさせて

もらいました。この内容をですね、市民側にマ

イナスなのかプラス側なのかという、そこも含

めて、経緯も含めたところで御説明いただけれ

ばというふうに思います。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、坂口ごみ減

量啓発係長。 

○ごみ対策課副主幹兼ごみ減量啓発係長（坂口

初美君） ごみ減量啓発係、坂口と申します。 

 今、委員から御質問がありました生ごみ堆肥

化容器等設置助成金について御説明いたしま

す。 

 これは、市民に対してプラスかマイナスかと

いう御質問だったと思いますが、今まで電気式

生ごみ処理機に対しまして、２分の１補助で、

上限を２万５０００円としておりました。これ

を上限を３万円に見直しまして、今年度８０機

を予算化しているところでございます。 

 このほか、もう一つコンポストと呼ばれる生

ごみ堆肥化容器等がございますが、これについ

ては今までどおり２分の１補助で上限が３００

０円、それを１世帯に３基まで購入可能という

ことにしております。それと申請年限を５年ご

とで区切っておりましたけれども、これはもう

毎年でいいんではないかということで、１年ご

とでクリアして、また次の申請ができるという

ふうにしております。 

 以上です。 
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○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） その見直しに至ったそ

の理由というのはどういったところからになる

んでしょうか。 

○ごみ対策課副主幹兼ごみ減量啓発係長（坂口

初美君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、坂口ごみ減

量啓発係長。 

○ごみ対策課副主幹兼ごみ減量啓発係長（坂口

初美君） はい。済いません、経緯につきまし

てはですね、本助成金が一番たくさん使われま

したのは、ごみ非常事態宣言が出ました後の平

成２２年度が一番多く出たところなんですが、

それからまた年数たちまして、少し申請数が減

ってまいりました。そういうことも兼ね合いと

して、もう少し生ごみ堆肥化のほうを御家庭で

利用していただくのを使い勝手がよいように変

えてはどうだろうかということがありまして、

ことし見直しをさせていただいたところであり

ます。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。その経過の部分

ですね、目的が達成されるようにですね、しっ

かりと周知啓発を図っていただきたいというふ

うに思っております。 

 もう一つ、加えて質問になりますけれども、

生ごみの堆肥化、段ボールに加えて、今、木材

を使った箱型の堆肥化キットが市民団体のほう

でも検討されておりますが、そちらのほうの助

成というのはどういった検討が進んでおります

でしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、坂口ごみ減

量啓発係長。 

○ごみ対策課副主幹兼ごみ減量啓発係長（坂口

初美君） 御説明いたします。今、委員でお尋

ねがあったのは、次世代のためにがんばろ会さ

んのほうでされてる、もったいなか箱という生

ごみ処理の容器のこと──（委員大倉裕一君

「ですかね」と呼ぶ）はい。かと思いますが、

そちらのほうについてはですね、今、環境団体

さんのほうが頑張られて、自分たちで独自の助

成金とかを使われて、今の頒布をされておると

ころですが、今、補助の対象とはなっておりま

せん。領収書発行あたりの事務的な手続がまだ

整っていられないということもありまして、う

ちのほうでは使い方とか御紹介を、うちの段ボ

ールコンポストあたりとあわせてですね、こう

いう違ったやり方もありますよということでの

御案内をしているところであります。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 要望になりますけど

も、段ボールの生ごみ堆肥化のキットは、水分

がですね、外に出てなかなか家庭のほうで踏ん

切りがつかないというか、うまくいかないと、

そういうふうな失敗談もよく聞きます。水俣の

ほうで、その木箱ですかね、を使っての堆肥化

というのは水分も外に出ないというふうなとこ

ろがあって、非常に今から期待される部分では

ないかなというふうにも思っています。目的が

ですね、生ごみの減量という部分にお互い共通

してる部分があると思いますので、今後の取り

組みに期待をさせていただきたいというふうに

思います。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

○委員（庄野末藏君） はい、委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、庄野委員。 

○委員（庄野末藏君） 剪定くずというか、あ

れは何かソイルかなんかすっとこに、あそこに

スタートしたでしょうが。そのときから現在ま

でどのくらいの推移だろうか。６７０万ぐらい
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と言われたけん、それに対してどのくらいの推

移でふえとるのか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、竹下施設管

理係長。 

○ごみ対策課副主幹兼施設管理係長（竹下圭一

郎君） 施設管理係の竹下といいます。 

 ソイルに関してはですね、平成２３年度から

民間さんのほうもですね、樹木の剪定くずを受

け入れてもらっているという協力もできまし

て、八代ソイルさんのほうの搬入量は減少傾向

にございます。 

 本年度も、ちょっと搬入量としては減少傾向

ということで、予算を考えております。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。

はい、庄野委員。 

○委員（庄野末藏君） 今、１トン当たりと

か、キロ当たりちゅうか、単価はどのくらいに

今してあっですかね。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、竹下施設管

理係長。 

○ごみ対策課副主幹兼施設管理係長（竹下圭一

郎君） ソイルの受け取りとしましては、１０

キロ当たり５０円で引き取っております。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（庄野末藏君） はい、よかです。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、よろしいです

か。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） ７８ページ、今、釜次

長から説明がありました廃棄物対策費の中でで

すね、１点は節・１３の委託料。説明の中で、

今回は公園と管理棟等の基本設計がもうでき上

がっておりますよね。基本設計──まだかな。

（｢まだです」と呼ぶ者あり）まだですよね。

それの経費だと思うんですけども、冒頭、私の

ほうからですね、これはもうお願いなんですけ

ども、計画の中で今まで以前にずっとこの資料

いただいておるんですけども。 

○委員長（成松由紀夫君） 環境センターです

か。 

○委員（山本幸廣君） 環境センター。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。 

○委員（山本幸廣君） いただいておるんです

けども、これらについて、後から、詳細につい

ては私のほうで、また言いますけども、私から

したら、見直しをする時期が来ているんじゃな

いかなということだけで、予算については承認

いたします。ついては、中身については少し後

からまた質問をいたしたいと思いますが、そう

いうのを少し頭に入れといてください。という

ことです。 

 その次のですね、７９ページ、ごみ収集の管

理事業と分別ですね、これについて５年間の予

算の数字を出してもらえぬかな。知っておれば

出してください。５年間ぐらい。 

○委員長（成松由紀夫君） ５年遡って出ます

か、今。（委員山本幸廣君「なければ、後から

資料、結構です」と呼ぶ）はい、釜次長。 

○環境部次長（釜 道治君） ５年間の数字、

今手元に持っておりませんので、後ほど準備さ

せていただきたいと思います。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、資料ばよろし

くお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ただいま山

本委員から資料請求の申し出がありました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会として、資料を請求することに御異

議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。 

 ほかにございませんか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、古嶋委員。 
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○委員（古嶋津義君） 予算書の７８ページで

すが、廃棄物対策費の中でですね、敷川内の環

境保全対策事業でありますが、実は数年前、あ

の横にちょうど、ミカンのパイロット事業とい

うのがあります。それに伴って、パイロットマ

ラソンというのがありまして、ちょっと走りに

来てくれということで行きましたところ、スタ

ッフの方からですね、あそこの処分場をちょっ

と見てほしいということで、見させていただき

ました。あれは最終処分場という捉え方なんで

すか。下はどう、底はどぎゃんなっとっと。 

○ごみ対策課長（小橋孝男君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、小橋ごみ対

策課長。 

○ごみ対策課長（小橋孝男君） 現状について

御説明いたします。 

 あそこは、もともとは不法投棄されて、他市

からの持ち込みで焼却灰でありますとか、汚泥

でありますとか、そういったものを谷間だった

ところと、それから田んぼだったところに不法

投棄されて、あのような状態になったと。最終

的には裁判が行われたんですけども、他市か

ら、不法投棄した自治体から、八代市に基金と

してお金が支払われた──処理費としてお金が

支払われたと。現在、約２０００万の基金をも

とにあの維持管理を行っているという状況でご

ざいます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） じゃ、一番底に遮蔽シ

ートとかそういうのはすいてないわけですね、

水の、地下水とか。 

○ごみ対策課長（小橋孝男君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、小橋ごみ対

策課長。 

○ごみ対策課長（小橋孝男君） 構造的にはシ

ートは敷いてなくて遮断型のタイプになってお

ります。大体粘土層のような土質になっており

ますので、そこに捨てられたということになり

ます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 多分、そういうことで

調査委託料が計上してあるんだろうと思います

が、そのときのスタッフの方がですね、地下水

等に大変不安がっておられましたので、継続し

てその辺のところはしっかり調査をして見守っ

ていただきたいと要望しておきます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） ７６ページ、火葬場の

ことなんですが、あれはもう築何年だった。た

しかもうかなり古くなっていると思うんです

が、何年ということと老朽化は今どのような状

況かということをお伺いします。 

○環境課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、宮田環境課

長。 

○環境課長（宮田 径君） はい、環境課の宮

田です。よろしくお願いします。 

 八代市の斎場につきましては、昭和５５年に

供用開始をいたしまして、３４年が経過してお

ります。老朽化の状況ということですけども、

定期的なメンテナンスを行っておりますので、

状況的によい状況で管理運営がなされておりま

す。それと平成２２年にはですね、耐震性の調

査も行っておりまして、こちらでも耐震性につ

いては基準をクリアしているという状況でござ

います。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。３４年経過して

も大変良好だというお話でしたけど、今後、何

人もあそこで火葬されるということであること

は予想されますので、何百人という形でです
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ね。今後ですね、火葬場を新しく新設するって

いう場合ですね、場所的なものは余裕があるん

でしょうか、仮に。仮っていうか、その場所内

に新設するっていう場所は余裕はあるんでしょ

うか。 

○環境課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、宮田環境課

長。 

○環境課長（宮田 径君） はい。斎場の建て

かえということでの御質問かと思いますけど

も、現場所で建てかえるとかいう、そういった

方針的なものは全く決まっておりませんで、先

ほど申しましたように、施設の状況的には当面

は使用できるというような状況でございますの

で、今回、調査費をお願いしておりますけど

も、この調査によりまして、炉のちょっと大規

模な改修を行って、当面はですね、現施設を大

事に使っていきたいという考えで、今回予算要

求をしてるとこでございます。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） 当面はいろんなところ

を直しながら、修復しながら使っていくという

ことではあるんですが、先々ですね、やっぱり

老朽はもう目に見えてやってくると思いますの

で、建てかえの場所とかですね、そういうこと

もある程度はもう考えておかなければいけない

んじゃないかなと、そういうふうに思います。

環境センターにおいても、今の今度は公園もつ

くりますよね。その公園が、いずれは建てかえ

の場所になっていくと。そういう形でやっぱり

老朽化はもう必ずやってきますので、そういっ

た意味では斎場の建てかえの場所というものも

ある程度検討しておく必要はあるかと思いま

す。はい。 

○環境部次長（釜 道治君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、釜環境部次

長。 

○環境部次長（釜 道治君） はい。委員には

本当御心配いただきまして、ありがとうござい

ます。そういったことのきっかけも含めまし

て、今年度３５０万、構想策定費を準備させて

いただきました。この予算あたりをきっかけに

ですね、建物の中もですけれども、そういう問

題についても相当時間がかかるという認識を持

っておりますので、一歩ずつ進めさせていただ

きたいと思っております。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（前川祥子君） はい。それともう一

つ。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） それから、墓園が３カ

所あるっていうふうに先ほど伺いましたが、こ

の委託というのは具体的にはどこに委託してあ

るかをちょっとお伺いします。 

○委員長（成松由紀夫君） どこが答弁します

か。誰ですか。答弁。はい、南課長補佐。 

○環境課長補佐兼環境保全係長（南 浩一君）

 はい。環境課長補佐、南です。 

 委託費の内容につきましては、ほぼ施設ので

すね、清掃、剪定とか、内部の墓地の清掃とか

の人件費にかかる費用でございます。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。（｢委託

先」と呼ぶ者あり） 

○環境課長補佐兼環境保全係長（南 浩一君）

 はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、南課長補

佐。 

○環境課長補佐兼環境保全係長（南 浩一君）

 委託先につきましては、社会福祉協議会、そ

れと墓園協会というか、鏡の墓園の地元の団体

さん（委員古嶋津義君「墓地管理組合」と呼

ぶ）墓地管理組合ですね。はい。（発言する者

あり、笑声）ありがとうございます。社会福祉
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協議会、そういうところに今頼んであります。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員よ

ろしいですか。 

○委員（前川祥子君） はい、わかりました。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） ごみ収集運搬の業務委

託についてでありますけれども、これは確認で

すが、これは何年契約になっておりますか。こ

としは何年目ね。 

○委員長（成松由紀夫君） ごみ収集の契約に

ついて。小橋ごみ対策課長。 

○ごみ対策課長（小橋孝男君） 現在、ことし

の９月に更新時期を迎えます一般廃棄物収集業

務委託につきまして、これまで各支所で契約更

新を行っておりました。前回は、御案内のとお

り５年間でした。今後の年数につきまして、そ

れから基本方針につきまして、今、市のほうで

固めております。基本的には、年数のほうはま

だ確定まで至っておりませんが、考え方につき

ましては、入札の方向で競争入札の方向で業務

委託を発注したいというふうな方向性だけを固

めております。 

 以上でございます。（委員古嶋津義君「こと

しは９月ですね」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） 古嶋委員、よろし

いですか。はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） ことしの９月、更新で

すか。 

○環境部次長（釜 道治君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、釜環境部次

長。 

○環境部次長（釜 道治君） 今、支所管内の

委託の話だと思います。今年８月いっぱいまで

が契約期限でございます。（委員古嶋津義君

「本庁は」と呼ぶ）本庁につきましては１年で

やっておりますので、いろんな法律の関係もご

ざいまして、１年ごとにやっております。 

○ごみ対策課副主幹兼ごみ収集係長（藤澤智博

君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、藤澤ごみ収

集係長。 

○ごみ対策課副主幹兼ごみ収集係長（藤澤智博

君） 本庁管轄については、６月３０日が切り

かえになりますので、７月１日から１年間とい

う形で今のところ行っている状況でございま

す。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） し尿処理場の基本構想

策定業務の委託についてなんですけども、これ

は延命化と建てかえも含めたところで検討とい

う形になるんでしょうか。それとも、建てかえ

にウエートを置いた形の基本構想策定という形

になるんですか。 

○環境課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、宮田環境課

長。 

○環境課長（宮田 径君） 汚泥処理の基本構

想の策定業務ですけども、御存じのように衛生

処理センターが、主要施設のほうがですね、稼

働開始から４６年、さらには５０年たってると

ころもございますけども、平成２５年、２６年

度と延命化のための改修工事を行いまして、当

面は安定した管理運営が見込まれておりますけ

ども、あくまでも延命化であったもんですか

ら、また、おおよそ１０年後ぐらいには再び施

設更新が課題となろうかと思います。このよう

な状況に備えるためですね、し尿と浄化槽汚
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泥、こちらを一体的に考えまして、将来的な処

理施設のあり方を検討するものでございます。

調査項目といたしましては、し尿等の計画収集

量の推定、それと現状の課題抽出、それと処理

方法の比較検討、概算事業費の算出などを予定

しております。例えば、衛生処理センターのほ

うの老朽化、し尿もですね、汚泥処理のほうに

一体的に受け入れて処理できないかと、そうい

ったものを検討できればと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、よろしいで

すか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 今の説明の中で収集範

囲ですよね、合併して、何て言うですかね、収

集するエリアも変わっておりますので、当然そ

のあたりも考慮されての検討に入ると思います

が、氷川町さんとの関係ですね。私の前に議長

も座っておられるんですけど、生活環境事務組

合との関係ですね。そちらのほうも当然視野に

入れての計画というふうに思うんですけども、

そのあたりは間違いなく構想の中で検討をされ

るということで理解しとってよろしいでしょう

か。 

○環境課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、宮田環境課

長。 

○環境課長（宮田 径君） はい。今度の調査

の中の調査項目といたしまして、将来的な取り

扱う量の予想とかありますけども、こちらも今

の旧八代市エリアですね、その分の調査、それ

とともに合併後の全八代市のエリア、その両方

で考察をですね、していきたいと思っておりま

す。 

 今回、事務組合のほうの施設に踏み入って、

調査とかはできないもんですから、今後、事務

組合とお話をしていくに当たっての基礎資料と

なるのかなというところで考えております。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、よろしいで

すか。はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） いい関係の中でです

ね、構想が策定されることを期待したいと思い

ます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） いいですか、済みま

せん。ちょっと確認をしたいことがあるんです

けれども、先ほどのごみ減量化の取り組みのと

ころで、電気式の生ごみ処理機が８０機といっ

たところで報告があったかなというふうに思う

んですが、これはふえてるんですかね。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、坂口ごみ減

量啓発係長。 

○ごみ対策課副主幹兼ごみ減量啓発係長（坂口

初美君） お答えします。 

 機数は、実際の実績数を見たところで８０機

というとこで、少し実績よりは多目の数で設定

をさせていただいてるところです。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、よろしいで

すか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい、わかりまし

た。と、いいですか、続けて。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、どうぞ。 

○委員（幸村香代子君） 先ほどですね、各支

所の資源物と可燃物の収集業務委託について

の、ちょっとお話が少しあったんですが、これ

について一番最初部長のところでも課題が４点

述べられたうちの一つに挙げられています。

で、そのことが課題として挙げられる背景とい
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うのは何があるのかというのを御説明いただけ

ますか。 

○ごみ対策課長（小橋孝男君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、小橋ごみ対

策課長。 

○ごみ対策課長（小橋孝男君） お答えいたし

ます。 

 一般収集業務委託で、合併前、課題としまし

て一番大きなのが合併前のエリアごとに許可業

者さん、それから、その地区で事業をされてお

った事業者さんがいらしたという現実がござい

ます。それから、旧八代市のほうでは直営で、

清掃センターの一般廃棄物収集運搬業務を市の

職員が直営でやっていたという歴史がございま

す。それから、民間への委託業務というふうに

時代とともに変わってまいりました。そういっ

たことから限定まではされてないんですが、エ

リア内で頑張ってこられた事業者さんがいらし

て、時代が変わってまいりまして、直営から委

託業務へと変わってきます。そうしますと、新

規の事業者さんが、私もやりたい、私もやって

みたい、許可をいただきたい。そういった関係

で新規の事業者さんが出てまいったということ

でございます。 

 そういったことから、これまで見積もり合わ

せ等で事業者を決定してた経緯もございます。

それから、指名競争入札で行っていたエリアも

ございます。そういったエリアごとで、その入

札方式やら、見積もりの収集の仕方やらが違っ

ておりましたので、そういったことも踏まえま

して、部長のほうから課題の一つとして挙げら

れたということでございます。 

 今後の更新の方針に向けて、今検討を加えて

いるところでございます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、よろしいで

すか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） ということはです

よ、これまでのやり方の中で、例えば、収集業

務そのものに問題があったということではない

んですよね。 

○委員長（成松由紀夫君） 小橋ごみ対策課

長。 

○ごみ対策課長（小橋孝男君） 業務そのもの

は各エリアごと、それから合併前のエリアご

と、順調にその業務をこなしていただいており

ます。そこに問題はございません。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。先ほど、そう

いった意味では基本方針を策定されていくとい

うことで、２７年９月がですね、一つの契約更

新の時期であるわけですから、そういった意味

では入札が行われてということに、先ほど一般

競争入札というふうな言葉も出てますけれど、

じゃ、その基本方針が策定されて入札があっ

て、９月から業務が開始するといったとこのス

ケジュールを説明していただいていいですか。 

○委員長（成松由紀夫君） 委員長から、ここ

でお願いですが、なるだけ予算に関連して、担

当課で聞きおけるものは聞きおいていただくよ

うにお願いいたしますが、答弁されますか、収

集係長。 

○ごみ対策課副主幹兼ごみ収集係長（藤澤智博

君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、藤澤ごみ収

集係長。 

○ごみ対策課副主幹兼ごみ収集係長（藤澤智博

君） 今現在、先ほど課長のほうから説明があ

りましたように、各支所管轄で仕様書等がおの

おのやってましたので、その部分の今、調整を

やってる状態です。今後、契約検査課等とまた

お話しまして、契約のスケジュールを決めてい

く状況ではありますけれども、９月までにはき
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ちんと契約ができる状況でスケジュールを進め

ていくところで、まだ基本的に具体的なスケジ

ュールまでは至っておりません。ということ

で、済みませんけれども、以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、よろしいで

すか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 今、幸村委員が言われ

たところとちょっと関連がありますが、可燃物

の収集運搬業務委託１億４百何十万か、収集分

でありますが、指名競争かわかりませんが、そ

の部分についてはしっかりと政治倫理の絡みも

ありますので、しっかりその辺のところは頭に

置いていただきたいというふうに思っとりま

す。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） 要望でよろしいで

すね。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、よかですか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） さっきから古嶋委員、

幸村委員も、問うとる問題があったわけです

が、一つ私のほうから。 

 次長のほうで、本市については１年という委

託契約というのが、法律が引っかかるからとい

うことの説明がありましたよね。そこあたりに

ついてはどういう法律が引っかかるんですか。

それ説明してください。 

○委員長（成松由紀夫君） 法律。釜次長。 

○環境部次長（釜 道治君） はい。私が、先

ほど法的なという話を申し上げましたのは、一

つには、し尿収集業者の方の取り扱いの歴史で

ございまして、いわゆる公共下水道が進捗する

ということで、生し尿を収集される業界に大き

な影響が及ぶということから、下水道の整備等

に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特

別措置法というのができておりまして、その部

分については十分配慮した事業を推進するよう

にという制度がございます。その関係で、市内

の収集部分については合特法の適用を受けて１

年ごとに収集委託をお願いしておるというもの

があると。そういう意味で、先ほど御説明した

ところでございます。 

○委員長（成松由紀夫君） 国の合特法です

ね。 

○環境部次長（釜 道治君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。山本委員。 

○委員（山本幸廣君） そこで、この委託契約

の問題がたくさんの問題が今出てきて、課題が

あるというのは、そういう問題の課題が多いん

ですよね。だからこそ、やっぱし１年は１年、

するなら１年、委託契約についてはですね。そ

ういうのをきちっとやっぱり整理をせぬといか

んな、今回。そうしなければ３年は３年、５年

は５年。新たに１年が５年になるわ、５年がま

た３年になるわっていう、基本的な計画の中で

委託契約の期間というのは、やっぱしきちっと

今回整理するようにしてください。ぜひとも、

そこらあたりは時間かけてもよろしゅうござい

ますけんでから、なるだけ集中審議をしながら

ですね、解決をしていくように。６月、９月と

いうことじゃなくしてから、やはり１年はこう

いうことなんですよということで、契約日をで

すよ、一緒にするような体制をつくっていただ

くようにお願いをしておきます。 

○委員長（成松由紀夫君） 要望ですね。 

○委員（山本幸廣君） 要望です。（聴取不

能）ですから、やはり１年の方々というのはや

っぱり、経営者はそうないんですけれども、や
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っぱりその社員の方々は心配ですよ、１年契約

でですね。それははっきり言ってから。それは

もうひょっとしたら、どっかに就職せないかぬ

かもしれぬと。うちの会社がとれないときには

どうなるかという、そういう問題もあるわけで

すから。やっぱり生活の保障をするならば、や

っぱり最低３年というのはどうにかしてやらな

いかぬ。それが基本とするような体制をです

ね、つくっていただくように強く強く要望して

おきますから。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。単年度、複

数年度含めてしっかり精査していただくように

要望しておきます。 

 ほかにございませんか。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、太田副委員

長。 

○委員（太田広則君） はい、済みません。１

点だけちょっと確認さしてください。 

 先ほど、樹木・剪定屑リサイクル事業の庄野

委員からの質問がありましたけど、焼却灰のリ

サイクルについてちょっと。今どのようになっ

ているか、どこに予算措置されているのかちょ

っと確認したいんですが、ごみ処理施設管理運

営事業焼却灰処分経費が１億３６３０万、これ

は運送処分費にありますよね。この中に、先ほ

ど言った焼却灰のリサイクル、路盤材化してま

すよね。今、中北センターから出た焼却灰を路

盤材化、一部業者さんされてますよね。その予

算措置はどこにされてるのかと、その状況につ

いてちょっと。されてなきゃ、されてないでい

いんですが。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、竹下施設管

理係長。 

○ごみ対策課副主幹兼施設管理係長（竹下圭一

郎君） 今御質問の内容ですけれども、そのリ

サイクルの内容は、その灰の処分の中でいたし

ておりますので、その中に一応、その中の金額

で行うというふうに考えております。（委員太

田広則君「幾らぐらいですか」と呼ぶ）８００

万とか９００万の額で処分化の計画を考えてた

と思います。ちょっと済みません。 

○委員長（成松由紀夫君） 約ですね。 

○ごみ対策課副主幹兼施設管理係長（竹下圭一

郎君） 約です。済みません。ちょっと数値の

確認がちょっとあれですけれども。ちょっと数

値のほうは済みませんけど、ちょっと。 

○委員長（成松由紀夫君） 未確認。 

○ごみ対策課副主幹兼施設管理係長（竹下圭一

郎君） ちょっとお待ちください。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、太田副委員

長。 

○委員（太田広則君） 要は、約８００万の予

算をとってありますということでいいんです

ね。 

○ごみ対策課副主幹兼施設管理係長（竹下圭一

郎君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、竹下施設管

理係長。 

○ごみ対策課副主幹兼施設管理係長（竹下圭一

郎君） 灰の処分のほうは８００万ぐらいで間

違いありませんでした。（発言する者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） ８００トン、いや

万、万。 

○ごみ対策課副主幹兼施設管理係長（竹下圭一

郎君） ８００万です、済みません。 

○委員長（成松由紀夫君） 万ですね。はい。

（委員太田広則君「じゃ、逆にトン数は今どん

くらい出しよっとですか。年間で結構ですよ。

月がわかるから、１２で割れば」と呼ぶ） 

○ごみ対策課副主幹兼施設管理係長（竹下圭一

郎君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、竹下施設管

理係長。 
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○ごみ対策課副主幹兼施設管理係長（竹下圭一

郎君） 固化した分がですね、約４００トンぐ

らいになります。（委員太田広則君「年間４０

０トン」と呼ぶ）はい。 

○委員（太田広則君） 委員長、いいですか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、太田副委員

長。 

○委員（太田広則君） これは今後、あと２

年、――３０年新しい清掃センターができます

よね。それまでにずっと焼却灰は処理していた

だく方向でいくんですか、もっとふやしていく

んですか、それとも減らしていくんですか。 

 それから、後の話になるんで、ここでは質問

しませんけど、焼却灰のその運営業者に対して

どのように考えているのかというのも含めてで

すね、それは後で聞きますけど、今後ふやして

いくんですか。相手の処理能力の問題もあるん

ですが、どっちなんです。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、藤澤ごみ収

集係長。 

○ごみ対策課副主幹兼ごみ収集係長（藤澤智博

君） はい、済いません。私のほうで答えさせ

ていただきます。 

 今、処理を委託しているところの業者さんの

搬入量の問題もありますので、そことの調整を

しながらやっていきます。そちらも民間の灰も

受けていらっしゃる経緯もありますので、大体

今がマックスぐらいかなというふうに私たちは

考えておりますので、その範囲内で、できれ

ば、今の清掃センターが続く限りはお願いした

いというふうに業者さんのほうにはお願いして

いる状況です。 

 以上です。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、太田副委員

長。 

○委員（太田広則君） じゃ、今マックスで処

理されてて、マックス出してるというふうに捉

えて、それが予算措置が８００万というふうに

捉えていいわけですね。 

○ごみ対策課副主幹兼ごみ収集係長（藤澤智博

君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、藤澤ごみ収

集係長。 

○ごみ対策課副主幹兼ごみ収集係長（藤澤智博

君） はい、それで構いません。（委員太田広

則君「はい、わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） はい、以上で第４

款・衛生費について終了いたします。 

 小会します。（｢ありがとうございました」

と呼ぶ者あり） 

（午前１１時３０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時３５分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 引き続き、第７款・土木費、第１０款・災害

復旧費及び第１２款・諸支出金について、建設

部から一括して説明をお願いいたします。 

○建設部長（市村誠治君） はい、委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、市村建設部

長。 

○建設部長（市村誠治君） はい。平成２７年

度当初予算の説明に当たりまして、まず、私よ

り、一般会計当初予算及び２特別会計、農業集

落排水処理施設事業、浄化槽市町村整備推進事

業並びに１企業会計、公共下水道事業の当初予

算における建設部所管の事業について総括を述

べさせていただきます。座って説明させていた

だきます。 
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○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○建設部長（市村誠治君） 御存じのとおり、

建設部が所管します事業につきましては、ハー

ド事業として道路や公園、区画整理、下水道、

港湾、公営住宅などの都市基盤整備事業及び道

路のり面や河川などの治山治水事業並びに市街

地における建築物の土地利用の規制、誘導など

のソフト事業を行っておりますが、どの分野に

つきましても重要な事業と考えております。 

 平成２７年度におけるそれぞれの主要事業と

いたしましては、まず道路では、鏡町、千丁町

で事業中の野津橋小路長溝線の踏切拡幅委託や

東西アクセス道路の新牟田西牟田線の用地補

償、平成２７年度完成予定の瀬戸石鎌瀬線道路

かさ上げの国土交通省への工事委託及び南部幹

線の南川橋梁下り車線の上部工工事や西片西宮

線の発掘調査と工事、南部幹線に接続する八の

字線の用地補償など、都市計画道路の整備を継

続して行うこととしております。 

 また、生活道路の改良等では、地域の要望な

どに応じて必要性や緊急性の高いところから順

次行うこととしており、維持管理では通行の安

全確保のため、補修修繕など適切な対応に努め

ます。 

 その他山間部におけるモルタル吹きつけや防

護ネットなどによる災害防除事業も順次工事を

行う予定であります。 

 次に、橋梁維持では、橋梁長寿命化計画に基

づき、７橋の補修、また先般、５年に一度の近

接目視点検の義務化に伴い、２００橋の点検業

務、橋梁改修では郡築一番町橋梁など５橋の工

事を行う予定であります。 

 次に、公園では、龍峰地区公園の２７年度完

成に向けての広場や遊具、防災倉庫の整備、都

市公園安全・安心対策緊急総合支援事業を活用

しての球磨川河川緑地のトイレの改築、公園施

設長寿命化計画に基づき、朝日児童公園など６

公園の遊具などの改築を行うこととしておりま

す。 

 次に、区画整理では、継続して八千把地区区

画整理事業を行っていく予定でありますが、平

成２７年度から保留地の販売を促進するため、

公募して応募がなかった場合、不動産業者の仲

介による販売を行うこととしております。 

 次に、公営住宅では、市営住宅長寿命化計画

に基づき、西宮団地、高島団地の屋上防水工事

や若宮団地の建てかえに伴う基本構想策定の業

務委託を行うこととしております。 

 次に、河川では、日奈久の田ノ川内川など１

２河川の改修工事、港湾では、日奈久港と鏡港

の維持管理、都市下水では、用途地域内の排水

路の整備、横手町排水路の改良など１２カ所の

工事、築３５年を経過した日奈久浜町ポンプ場

の改築を引き続き行うこととしております。 

 次に、ソフト面の老朽危険空き家除却促進事

業では、平成２７年度、３０戸の老朽危険空き

家の除却を予定しております。 

 また、移住定住促進のための空き家バンクの

平成２８年度設置を目指し、二見地区を除く旧

市内の空き家調査等の事業を行うこととしてお

ります。 

 それから、特別会計の農業集落排水処理施設

事業、浄化槽市町村整備推進事業及び平成２７

年度から企業会計に移行する公共下水道事業で

は、引き続き、面的整備と水洗化の普及促進や

経営の安定化、効率化を行っていくこととして

おります。 

 農集、浄化槽事業では、主に維持管理、公共

下水道事業では、雨水整備として、八千把、松

高地区の一部の浸水防除のための雨水貯留施設

６カ所を計画しており、平成２７年度は北部中

央公園内に設置する箇所の地質調査、実施設計

業務委託を行う予定としております。 

 また、汚水整備では、引き続き面的整備を行

うとともに、旧八代と千丁、鏡の下水道未整備

地区における下水道処理区域の見直しのための
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汚水適正処理構想策定を行う予定であります。 

 平成２７年度当初予算におきましては、２特

別会計、１企業会計とも、まだまだ一般会計か

らの繰入金に頼らざるを得ない状況であります

が、対前年度当初予算より約６８００万円の縮

減に努めたところであります。 

 以上、述べました事業が平成２７年度の主要

事業でありますが、いずれの事業も、本市の災

害に強い、安心で安全なまちづくりに寄与する

ものでございます。 

 今後とも、各事業におきましては、市財政の

厳しい状況の中、さらなるコスト縮減はもとよ

り、国・県の補助金の活用など、積極的な予算

確保に努め、事業推進を行っていくこととして

おります。 

 以上、平成２７年度当初予算に当たりまして

の総括といたします。 

 続きまして、本委員会に付託されました議案

第６号・平成２７年度八代市一般会計予算中、

当建設部所管分について、下川次長並びに関係

課長より説明をさせますので、よろしくお願い

いたします。 

○建設部次長（下川哲夫君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、下川建設部

次長。 

○建設部次長（下川哲夫君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）建設部次長の

下川でございます。着座にて説明させていただ

きます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○建設部次長（下川哲夫君） 説明の前に事前

にお配りしました資料の確認をお願いします。 

 右肩に資料と書きまして、中には議案第６号

・平成２７年度八代市一般会計予算、建設部所

管分でございます。 

 これを目ごとに工事等の予定箇所をあわせて

説明をいたします。 

 それでは、平成２７年度八代市一般会計予算

書の７ページをお願いします。 

 第１表・歳入歳出予算の歳出分でございま

す。下段に土木費を記載しており、款項ごとの

予算額と増減額をまず説明をいたします。 

 款７・土木費では、５８億２２４２万１００

０円で、前年度と比較して１億８９２５万３０

００円、率にして３.３６％の増となっており

ます。項１・土木管理費２億３４０６万６００

０円で、率にして８.５％の増、項２・道路橋

梁費１７億５４３５万２０００円で、率にして

９.１％の増。 

 次の８ページをお願いします。 

 項３・河川費７０９５万６０００円で、率に

して４.４％の減、項４・港湾費３億３０６０

万９０００円で、率にして１５.７％の減、項

５・都市計画費３２億８１７９万円で、率にし

て２.８％の増、項６・住宅費１億５０６４万

８０００円で、率にして０.６％の増となって

おります。増減の要因は１３ページからの一般

会計予算に関する説明書で後ほど説明をいたし

ます。 

 ９ページをお願いします。 

 第２表・債務負担行為では、表下段にありま

す南川橋梁上部工建設工事で期間を２８年度ま

で、３億９０００万円を設定いたしておりま

す。この橋梁の上部工は、２６年度で上り車線

２車線と片歩道の架設が終わり、本債務負担行

為では、２７年度と２８年度にかけて、下り車

線２車線と片歩道の工事を行うものでございま

す。 

 ９３ページをお願いいたします。 

 それでは、一般会計予算に関する説明書で、

項、目ごとの主な事業内容について御説明いた

します。 

 なお、各目記載の節２・給料から節４・共済

費までは職員の人件費で、その職員数は説明欄

に記載しておりますことから参照いただき、説

明は省略し、主な節の内容や説明欄記載分につ
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いて御説明いたします。 

 項１・土木管理費、目１・土木総務費４９０

２万８０００円の内訳は、節７・賃金１５６万

６０００円で、公共用地取得登記事務嘱託職員

１名分の人件費でございます。 

 次に、目２・建築総務費、１億８５０３万８

０００円の主なものを説明します。節７・賃金

１０４１万３０００円は、説明欄の公共建築物

営繕事業分で、これは建築基準法の第１２条２

項及び第４項に基づく市有施設の法定点検に係

る嘱託職員４名分の人件費でございます。節１

３・委託料９５０万３０００円は、主に説明欄

記載の空き家バンク事業で、県が行う地域づく

り夢チャレンジ推進補助を活用し、平成２８年

度から実施予定の空き家バンクの設置に向けた

調査及びシステム導入を行うものでございま

す。この事業は、平成２６年９月の定例会で補

正予算の承認を受け、空き家を現在調査中で、

２７年度も引き続き二見地区を除く旧八代分を

行うものでございます。節１９・負担金補助及

び交付金３３３９万８０００円は、説明欄記載

の４事業でございます。まず、ユニバーサルデ

ザイン建築物整備促進事業で、事業費２００万

円は、店舗や飲食店など公共性の高い既存の民

間建築物の出入り口やトイレなど特定施設のバ

リアフリー改修整備に対して補助する費用でご

ざいます。次に、老朽危険空き家等除却促進事

業１８００万円は、市内に放置された老朽危険

空き家の除却を促進するための解体費用で３０

件分でございます。また、民間建築物耐震化促

進事業２０６万円は、民間の建築物の耐震化を

進めるため、耐震診断及び耐震改修を支援する

ための費用でございます。次に、要緊急安全確

認大規模建築物耐震診断事業１１０６万７００

０円は、平成２５年１１月２５日に施行された

建築物の耐震改修の促進に関する法律の改定に

より、本年末までに耐震診断の実施とその報告

が義務化されたもので、本市には民間の対象施

設が３施設あり、２施設は平成２６年１２月定

例会で補正予算の承認を受け実施中で、残り１

施設分を予算化するものでございます。 

 項１・土木管理費は、前年度より１８２９万

９０００円の増額となっております。これは、

建築総務費の空き家バンク事業と要緊急安全確

認大規模建築物耐震診断事業の２つの事業が、

平成２６年度の当初予算に計上がなく、当初予

算では２７年度から新規となっているためでご

ざいます。 

 ９４ページをお願いします。 

 項２・道路橋梁費、目１・道路橋梁総務費１

億６６５９万８０００円で、その内訳は節１３

・委託料１９０５万３０００円。これは道路法

に基づき、前年度行われた市道の工事に伴い、

道路台帳の修正業務を委託するものでございま

す。 

 目２・道路維持費３億６９３５万３０００円

の主な事業を説明欄に記載しておりますので、

御説明します。まず、交通安全施設整備事業３

０００万円は、ガードレール等の防護柵やカー

ブミラーの設置、また区画線の整備を行うもの

でございます。施行予定箇所は、資料の９ペー

ジから１５ページを参照願います。 

 道路維持事業３億２４９５万３０００円は、

補助事業でトンネルの打音検査、道路附属物の

点検委託、視覚障害者誘導ブロックの設置工

事、災害防除工事や舗装補修工事を行い、また

単独事業では道路維持工事や道路の修繕等を行

うものでございます。施行予定箇所は資料の１

ページから８ページにつづっておりますので、

参照願います。 

 次に、節ごとに主なものを御説明します。節

１１・需用費９３５２万２０００円は、道路照

明灯の電気代、道路側溝や路面または交通安全

施設の修繕の費用が主なものでございます。節

１２・役務費６５５万２０００円は、道路側溝

のしゅんせつや清掃手数料でございます。節１
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３・委託料５６８６万５０００円は、街路樹の

剪定や１、２級河川の堤防面を市道として兼用

している道路の路肩部除草費用のほかに、道路

ストック点検として、さきに述べましたトンネ

ルの打音点検委託や構造物調査業務委託費等で

ございます。節１５・工事請負費１億７９１２

万円は、視覚障害者誘導ブロック設置工事や交

通安全施設整備事業では防護柵の設置、また路

面性状調査に基づく舗装工事及び災害防除工事

を行うものでございます。節１６・原材料費３

１６８万円は、生コンやストックアスファルト

など道路補修材料の購入費でございます。 

 目３・道路新設改良費１０億５２１３万３０

００円は、市道の交通環境の改善を図る目的で

拡幅改良や舗装、側溝の整備を行うとともに、

県道の整備促進を図る費用でございます。説明

欄記載分から説明します。単県道路事業負担金

事業２７９０万円は、県が行う県道整備に対す

る市の負担金であり、負担率は道路改良の補助

事業分で５.２５％、県単独事業分で１５％で

ございます。次の市内一円道路改良事業８億６

６００万円は、国補助事業２億３０００万と市

単独事業６億３６００万円分でございます。補

助事業分では、坂本の瀬戸石鎌瀬線改良事業１

億円で、平成２７年度末完了予定。千丁の新牟

田西牟田線改良事業は５０００万円で、進捗率

２０.４％、鏡の野津橋小路長溝線改良事業で

は８０００万円で、進捗率７８.４％を目指す

ものでございます。なお、国の補助率は事業費

の５５％でございます。また、市の単独事業で

は、歩行空間バリアフリー化推進事業で延長６

５０メーター、道路新設改良で８８３６メータ

ーを予定いたしております。 

 次に、節ごとに主なものを説明します。節１

３・委託料２億１０３０万円は、坂本の瀬戸石

鎌瀬線で国交省への用地補償や工事等を委託す

る費用と、鏡の野津橋小路長溝線で、踏切拡幅

のためＪＲへの委託費、また市内一円道路改良

のための測量設計業務委託費が主なものでござ

います。節１５・工事請負費５億２８００万円

は、バリアフリー化事業として沖町田中町線外

４路線の改良や市内一円の道路改良で６３路線

を行うものでございます。施行予定箇所は別紙

資料の４７から５４ページを参照願います。節

１７・公有財産購入費４０９０万円は、道路拡

幅のための用地購入費で９路線を予定いたして

おります。節１９・負担金補助及び交付金２７

９０万円は、県道改良に伴う県事業費２億４３

００万円に対する負担金でございます。節２２

・補償、補填及び賠償金８２８０万円は、道路

拡幅に必要な補償金で、市道８路線の家屋、工

作物、立木、電柱移転に必要となる補償費でご

ざいます。 

 次に目４・橋梁維持費１億４８２６万８００

０円の主なものは、説明欄の市内一円橋梁維持

管理事業５１９万８０００円や橋梁長寿命化修

繕事業１億４３０７万円でございます。今後の

維持管理費の縮減を図るとともに、安全性や信

頼性を確保するため、平成２６年度から補助事

業を活用し、橋梁詳細点検を行うとともに、橋

梁長寿命化修繕計画に基づき、実施設計を行

い、補修工事を行っているもので、２７年度も

引き続き実施するものでございます。調査や修

繕予定箇所は別紙資料の１６ページから４６ペ

ージを参照願います。 

 それでは、節ごとに主なものを説明いたしま

す。節１１・需用費１１９万８０００円は、橋

梁防護柵等の修繕料。節１３・委託料１億１０

７７万円は、２００橋分の橋梁詳細点検業務委

託や２０橋分の補修のための実施設計委託料で

ございます。節１５・工事請負費３６３０万円

は、７橋分の橋梁補修工事分でございます。 

 次に、目５・橋梁新設改良費１８００万円

は、老朽化や狭い幅員の橋梁のかけ替え及び拡

幅を行うものでございます。平成２７年度は５

橋の改良を計画いたしております。施行予定箇
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所は別紙資料の５５ページから５９ページを参

照願います。 

 次に、節ごとに説明します。節１３・委託料

２００万円と節１５・工事請負費１６００万円

は、５橋の実施設計と改良工事を行うものでご

ざいます。 

 ただいま説明いたしました項２・道路橋梁費

では、前年度より１億４５９７万７０００円増

額となっております。主なものは目４・橋梁維

持費で１億９４８万８０００円の増、これは平

成２６年度、道路法の改正に伴い、全ての橋梁

を５年に１度近接目視点検するよう義務化され

たことを受け、橋梁長寿命化のための橋梁詳細

点検業務委託や補修のための実施設計業務委託

及び橋梁補修工事がふえたものでございます。 

 目２・道路維持費では４６８７万円増額、こ

れは路面性状調査により舗装工事がふえたもの

てございます。 

 次、９６ページをお願いいたします。 

 項３・河川費、目１・河川費で予算額７０９

５万６０００円を計上いたしております。本予

算では、河川の維持管理を行うとともに、河川

改修を推進することで、災害に強い河川づくり

を行うものでございます。説明欄、県河川海岸

事業負担金事業１２８０万円は、県が行う河川

改修や急傾斜地対策事業、海岸事業２億４００

０万円に対する負担金でございます。市内一円

河川改修事業５５４１万５０００円は、市内の

河川における除草や清掃等の維持管理や河川改

修を行う費用でございます。二見川渇水対策施

設維持管理事業２７４万１０００円は、揚水ポ

ンプの電気料やポンプの取りかえ修繕が主なも

のでございます。 

 それでは、節ごとに主なものを御説明いたし

ます。節１１・需用費７２９万８０００円は、

河川施設の修繕料やポンプの電気料でございま

す。節１３・委託料１７９１万４０００円は、

県管理河川の水無川、大鞘川、氷川など、県と

市が結んでいる管理協定に基づき、河川の除

草、清掃や河川、海岸の水門等の管理に必要な

委託料や市管理河川の改修に伴う測量設計業務

委託費でございます。節１５・工事請負費３２

００万円は、日奈久の田ノ川内川、坂本の石丸

川、鏡の新川、泉の肥賀志谷川等１２河川の改

修に要する費用でございます。施行予定箇所

は、別紙資料の６０ページから６４ページを参

照願います。節１９・負担金補助及び交付金１

３２９万４０００円は、さきに述べました県事

業負担金でございます。 

 項３・河川費では、前年度より３２４万円の

減額となっております。その要因は、県事業負

担金の減額が主なものでございます。 

 次に、項４・港湾費、目１・港湾管理費１２

１９万１０００円は、八代港振興事業や日奈久

港、鏡港の利用促進を目的に、施設の維持管理

に要する費用でございます。節１１・需用費２

５９万６０００円は、港湾施設の灯浮標、浮き

桟橋、浮き消波等の修繕料やふるさと八代元気

づくり応援基金を活用した日奈久港護岸壁画補

修が主なものでございます。節１３・委託料７

１４万２０００円は、日奈久中西町の高潮対策

ポンプ排水委託や鏡港の港湾台帳整備のための

委託料が主なものでございます。 

 ９７ページをお願いいたします。 

 目２・港湾建設費３億１８４１万８０００円

の主なものは、説明欄記載の八代港県営事業負

担金事業２億８７６４万円でございます。節で

は、節１９・負担金補助及び交付金分で、その

内容は直轄事業のマイナス１４メーター航路の

しゅんせつに係る土砂処分場建設及び外港地区

の岸壁老朽化対策工事２４億円分の１０分の１

負担で２億４０００万、県の港湾改修事業で大

築島土砂処分場の築堤工事３億１８０万円の２

０分の１負担で１５０９万円、港湾補修事業で

大島地区砂防堤かさ上げや臨港道路補修１億５

０００万円の６分の１負担で２５００万、港湾
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・海岸津波高潮危機管理対策緊急事業で大島樋

門の電動化工事等１億５１００万円の２０分の

１負担で７５５万円の合計額でございます。 

 項４・港湾費が、前年度より６１６０万５０

００円減額となっておりますのは、日奈久港の

航路しゅんせつが、２６年度で暫定ではござい

ますが、完了したためでございます。 

 続きまして、項５・都市計画費、目１・都市

計画総務費１７億３１９５万円を節ごとに説明

いたします。節１・報酬費２８万４０００円

は、年４回開催予定の都市計画審議会委員１２

名分の報酬費でございます。 

 ９８ページをお願いいたします。 

 節１３・委託料５１６万１０００円は、都市

計画地形図修正業務委託費でございます。節２

８・繰出金１６億３６５０万円は、前ページの

９７ページ、説明欄記載の特別会計繰出金事業

（下水）となっておりますが、記載に誤りがあ

り、特別会計を企業会計に修正をお願いいたし

ます。これは、八代市公共下水道事業会計へ支

出するもので、その詳細につきましては、八代

市公共下水道事業会計予算で説明をいたしま

す。 

 再度９８ページをお願いします。 

 目２・街路事業費６億８３５５万９０００円

を計上しており、主な事業としましては、説明

欄に記載してあります南部幹線道路整備事業が

４億１８１０万円、西片西宮線道路整備事業が

１億２０００万円、八の字線道路整備事業が１

億１７０万円でございます。事業箇所は、別紙

資料の７２ページを参照願います。 

 各路線の２７年度末の事業ベースの進捗率と

完成予定は、南部幹線が９０.５％、完成予定

が２８年度。西片西宮線が８３.３％、完成予

定が２８年度。八の字線は、南部幹線にアクセ

スする道路で、進捗率３９.１％、完成予定は

２９年度を計画いたしております。 

 次に、節ごとに主なものを説明します。節１

３・委託料１億１８６６万７０００円の内訳

は、南部幹線が１０８０万円で、橋梁上部工工

事に伴う現場技術管理業務委託。西片西宮線が

９２５０万円で、西片下通丸、乙津、稲村文化

財包蔵地の調査業務委託。八の字線が４００万

円で、建物等の調査業務委託費が主なものでご

ざいます。節１５・工事請負費４億１５９７万

円の内訳は、南部幹線が３億９０２０万円で橋

梁の上部工工事や橋梁取りつけ部の改良工事。

西片西宮線が１７００万円で、一部文化財調査

が終了した箇所の改良工事。八の字線が８５０

万円で、南部幹線の取りつけ部の改築工事を行

うものでございます。節１７・公有財産購入費

５４５０万円の内訳は、西片西宮線が１５０万

円で、市道の取りつけ部の通行の安全を図るた

めの用地取得費用でございます。なお、本線部

分の用地につきましては、平成２６年度で全て

契約が完了いたしております。八の字線は５３

００万円で、本線部分の用地取得費でございま

す。節１９・負担金補助及び交付金１３１３万

円は、主なものとして南部幹線の県事業区間、

建馬交差点から麦島線までの事業負担金で事業

費１億３１００万円の１０分の１負担でござい

ます。県事業費の内容としましては、前川橋梁

本体の地質調査を行うとともに、２７年度も引

き続き関係機関との協議を行い、これを受けた

道路の詳細設計等の費用と聞いております。節

２２・補償、補填及び賠償金３７２２万８００

０円は、八の字線の用地取得に伴う建物補償４

件分が主なものでございます。 

 ９９ページをお願いします。 

 目３・都市下水路費１億５５２７万７０００

円の主なものを節ごとに説明いたします。節１

１・需用費１１１０万１０００円は、日奈久浜

町ポンプ場の電気代や都市下水路施設の修繕及

びしゅんせつ費用でございます。節１３・委託

料１０９９万１０００円は、同じく日奈久浜町

ポンプ場の維持管理に係る委託や工事に伴う測
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量設計費でございます。節１５・工事請負費１

億１９７２万２０００円は、同じく日奈久浜町

ポンプ場の改築更新工事で平成２６年度から２

７年度の債務負担工事の７８７２万２０００円

や横手新町や下有佐等の都市下水路工事１２カ

所分でございます。施行予定箇所は別紙資料の

６５ページから６７ページを参照願います。 

 目４・公園費３億８３０５万８０００円計上

しており、主な事業を説明欄に記載いたしてお

ります。まず、市内一円公園維持管理事業１億

９７９万９０００円は、９９公園分の維持管理

費、市内一円公園施設整備事業１１００万円

は、球磨川河川緑地のトイレ用地の造成や内田

児童公園のフェンス改修を行うもの。龍峯地区

公園整備事業１億６１５０万円は、２７年度完

了を目指し整備するもの。都市公園安全・安心

対策緊急支援事業の３６００万円は、球磨川河

川緑地のトイレ改築、また龍峯地区公園の防災

倉庫の設置を行うもの。公園施設長寿命化対策

支援事業３５００万円は、朝日児童公園外５公

園の遊具の改築を行うものでございます。 

 節ごとに主なものを御説明します。節１１・

需用費１８３４万８０００円は、公園の光熱水

費や維持管理の修繕料が主なものでございま

す。節１２・役務費４８１万８０００円は、樹

木の剪定等の手数料。節１３・委託料７７６５

万６０００円の主なものは、公園の地元愛護会

等への管理委託料や樹木管理の委託料等でござ

います。節１４・使用料及び賃借料１１６８万

２０００円は、八代城跡公園外４公園の借地料

９４６万３０００円や球磨川河川緑地外２公園

の簡易トイレリース料２１５万８０００円が主

なものでございます。節１５・工事請負費２億

４０００万円は、説明欄で各事業で申し上げま

したので、省かせていただきます。なお、施行

箇所につきましては、別紙資料の６８から７１

ページを参照願います。 

 １００ページをお願いいたします。 

 目５・区画整理費３億２７９９万６０００円

を計上いたしております。説明欄の八千把地区

土地区画整理事業は、面積４４ヘクタールを平

成１２年度から市事業で着手し、総事業費４６

億５３００万円の事業でございます。平成２７

年度の事業費は２億１６５０万円で、２７年度

末事業費ベースの進捗率は約８０％を見込むも

のでございます。この事業費で道路工事や宅地

整備を行うとともに、家屋移転等の移転補償を

行うものでございます。 

 それでは、節ごとに主なものを説明します。

節８・報償費７２万３０００円は、説明欄記載

の八千把地区土地区画整理保留地販売促進事業

で２７年度からの新規事業でございます。区画

整理事業は、地区内の地権者から提供していた

だいた土地の一部を宅地造成し、一般公募で販

売しており、事業費の財源といたしておりま

す。２６年度の売却は、消費税の増額もあり、

２６年１２月末で１７２３万７０００円、６４

５平米と伸び悩んでおります。そこで、本事業

では、これまでどおり一般公募を行いますが、

応募がない場合に、不動産宅地建物業者などを

仲介して保留地の販売を促進し、販売収入の増

を図るものでございます。販売できた場合、販

売価格の３％プラス６万円を成功報酬として支

払うものでございます。次に、節１３・委託料

４５５万４０００円は、画地測量や補償費の再

算定をする委託料でございます。節１５・工事

請負費１億６３０万円は、補助事業で都市計画

道路の築造や舗装工事、単独工事で区画道路や

宅地の整地工事を行うものでございます。節２

２・補償、補填及び賠償金１億５７０万円は、

建物移転等に係る補償金でございます。節２５

・積立金４２９３万５０００円は、説明欄の八

千把地区土地区画整理事業基金事業分で、保留

地売り払い金の積立額とその利子分でございま

す。先ほどの保留地販売収入を一旦この基金に

積み立てて、その後の事業費の財源とするもの
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でございます。 

 項５・都市計画費では、前年度より８８９２

万円の増額となっております。節や事業ごとで

は、目１・都市計画総務費の下水道繰出金で６

７５０万円の減額。目２・街路事業費の八の字

線で９３７０万円の増額、西片西宮線で文化財

調査に時間を要し、本工事の出来高が見込めな

いことから、６５００万円の減額、目４・公園

費で龍峯地区公園２７年度完成を目指し、１億

４９５０万円の増額。目５・区画整理費では、

建物移転補償契約が２６年度末となり、繰り越

す必要があることから、関連する事業費で２９

００万円の減額が主なものでございます。 

 １０１ページをお願いいたします。 

 項６・住宅費、目１・住宅管理費では１億５

０５０万５０００円を計上いたしております。

説明欄３行目、公営住宅施設整備事業１３０２

万６０００円は、市営住宅の危険箇所や老朽化

対策及び外部環境の整備を行うことで、より安

全で良好な住宅提供が持続可能となるよう行う

もので、平成２７年度も畳の取りかえや電気温

水器の取りかえ、政策空き家の解体を行うもの

でございます。 

 次の公営住宅管理事業５４９７万６０００円

は、市営住宅３１団地、１３６７戸の維持管理

に必要な経費でございます。公営住宅ストック

総合改善事業４２３７万８０００円は、各団地

別の活用計画を踏まえ、維持保全するものでご

ざいます。本予算では、西宮団地や高島団地の

屋上防水工事。麦島団地の外壁及び屋上防水工

事に伴う実施設計業務委託や八千把地区土地区

画整理事業に関連し、若宮団地の建てかえに関

する基本構想策定業務を行うものでございま

す。 

 それでは、節ごとに主なものを説明いたしま

す。節７・賃金３１８万８０００円は、市営住

宅家賃徴収業務１名分及び市営住宅営繕職員１

名分の人件費でございます。節１１・需用費５

８６７万３０００円は、市営住宅共用部の光熱

水費や施設の修繕料が主なものでございます。

節１２・役務費２３７万１０００円は、飲料水

の水質検査手数料や樹木の剪定手数料などでご

ざいます。節１３・委託料４０４１万円は、市

営住宅施設のエレベーター、給水施設、消防施

設、浄化槽施設等の保守点検業務委託料、また

若宮団地建てかえに係る基本構想策定業務の委

託費用が主なものでございます。節１５・工事

請負費２５９万２０００円は、政策空き家解体

工事で沖町団地、海士江町道上団地、植柳上町

第２団地の各１棟を解体するものでございま

す。 

 目２・住宅用地造成費１４万３０００円の内

訳は、東陽町の平野団地、宅地分譲貸付事業に

必要な経費でございます。節１・報酬３万円

は、八代市宅地分譲審査会の報酬５名分でござ

います。節１９・負担金補助及び交付金１０万

円は、東陽町平野団地農業集落排水事業の受益

者負担金でございます。 

 引き続き、第１０款・災害復旧費中、当建設

環境委員会所管分について御説明いたします。

１２０ページをお願いいたします。 

 下段の表でございますが、款１０・災害復旧

費、項２・公共土木施設災害復旧費、目１・道

路橋梁施設災害復旧費では、節１５・工事請負

費に１０００円計上いたしております。以上が

款１０・災害復旧費でございます。 

 次に、１２２ページをお願いいたします。 

 上段の表、款１２・諸支出金、項２・土地開

発公社費、目１・土地開発公社費、節１３・委

託料８８万５０００円は、有佐駅西側宅地の分

譲促進のためのチラシの作成や土地開発公社連

絡協議会の旅費、負担金また長期借入金支払利

息等の業務を土地開発公社へ委託する費用でご

ざいます。 

 以上、当委員会所管分の平成２７年度八代市

一般会計予算の説明とさせていただきます。御
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審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。それでは、

時間も参っておりますので、午前中の審査を終

了し、しばらく休憩いたします。午後は１時１

５分から再開いたします。 

（午後０時１３分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時１６分 開議） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、休憩前

に引き続き、建設環境委員会を再開いたしま

す。 

 午前中に説明のありました第７款・土木費、

第１０款・災害復旧費及び第１２款・諸支出金

の部分について一括して質疑を行います。質疑

ございませんか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。９３ページ、

老朽危険空き家等除却促進事業１８００万なん

ですが、先ほどの説明で３０件分というふうな

御説明がありました。これに関しては去年の１

１月に国会のほうで、たしか法律が可決をし、

ことしの春から施行ということになってると思

いますけれども、そういったあたりというのは

この予算に影響を与えているのかどうかという

ところを御説明願います。 

○委員長（成松由紀夫君） 羽多野首席審議員

兼建築指導課長。 

○首席審議員兼建築指導課長（羽多野俊光君）

 済みません。建築指導課の羽多野でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 空き家等対策の推進に関する特別措置法とい

うのができまして、基本方針が２月、５月にガ

イドラインができるように、そういうふうにな

ってますけど、現在行っている事業は、法律と

は直接は関係なくてですね、２４年度からやっ

てる事業でございまして、法律ができたからと

いうわけではございません。引き続き、いろん

な周囲に不安とか危険のおそれがあったりする

ものを除却していこうと、除却する人に支援し

ようという事業でございます。直接法律ができ

たからということではございません。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですね。

はい。ほかにございませんか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） じゃ、今のと関連して

ですね。じゃ、今のはですね、老朽化したとこ

ろの危険空き家を持ち主の依頼というか、そう

いうのも加味しての除却かというところが１点

ですけど、そのところからお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、羽多野首席

審議員兼建築指導課長。 

○首席審議員兼建築指導課長（羽多野俊光君）

 危険空き家という苦情とか相談とかあったと

きには、そこに行きまして、現地調査とか所有

者を調べまして、その方に改善しませんかとい

う話をしまして、それで補助事業もありますよ

と、これを使って除却しませんかという形でや

っている状況でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） わかりました。じゃ、

ちょっとここはまた後で意見として述べさせて

いただきます。はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、続けてどう

ぞ。 

○委員（前川祥子君） はい、お願いします。 

 それからですね、雨水ポンプ場の施設整備事

業ですけど、雨水対策というのは今どういう状

況でどこまで進んでいるか、ちょっと説明でき

ますか。 

○建設部長（市村誠治君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、市村建設部

長。 
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○建設部長（市村誠治君） 雨水対策事業につ

きましては、下水道の企業会計のほうで、２７

年度から移行することになっておりますので、

この後の説明で御説明いただきます。（委員前

川祥子君「はい、わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） はい、下川建設部

次長。 

○建設部次長（下川哲夫君） 先ほど私のほう

で説明しましたのは、日奈久浜町に雨水ポンプ

がありまして、その分の説明ということでさせ

ていただきました。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） もう一点。防砂堤です

かね、大島地区の。そこは港湾補修事業という

形で出てますけども、これは毎年の事業になっ

ているんでしょうか。多分あの辺は砂がいつも

寄せてきて除去しないといけないような状況が

結構起こるんだというふうに聞いてますけど、

毎年の事業でしょうか。 

○建設部次長（下川哲夫君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、下川建設部

次長。 

○建設部次長（下川哲夫君） 担当課、所管課

がちょっと待機してますので、入れてよろしい

でしょうか。担当課のほうで説明をお願いした

いと思いますが。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、どうぞ。小

会します。 

（午後１時２０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時２１分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 桑原国際港湾振興課長。 

○国際港湾振興課長（桑原真澄君） はい。国

際港湾振興課、桑原でございます。 

 ただいま御質問の防砂堤事業につきまして

は、平成２６年度から３カ年で事業を予定され

ているところでございます。平成２６年度から

着工して、２７年度分は延長２００メートル分

をかさ上げを行うということでございます。 

 以上でございます。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。そうしました

ら、２６年からの３カ年ということで、その前

はどれぐらい前にやってるんでしょうかね、か

さ上げ事業は。 

○国際港湾振興課長（桑原真澄君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） 桑原国際港湾振興

課長。 

○国際港湾振興課長（桑原真澄君） 済みませ

ん。３カ年て申し上げましたけれども、それに

ついてはまだちょっと終了年度は、はっきりわ

からないということで、ちょっと訂正をさせて

いただければと思いますが、一応２６年度から

工事がスタートしたというところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。そうしました

ら、多分この辺先ほど申し上げたように、砂が

波の影響でといいますか、結構たまっていくよ

うな状況の場だというふうに聞いてますので、

多分船の何というんですか、離発着じゃないで

すね、船がこう来るときに、そこまで入ってこ

れないというふうな状況があるので、多分要望

を出されて、そういうふうになったんだと思う

んですが、そういう状況になりやすい場である

ので、今後ですね、３カ年、やっとできたんじ

ゃないかなと思いますけど、その点はどういう

ふうに、じゃ、お考えなんでしょうかね。 

○国際港湾振興課長（桑原真澄君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、桑原国際港

湾振興課長。 
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○国際港湾振興課長（桑原真澄君） はい、あ

りがとうございます。これについては、今委員

おっしゃられましたとおり、県に対して要望を

毎年度行ってきておりましたところでございま

す。それがようやく２６年度から着工に今入っ

たということで、おっしゃられたとおり、満潮

になりますと、この防砂堤が海面下に沈むと、

船舶の安全運航上問題が生じておったというと

ころでございますので、それが工事がスタート

したということで、我々としましては、また新

年度もですね、要望して、早期に完成するよう

に強く働きかけを行っていきたいというふうに

思っております。（委員前川祥子君「はい、わ

かりました」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。

（委員前川祥子君「はい」と呼ぶ） 

 はい。ほかにございませんか。 

○委員（山本幸廣君） よかですか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） ページ数は９４ペー

ジ、部長以下次長、詳細にわたる説明ありがと

うございました。本当に丁寧な御説明でありま

した。 

 指摘はしたくないんですけども、総括にです

ね、今回の予算編成から今回の予算を、土木費

をずっと見てみますと、まずは９４ページの道

路橋梁のところの一般職の１９人という数字が

出てますね。昨年度は２０人だったと思うんで

すけども、橋梁も道路維持も含めて全般の土木

の一般職というのはですね、案外２５年から減

少してるんですね。安倍総理が今、経済対策で

打ち出して、３本の矢を打った中でですね、地

方創生も打ち出されましたね。そういう中で、

このやっぱり社会保障というのは、私は一番大

事だと思うんですよね。そういう中で、予算て

いうのは、比較的に道路維持が約５０００万ぐ

らいふえてるだけで、あとはほとんど一般財源

なんですね。はっきり言って、国・県の支出金

ていうのは案外少なくて、国の補助対象になら

ないところが多かったんだろうと思います。 

 そういう中で、一般財源、特定財源の中でも

地方債とその他でありますからですね、ここら

あたりの今の説明の数字を見てもですね、私は

本当に土木費というのが、末端の市民のため

に、社会保障の中ではですね、私は予算的に無

理が来ておるような気がするんですね。もう少

し増額要求をしてよかったんじゃなかろうか

と、これは経済対策の中でもですね。 

 そういう中で、ひとつ、給料の中で一般職の

１９人の中での１人減った中でのですね、給料

の数字を１億４５００万。一昨年よりひとつ、

１千何百万ぐらいふえとるんですよね。数字

を、私の間違いならば間違いでいいんですけど

も、その点をひとつお聞かせをいただきたい。 

 と同時に、先ほど言いましたように、経済対

策の中でもですね、予算が地方に来ていないと

いう現状の中で、このような予算組みになった

のかというのと、先ほど来、鶴山課長から説明

があったように、市内の道路維持の問題で、市

内一円の路面の性状の調査結果の報告ですね、

関係資料をいただいておりますが。これについ

ても調査の結果、それと今後の方針等々も述べ

られた中で、道路維持というのはこの５０００

万ぐらいでいいのかと。心配の、今、私の意見

なんですね。だから、私が言っている、もうこ

ういう状況を見れば、大体１億以上はですね、

これにやっぱり予算は道路維持、そしてまた道

路新設改良も一緒なんですけども、道路新設改

良も職員は減っているんですよね、２２人から

２１人にね。減っているんですよね。こういう

状況で本当のやっぱり土木費の中でですね、予

算計上でよかったのかと。本当に市民サービス

できるのかと。そしてまた、いろんな整備がで

きるのかと。心配をした意見とその給料の一般

職が減った理由というところをひとつ、まず、

そこだけ説明してください。 
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○建設部長（市村誠治君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、市村建設部

長。 

○建設部長（市村誠治君） 一般職の減につき

ましては、私も危惧しとるところでございま

す。これ、特に土木の技術部門のところが、退

職はあるが新採が入ってこないという状況が続

いておりまして、はっきり申しますと、募集定

員に満たないというのが去年もございまして、

２人募集のところが１人だったとか、そういう

ところで維持ができない状況にございます。 

 ですから、我々としても、人事のほうに、業

務に見合った職員を配置するよう要求はしとる

ところでございます。 

 それと、この維持的な予算、生活道路の改良

等の直接市民に関係する予算ではございます

が、これにつきましては、財政のほうにも要求

は強くやっております。各課いろいろ資料を示

しまして。しかしながら、全庁的に学校の耐震

とか、そちらの方面に今、予算が流れている状

況だろうと思うんですが、一応これ以上の予算

がつかないということで、我々としましては、

国の補正、これを十分活用してですね、当初予

算は少ないということであろうとも補正等でど

うにかしていきたいなと思っております。 

 補正につきましては、これも積極的に要求は

しているんですが、補正といいますのは、次年

度に次の繰り越しができませんもんですから、

それに見合った事業量ということで、先ほど職

員数の話もありましたが、職員１人頭の事業量

も加味しながらですね、国の予算額というか、

を決めさせていただいとるというところでござ

います。 

 以上でいいですか。 

○委員（山本幸廣君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） きょうはネットで職員

も総務部長以下財政課も見とると思うんです

よ。あえて私が言いますと、これだけ職員数が

減ってきたり、技術者が減ってきたならば、必

ず繰越明許が出てくるんですよ。さらには不用

額が出てくるんですよ。これが私は一番心配し

てるんですよね。だからこそ、今、人事課もネ

ットで見て聞いておれば、これは強く委員長か

らもお願いしていただきたいと思うんですよ。

これだけのですね、やっぱし監査でも繰越明許

は多い、不用額が多いと指摘をされとる中でで

すね、このやっぱり職員体制というのは、きち

っとした充実したやっぱし体制をとってほしい

と。 

 私は、今回の予算書を見てびっくりしまし

た。本当に職員が苦労、苦労してですね、残業

しながら、そういう状況等をもう見ますよ。も

う１階から５階まで、何時まっでん、てらてら

としとる。これは本当に職員のですね、適材適

所じゃありませんけども、きちっとした技術者

をですね、１つのポジションに置いて、それで

やっぱり能力をですね、発揮を十分にできるよ

うなそういう体制をつくらなければ、やはり監

査委員から指摘されるように、繰越明許はどん

どんふえるわ、ふえた中で不用額が出てくるわ

というのは、これは本当にですね、これはもう

その計画性というのはもう立っていかないんで

すよね。やっぱし、それがまた年度別を越えて

また繰り越しせないかぬ。また繰り越しせない

かぬという状況の中で。これは道路ばかりじゃ

ありませんよ、いろんなところもありますから

ですね。 

 そういう体制の中で、私は今回予算書を見

て、指摘とそしてまた要望と。そして、あとは

もう答弁要りません。そういうことですから、

強くですね、うちの委員長にもですね、こうい

う意見が建設環境委員から出たんだということ

で、財政課を通して委員長からの指摘をいただ

くように、そしてまた、確保できるように成松

委員長よろしくお願いして、要望として終わり
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ます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ありがとう

ございます。 

 ほかにございませんか。古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） はい、山本委員に若干

関連をいたしますが、ことしの当初予算、土木

費で５８億２２００万、昨年度は５６億３３０

０万、１億８９００万ぐらい増額でありました

が、合併当初ですね、これが７５億ぐらいあっ

たような記憶がしております。どうもこの土木

費に関してはですね、大分減ってきたなという

思いがありますし、また私どもも地域を回りま

すと、住民の要望というのが河川改修とかです

ね、道路の舗装とか、そういうのが一番多いわ

けでありますので、この辺のところ、予算編成

上、部長としては財政のほうにどのような御要

望を、もっと増額してくれというような御要望

をされて削られたのか、その辺のところを少し

お話をいただければと思います。 

○建設部長（市村誠治君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、市村建設部

長。 

○建設部長（市村誠治君） 私、昨年４月に部

長になったわけですが、その前は次長を１年し

て、その前が土木関係、維持管理関係、土木建

設に約七、八年ばかりいたわけなんですが、地

元の要望は結構あるんですが、なかなか応えら

れないというのが実情でございまして、どうに

かしたいということで、その点も踏まえてです

ね、ここ七、八年強く要望をやってきたつもり

でおります──つもりというか、やってまいり

ました。しかしながらですね、なかなか全庁的

な財政の厳しい中、予算の配分についてはです

ね、やっぱりコスト縮減とかですね、そちらの

方面で努力して、ある程度の予算は抑えていく

必要があるのかなということで考えておりま

す。しかしながら、それでは現実的には足りま

せん、はっきり言いまして。今後もですね、先

ほども言いましたように、国の補正、それと次

の年度のことを言えば笑われるかもしれません

けど、次の年度に向けてですね、予算獲得に向

け理論武装といいますか、その点も踏まえてで

すね、やっていきたいなと思っております。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 予算編成上ではありま

すけれども、今一番心配するのは民生費がです

ね、予算の大体３９％ぐらい占めている状況で

ありましてですね、その辺がやっぱり財政を圧

迫しているのかなという思いはございます。そ

の中でやっぱり要望が多いのがですね、どうし

ても土木費の、先ほど申し上げましたように、

河川改修、あるいは道路の舗装ですね、その辺

のところの要望あたり、大変地域に密着してご

ざいますので、特に要望が多うございますの

で、その辺のところ、ぜひ重みを置いて、ひと

つ予算にですね、取り組んでいただけたらと思

っております。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。ほかにござ

いませんか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 先ほど、山本委員のほ

うから繰越明許の話が出てきたんですけども、

毎年予算書を見ると、繰越明許が当初予算書の

ほうには十数件ずらっと並ぶような予算書がで

すね、毎年続いてきたような記憶があります。

その中で、２７年度の予算書を見ると、全く繰

越明許というのが計上されてないんですけど

も、全くなしでいいのか。それとも、いやいや

具体的に繰越明許の項目がなくて、明許自体は

あるんですよという内容になっているのか、ど

ちらなんでしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、下川建設部

次長。 
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○建設部次長（下川哲夫君） 繰越明許はござ

います。工事に対する繰り越しに関しては総務

委員会付託案件になってたかと思います。資料

では、ちょっと私もそこまでは詳しくは見てな

いとですけど、繰り越し自体はございます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいんです

か。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。明許費がどうの

こうのとかっていう、審査をしようという思い

ではなくて、あるのかないのかというところを

ですね、ちょっと確認をしたかったということ

で、あるということでした。それであれば、こ

の予算書のほうにたまたま載っていないんだろ

うというふうに判断をさせていただきます。 

 引き続き、質問に入るんですけども、９８ペ

ージの南部幹線、西片西宮線、八の字線の予算

がずらっと上げられております。進捗率につい

てもそれぞれ９０.５％、８３.３％、３９.１

％、完成予定が２８年度、２８年度、２９年度

ということでありました。御説明をいただきま

した。心配するのが、本当にこの２８年度、２

９年度の完成というのがあくまで予定ですとお

っしゃるのかもしれませんが、できるのかとい

うのが非常に疑問です。仮にですね、仮に２７

年度の予算をこのまま継続して予算を張りつけ

た場合に何年に完成をするんでしょうか。この

ままの予算で張りつけた場合、何年に完成する

んでしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、濱本街路公

園課長。 

○街路公園課長（濱本 親君） 南部幹線につ

きましては、市が施行、事業をやっている区間

ですね、そこが予定ではありますけど、先ほど

言われたとおりに平成２８年度に完了予定で

す。この予算でですね、２８年度完成予定。 

 そして、八の字も今年度の予定では、今から

用地関係の補償関係に入ります関係で、あくま

でも予定で明記しております。一応その目標で

進めていく状況です。 

 そして、西片西宮線ですが、一応全延長で、

臨港線のところから国道３号まで約１０００メ

ーターございます。そして、手前の臨港線側の

ほうが延長が３６０メーター、今現在やってま

すけど、それが一応２８年度には、今の進捗で

いけば完了予定ちゅうことでございます。それ

と並行して２工区の、次３５０メーターの測量

関係を平成２７年度に行う予定でございます。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 思ったより進むのかな

というふうな感じを受けたんですけども、西片

西宮線については、文化財の発掘で非常におく

れてるんじゃないかなというような思いも持っ

ておりましたので、意外な報告といいますか、

回答だったなと思ってます。ただ、１期工事だ

けですよね、終わるというのは。ただ、あと２

期工事、３期工事というふうな話があるんじゃ

ないかなと思うんですけど、最終完成というの

はどれぐらいのめどになるんですか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、涌田街路公

園課長補佐。 

○街路公園課長補佐兼街路係長（涌田直美君）

 街路公園課、涌田です。西片西宮線につきま

しては、先ほど課長が申したとおり、臨港線か

ら国道３号まで約１キロございます。１期工事

が平成２０年度からスタートいたしまして、平

成２８年度完了ということで、約、事業費が１

１億３０００万予定しております。 

 さっき次長のほうからも、本線のほうの用地

買収のほうは２６年度で契約は完了しておりま

す。引き続き、今年度から──２６年度から文

化財の調査も始めてまして、２７年度で今の１
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期工事分の調査が終わる予定です。工事として

は２８年度で完了するということと、それから

先、国道３号までの区間が残りが６４０メータ

ーございます。２期工事として３５０メーター

の区間を、２７年度で測量設計と用地測量関係

を今計上しております。この３５０メーターも

大体７年ぐらいの完了ということを見込んでお

ります。その後、国道３号のほうに行きますの

で、残り１５年ぐらいはかかるのかなというこ

とで考えております。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、よろしいで

すか。 

○委員（大倉裕一君） はい、終わります。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。ほかにござ

いませんか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） 公園費でお伺いしたい

んですけど、この委託料の７７６５万６０００

円。これは全て委託というのは、業者、ちょっ

と先ほど説明があったかもしれません。ちょっ

と私も聞きそびれたかもしれません。業者だけ

でしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、濱本街路公

園課長。 

○街路公園課長（濱本 親君） 業者だけでは

ありませんで、公園の愛護会がですね、４７ご

ざいます。その地元の愛護会の委託料とか、福

祉団体の委託料、そして業者の委託料、シルバ

ー人材センター等でございますけど、そういう

のを含めてのお金でございます。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） そうしましたら、これ

は都市公園安全・安心対策緊急支援事業、公園

施設長寿命化対策支援事業、これが多分７年か

ら８年ぐらいの事業というふうになってるよう

ですけど、ここからも委託料というのは発生し

ているんでしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） 下川建設部次長。 

○建設部次長（下川哲夫君） 都市公園安心・

安全の事業とか、長寿命化、それについての委

託というのは地元には入っておりません。た

だ、それに関します設計業務というのがござい

まして、その設計業務については当然委託しま

すので、この委託料の中にはそれが入っとると

いう感じで、この委託料は単に公園の維持管理

委託だけではなくて、施設をつくったりします

ときの設計費、そういう委託料もこの費目の中

に入っているということでございます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、よろしいで

すか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） 済みません、もう一

度。設計するときに委託料を入れて設計をする

というふうに考えていいですか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、下川建設部

次長。 

○建設部次長（下川哲夫君） はい、今言われ

たとおりのお考えでよろしゅうございます。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） そうしましたら、この

２つの事業っていうのは期間が済んでからも、

先のことはわからないというふうにおっしゃる

かもしれませんが、この前の段階でもあってた

と思うんですね。これからも継続して国からの

事業として入ってくるんだというふうには想像

できますでしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、下川建設部

次長。話せる範囲で結構ですよ。 

○建設部次長（下川哲夫君） はい。都市公園

安全・安心対策緊急支援事業が、平成２２年度
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からの事業でございまして、今の現計画では２

９年度まで。それから、公園施設長寿命化対策

支援事業が平成２４年度からの事業でございま

して、これが今のところ、平成３０年まで継続

されるというふうに聞いております。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、よろしいで

すか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） それは知っております

けど、その以降、その前、これが継続して行わ

れる事業というふうに考えられますでしょう

か。もしそういうことになってればですね、公

園というのは市において多分大分、何十あるん

ですか、何百はないと思いますけど。（｢９

９」と呼ぶ者あり）９９。それを維持管理して

いくということ自体ですね、かなりやはり金額

も上がってくると思うんですね。一般財源っ

て、もうなかなか難しくなっていくだろうと。

そのときにやっぱり地域の方々にもっとお願い

しなきゃいけない部分がかなり出てくると思う

んですけども、そこの点をどういうふうにお考

えですか。 

○委員長（成松由紀夫君） 下川建設部次長。 

○建設部次長（下川哲夫君） 公園の維持管理

につきましては、極力地元のほうに委託したほ

うが情報の提供が受けやすいもんですから、施

設の老朽化というのも大きな遊具につきまして

は、やっぱり専門家に委託する場合もあるかも

しれませんが、小さい遊具であれば、地元の方

々が目で見たり、手で触れていただくと、ある

程度状況はわかりますので、こちらのほうに報

告していただいとるというのが現状です。それ

に対して、我々も修繕費とかそういうのを組ん

でやっていく。ですので、やっぱり地元の方々

の協力ちゅうのは一番必要だと思っております

ので、その辺の愛護会ちゅうのがだんだん、今

保つのがちょっと厳しい状況になってきてはお

りますものの、できるだけお願いしていきたい

というふうに考えております。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、よろしいで

すか。 

○委員（前川祥子君） はい、わかりました。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） １００ページ。八千

把地区の土地区画整理事業についてお尋ねをし

たいんですが、今回の予算があって８０％の進

捗率だということなんですが、これは完成は最

終年度はいつになりますか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、湯野区画整

理課長。 

○区画整理課長（湯野 孝君） 区画整理課の

湯野でございます。よろしくお願いします。 

 八千把の土地区画整理事業の完成年度ですけ

ども、今回、変更認可を受けまして、平成２７

年度から４年延伸しまして、平成３１年度を今

予定しております。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、よろしいで

すか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい、平成３１年

度。今回ですね、新規事業がその下ありますよ

ね。土地は、宅地がどんどんできていくという

ことと、今回新たにやっぱりその販売促進とい

ったところでの新規需要はあるわけですけれど

も、ちょっとこのあたりの背景をちょっと説明

していただいていいですか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、湯野区画整

理課長。 

○区画整理課長（湯野 孝君） はい。保留地

につきましては、八千把地区の土地区画整理事
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業の地区内の地権者の方々から提供していただ

きました土地の一部を事業費の一部に充てるた

め、整備が完了した土地を販売しております。

この保留地の販売状況ですけども、平成２５年

１２月末の北部幹線、これが全線開業に伴い、

販売実績は伸びてきたんですけども、このとき

７７％とですね、販売が実質的可能のやつに対

して７７％が保留地処分できたと。ただ、平成

２６年の４月の消費税の増税の影響もあったか

と思うんですけども、土地には消費税はかかり

ませんが、家屋、新築にはかかるもんですか

ら、家を建てられる方が買われるというような

状況もございまして、販売状況が伸び悩んでき

たと。 

 先ほど、次長から説明がありましたように、

２６年の１２月末現在で２区画６４５平米、１

７００万程度しかちょっと販売できなかったと

いうふうな状況でございます。ことしになりま

して、幾分ちょっとまた今問い合わせあたりも

あってるんですけども、一応伸び悩んできてる

と、このような状況がございまして、また、今

後、平成２９年４月に再増税、消費税の、これ

が予定されてますもんですから、それまでに何

とか回復したいというふうなことで、今回の不

動産業者さんあたりにちょっとお願いして、一

緒に売っていただこうかというふうな手法でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、よろしいで

すか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） はい。なければ、

以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） 先ほどの老朽危険空き

家等除却促進事業ですけど、これはどんなに危

険であっても、建物の持ち主が了解がとれない

とか、その意向もないとか、そういった場合に

は除却できないというふうな事業ですもんね。

だからですね、ここのところはその持ち主の了

解がとれないとかだったらですね、老朽危険空

き家の除却はできないということは、近辺に被

害を及ぼしたり、安心安全の危険を及ぼすと、

そういう状況にもなり得るわけですよね。だか

ら、これはですね、本市において除却できる基

準ができないものかなと思うんですよね。今

度、国の空き家対策特措法、中身がまだよくわ

かりませんけども、それとどういう状況になっ

ていくかわかりませんが、今言いましたよう

に、これも使えるのであれば、この法律がです

ね。本市においてもある程度の基準をつくって

除却できるような方向にいけるようにやってい

ただいたらどうかなと。意見と要望です。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

○委員（太田広則君） １点だけいいですか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、副委員長。 

○委員（太田広則君） はい、済みません。第

５０号のときも同じだったんですが、この長寿

命化修繕事業ですね。すばらしい資料をつけて

いただいておりますので、さらにわかりやすく

長寿命化てついたときにはですよ、竣工年月日

わかるでしょう、大体。日奈久大坪１号機は何

年竣工とか、そういうのをここの現況写真のタ

イトルのですね、ところに竣工年月日を、昭和

何年つくられてますというのが書いてあれば、

長寿命化としたときに、非常に私どもがもっと

わかりやすい資料になるので、もし次出される

ときにはですね、できれば竣工月日をつけてい

ただくと助かります。その要望をさせていただ

きます。 
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○委員長（成松由紀夫君） はい。ほかにござ

いませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、それで

は採決に入りますが、これまで本当初予算に関

してさまざまな質疑、意見が出されました。そ

の中で第４款中、ごみ収集管理事業について契

約更新や今までの経緯の中で、市の行政指導や

国の下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等

の合理化に関する特別措置法の問題などについ

て及びまた第７款中、空き家対策や土木費予算

の確保などについては、執行部におかれまして

は、今後、本日、各委員から出されました意見

等を十分尊重して事務執行に努めていただきた

い旨を委員長からお願いしておきます。 

 それでは、採決をいたします。 

 議案第６号・平成２７年度八代市一般会計予

算中、当委員会関係分について、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 小会します。（｢ありがとうございました」

と呼ぶ者あり） 

（午後１時５３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時５６分 本会） 

◎議案第１１号・平成２７年度八代市農業集落

排水処理施設事業特別会計予算 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１１号・平成２７年度八代市農

業集落排水処理施設事業特別会計予算を議題と

し、説明を求めます。 

 松本理事兼下水道総務課長。 

○理事兼下水道総務課長（松本貞喜君） 皆さ

んこんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あ

り）下水道総務課長の松本です。隣は、補佐の

岩坂です。どうぞよろしくお願いします。（下

水道総務課長補佐兼水洗化促進係長岩坂義明君

｢お願いします」と呼ぶ）座ってから説明させ

ていただきます。 

 それでは、議案第１１号・平成２７年度八代

市農業集落排水処理施設事業特別会計予算につ

きまして、御説明いたします。 

 別冊の予算書の１１５ページをお願いしま

す。 

 まず、議案説明の前に、八代市農業集落排水

処理施設事業について簡単に説明をさせていた

だきます。 

 この事業は、農村地域の衛生向上と公共水域

の水質保全を目的として、東陽町と泉町の２地

区の中心部で実施いたしております。東陽町が

平成７年度から１１年度まで、泉町が平成４年

度から８年度まで事業を行っておりまして、建

設事業は完了しており、現在は使用料など徴収

業務や施設の維持管理関係が主な業務となって

おります。なお、東陽町と泉町をあわせました

平成２５年度末で使用可能となっております人

口、いわゆる普及人口は２１０３人で、このう

ち使用されている人口、いわゆる水洗化人口が

１７６７人で、水洗化率は８４％となっており

ます。平成２６年度は、全体で３世帯の新規接

続があっておりますが、地域全体に人口減少傾

向が見られ、農業集落排水区域内の水洗化人口

も減少している状況にあることから、水洗化率

は２５年度末と同程度と見込んでおります。こ

のような状況の中、２７年度予算も両地域の水

質浄化のための排水処理施設の維持管理費が主

なものとなっております。 

 以上、概要説明としまして、１１７ページを

お願いします。 

 歳入歳出予算の総額は、第１条第１項で、そ

れぞれ１億１５００万１０００円と定めており

ます。なお、本予算額は前年度より３８４万９

０００円増額となっておりまして、これは後で

説明しますが、県が策定する生活排水処理構想
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のもととなる市の構想策定に必要な業務委託料

の計上が主な要因でございます。 

 項の２、款項の区分及び当該区分ごとの金額

は、１１８ページの第１表・歳入歳出予算に記

載しております。 

 第２条の地方債は、地方自治法第２３０条第

１項の規定により、１１９ページの第２表・地

方債のとおり、資本費平準化債を目的に１０７

０万円を限度額として、起債の方法を証書借入

又は証券発行とし、利率及び償還の方法は表に

記載しております。 

 それでは、本予算につきまして１２１ページ

からの説明書をもとに主なものを御説明いたし

ます。 

 １２４ページをお願いします。 

 歳入の款１・分担金及び負担金の項１・分担

金の１０万円は、新規接続者に工事費の一部を

分担金として、条例に基づき１世帯につき１０

万円を徴収しておりまして、前年度と同じ１件

分を予定しております。 

 款２・使用料及び手数料の項の１・使用料で

は３４８１万２０００円を計上しております。

農業集落排水処理施設事業につきましては、平

成２６年度に使用料改定の答申を受け、２７年

度に使用料引き上げを行うため、前年度に比べ

まして１５４万８０００円の増となっておりま

す。 

 １２５ページをお願いします。 

 款３・繰入金６９３７万３０００円は、一般

会計歳出の款５・農林水産業費、項１・農業費

の目２・農業総務費から一般会計繰入金で前年

度から１３０万５０００円の増となっておりま

す。料金改定で使用料の増を見込んでいるもの

の、歳出増額がふえたため、繰入金は増となっ

たものでございます。 

 １２６ページをお願いします。 

 款６・市債の１０７０万円は、資本費平準化

債でございまして、１００万円の増となってお

ります。これは、発行額算定の規定によりまし

て、借入可能額がふえたためでございます。資

本費平準化債は、使用者の負担を軽減し、かつ

世代間の負担の公平を図るため、本事業におけ

る負担の一部を後年度に繰り延べるためのもの

でございます。以上、歳入の主な内容でござい

ます。 

 続きまして、歳出について御説明いたしま

す。 

 １２７ページをお願いします。 

 款１・農業集落排水処理事業費、目１・農業

集落排水事業費４９４４万７０００円は、農業

集落排水処理施設の維持管理と普及促進及び使

用料の徴収などに要する経費でございます。主

な内訳は、職員２名分の人件費１４３０万８０

００円、東陽地区一般事務事業で２３２７万７

０００円、こちらは主に維持管理経費でござい

まして、処理場及びマンホールポンプの電気料

４０８万３０００円、設備修繕２０２万４００

０円、脱水汚泥収集運搬料１１６万７０００

円、施設の維持管理業務委託として７８０万円

などでございます。 

 また、泉地区一般事務事業で１１８６万２０

００円を計上いたしております。こちらも東陽

地区と同様、維持管理経費でございまして、処

理場及びマンホールポンプの電気料３０２万

円、施設修繕２３０万５０００円、汚泥引き抜

き手数料１７８万２０００円、施設の維持管理

業務委託３８８万８０００円などが主なもので

ございます。 

 農業集落排水事業費は、前年度と比べまして

２８５万９０００円の増となっておりますが、

これは、県が策定する都道府県構想のもととな

る汚水適正処理構想の策定に必要な業務委託料

３６４万１０００円の計上が主な要因でござい

ます。 

 次に、公債費６５５５万４０００円でござい

ます。長期債償還元金が５３０８万２０００
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円、長期債償還利子は１２４７万２０００円で

ございまして、前年より９９万円の増額となっ

ております。これは２４年度に借り入れを行っ

た資本費平準化債の元金償還が始まったことが

増額の主な要因となっております。なお、内訳

は説明欄に記載しております。 

 １３４ページをお願いします。 

 地方債の調書の当該年度中起債見込額が１０

７０万円、同じく元金償還見込額が５３０８万

２０００円ですので、調書の右の欄にあります

ように、当該年度末現在高見込額は４億５７４

５万５０００円となる見込みでございます。 

 公債費につきましては、平成１８年度が債務

のピークで、今後も次第に減少していく予定で

す。しかし、施設の老朽化による更新時期を迎

えると新たな起債が必要となります。今後は施

設更新を視野に入れた計画的な経営を目指し、

水洗化率の向上による使用料の増収や適切な維

持管理による経費のさらなる縮減に努めてまい

りたいと考えております。 

 以上、議案第１１号・平成２７年度八代市農

業集落排水処理施設事業特別会計の説明といた

します。御審議どうぞよろしくお願いします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ございませ

んか。ございませんか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 説明ありがとうござい

ました。使用料をふやしながらということで、

今説明があったというふうに思います。この会

計の主な入金とすれば、その部分と繰入金です

よね。使用料の増加という部分に対して、水洗

化率を上げるという話になるんですが、どうい

った方法で水洗化率を上げようというふうに考

えておられますか、２７年度方針をお聞かせい

ただいていいですか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、岩坂下水道

総務課長補佐。 

○下水道総務課長補佐兼水洗化促進係長（岩坂

義明君） 水洗化のですね、促進については公

共下水道も同じですけれども、これといった特

効薬というのはございませんで、臨戸訪問なり

何なりしてですね、粘り強く説得をしていくと

いうふうなこと以外にはですね、特効薬という

のはございません。 

 だから、これからはですね、今のところ、人

口比で８４％、それから戸数比で７９.５％と

なっておりますけれども、これをですね、今度

はできれば職員で回りながらですね、臨戸訪問

しながら水洗化率を上げていかないと、なかな

か上がっていかないというふうに考えておりま

す。できるかできないかというのは、今後の検

討なんですけれども、職員でやっていくという

ふうなことを考えております。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 水洗化するときの補助

制度とかそういったのはあるんですかね。（発

言する者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） はい、挙手。は

い、岩坂課長補佐。 

○下水道総務課長補佐兼水洗化促進係長（岩坂

義明君） はい。現在のところですね、融資あ

っせん利子補給あたりがありますけれども、農

集事業につきましては、管路のですね、完成か

ら３年をもうとうに過ぎておりますので、これ

については実際のところですね、補助金という

ようなものはございません。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。水洗化となる

と、やはりかなり金額が張りますよね、整備費

というとですね。やはりそのあたりがやはり負

担金を少し考えるような話、軽くするような話
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がないと、なかなか住民の方も理解を得られる

にはどうかなというふうに私は思います。その

あたりをぜひ考えていただきたいというのと、

今度まだ決定はされておりませんけども、案の

ほうで、地域振興券ですかね、プレミアムが２

０００円かなんかついたような券、そういった

ものを何か検討されているということですの

で、そういったところもうまく活用されたらど

うですかというふうなですね、営業もされたら

効果が少しはあるんではないかなというふうな

思いを持っておりますので、頑張って水洗化率

を上げていただきたいというふうに要望してお

きます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 要は、この農業集落排

水事業というのは、もう本当に早く取り組ん

だ、早くそういうとに乗ったというのがです

ね、今、不合理が出てるような現状なんです

よ。なぜかといいますと、どうしても過疎化と

いうのがどんどんどんどん進んでいく中で、こ

れは平地でも取り入れるように、私がちょうど

十何年ぐらい前に検討した結果ですね、どうし

ても受益者負担が大きいから、これは取りやめ

ようということで取りやめた経緯があり、計画

を立てませんでした。その後、泉と東陽は立て

られたんですけども、私はやっぱりその山林過

疎化の中に、何か助成や補助はなかかなという

のは、誰か提案せぬとしゃがな、この問題は解

決しないんです、国に対して。それはやっぱり

地方からですね、地方行政から上にやっぱし物

申していかなければ。はっきり言って、人口が

いなくなれば何も必要ないんですね、繰り入れ

もせぬでよかし、廃止すりゃよかわけですけど

も。その間、３０年間というのはこのやっぱし

事業というのはどんどん進めていかにゃいか

ぬ。そのためには、やはり普及促進はどういう

ふうな普及促進をするかということを、知恵

を、インテリジェンスを出してもらえばいいん

ですね。使用料を上げるだけじゃなかなか難し

い。使用料も上げなきゃいけない、繰り入れも

せにゃいかぬ。しかし、市債は返さないかぬと

いう状況の中で今、火の車の事業なんです、こ

こは。 

 だから、そういうところをですね、やはり職

員の方々がしっかり、やっぱりインテリジェン

スで知恵を出し合って、どうしたらいいのかと

いうのをですね、これは１００％なんかもう完

全に無理なんです。ペイペイしたいというの

は、会計年度でするのはですね。 

 そういうことを考える中で、職員の、大変頭

痛いですけども、普及促進に努力をしていただ

きたいという要望しかありません。これ、一般

会計ばどぎゃんかすることはどうにもできな

い、パンクするんですね。だからこそ、私たち

はこの予算書を見ても本当に今、大倉委員が指

摘されたような、使用料を上げればいいもんじ

ゃないわけですね。そういうことの実態を、毎

年、この予算書を見るわけですけども、本当に

職員の方々には心配です。だからといってです

ね、これをほっとくわけにはいかないですね。

市民の血税ですから、一般会計繰り入れはです

ね。そういう中で努力をしてほしいという要望

しか言えませんので、そういうことで御要望で

委員長、しとってください。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、わかりまし

た。 

 ほかに質疑はございませんですか。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、副委員長。 

○委員（太田広則君） 済みません。コンビニ

収納対応経費を２つ取ってある。ちょっと詳し

く教えてもらっていいですか。窓あき封筒印刷

経費、どういう意味ですか。 
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○委員長（成松由紀夫君） はい、岩坂下水道

総務課長補佐。 

○下水道総務課長補佐兼水洗化促進係長（岩坂

義明君） 納付書あたりがですね、コンビニ対

応の納付書ということになりますので、送付す

るにしてもですね、封筒から、それから納付書

からコンビニ対応の納付書、それからそれを入

れる封筒あたりをですね、全て一新しなければ

いけませんので、そのために計上した経費でご

ざいます。 

 以上です。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、太田副委員

長。 

○委員（太田広則君） じゃ、ずっとこの経費

は続いていくわけですね。コンビニ収納になっ

た場合は。封筒は全部フィルムが入った封筒に

なるんですか、窓空きちゅうのは。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、岩坂下水道

総務課長補佐。 

○下水道総務課長補佐兼水洗化促進係長（岩坂

義明君） 毎年、納付書あたりで納められる方

については、毎年それを計上していくというふ

うになります。 

○委員（太田広則君） はい、わかりました。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決をいたします。 

 議案第１１号・平成２７年度八代市農業集落

排水処理施設事業特別会計予算について、原案

のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１２号・平成２７年度八代市浄化槽市

町村整備推進事業特別会計予算 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、議案第１２

号・平成２７年度八代市浄化槽市町村整備推進

事業特別会計予算を議題とし、説明を求めま

す。 

○理事兼下水道総務課長（松本貞喜君） 委員

長。 

○委員長（成松由紀夫君） 松本理事兼下水道

総務課長。 

○理事兼下水道総務課長（松本貞喜君） 座っ

て説明をさせていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○理事兼下水道総務課長（松本貞喜君） それ

では、議案第１２号・平成２７年度八代市浄化

槽市町村整備推進事業特別会計予算につきまし

て、御説明いたします。 

 予算書１３５ページをお願いします。 

 まず、本事業について簡単に説明をさせてい

ただきます。 

 この事業は、東陽町、泉町の農業集落排水処

理施設事業の認可区域以外の地区で、それぞれ

平成１３年度及び１４年度から実施しておりま

す。計画基数７００基に対し、平成２５年度末

で４２０基を設置し、計画基数に対する設置率

は６０％となっております。また、平成２６年

度は、当初設置予定６基に対して１基の設置に

とどまりました。平成２７年度予算では、対象

区域全ての世帯に対し、地域内回覧やエフエム

やつしろなどでＰＲを行っておりますが、今の

ところ、設置希望は出ておりません。しかし、

例年、突発的な設置希望があるため、各地区２

基分を計上しております。 

 以上、概要の説明といたしまして、１３７ペ

ージをお願いします。 
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 歳入歳出予算は、第１条第１項で、それぞれ

６３５３万５０００円と定めております。この

額は、前年度より４０７万３０００円の減額と

なっております。 

 第２項、款項の区分及び当該区分ごとの金額

は、１３８ページの第１表・歳入歳出予算に記

載しております。 

 第２条の地方債は、地方自治法第２３０条第

１項の規定により、１３９ページの第２表の地

方債のとおり、浄化槽市町村整備推進事業を目

的に３８０万円を限度額として、起債の方法を

証書借入又は証券発行とし、利率、償還の方法

は記載のとおりでございます。 

 それでは、本予算につきまして、１４１ペー

ジからの説明書をもとに主なものを御説明いた

します。 

 １４４ページをお願いします。 

 歳入の款１・分担金及び負担金、項１・分担

金の４０万円は、合併処理浄化槽を市で設置し

ます際、条例に基づき１基当たり１０万円を徴

収しておりまして、２７年度は４基分を見込ん

でおります。 

 款２・使用料及び手数料、項１・使用料で

は、２４８７万８０００円を計上しておりま

す。本事業につきましては、平成２６年度に料

金改定の答申を受け、２７年度に使用料引き上

げを行います。ただし、一般世帯については緩

和措置を設けているため、前年度に比べまして

７０万６０００円の増となっております。 

 １４５ページをお願いします。 

 款３・県支出金、項１・県補助金６１万２０

００円は、浄化槽を４基設置した場合の浄化槽

整備推進事業費補助金などでございます。 

 款４・財産収入、項１・財産運用収入３００

０円は、旧泉村が起債償還のために積み立てて

おりました減債基金１１６２万９７００円の預

金利子でございます。この減債基金の預金利子

につきましては、歳入で受け入れた後、歳出で

減債基金に全額積み立てるものでございます。 

 款５・繰入金３３８３万６０００円は、前年

度より２４３万１０００円の減となっておりま

す。繰入金は、一般会計歳出の款４・衛生費、

項２・生活環境費、目１・生活環境総務費から

の一般会計繰入金で、維持管理費、公債費など

に充当しております。繰入金の減額の要因は、

使用料システムが新しいシステムに移行したこ

とにより、賃借料が不要になったことや償還金

が減となったためなどでございます。 

 １４７ページをお願いします。 

 款８・市債３８０万円で、前年度より２７０

万円の減です。これは、新規設置基数を前年度

の６基から２基減の４基と見込んでいるためで

ございます。 

 続きまして、歳出でございますが、１４８ペ

ージをお願いします。 

 歳出の款１・浄化槽市町村整備推進事業費、

目１・浄化槽総務費４５６５万７０００円は、

前年度より８０万７０００円の減となっており

ます。内訳は、右側の説明欄に記載しておりま

すように、職員２名分の人件費と東陽、泉地区

一般事務事業に必要な費用でございます。 

 東陽地区一般事務事業１０２９万４０００円

の主なものは、浄化槽法定検査手数料１６１基

分の６２万５０００円、浄化槽維持管理委託料

１６１基分で９４３万９０００円などでござい

ます。 

 泉地区一般事務事業１８７７万７０００円の

主なものは、浄化槽法定検査手数料２６４基分

１０３万３０００円、浄化槽維持管理委託料２

６４基分１６８９万円などでございます。 

 目２・浄化槽整備費４９８万６０００円は、

右側の説明欄に記載しております東陽及び泉地

区整備事業に必要な費用でございます。 

 東陽地区整備事業２４８万２０００円は、新

規浄化槽設置工事２基分２４２万４０００円が

主なものでございます。 
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 また、泉地区整備事業２５０万４０００円

は、新規浄化槽設置工事２基分２４２万４００

０円が主なものでございます。 

 款２・公債費、目１・元金１１０２万５００

０円、目２・利子１８６万７０００円でござい

ます。なお、地区ごとの内訳は説明欄に記載し

てございます。 

 １５５ページをお願いします。 

 ２段目の表、地方債に関する調書の当該年度

中起債見込額が３８０万円、同じく元金償還見

込額が１１０２万５０００円ですので、調書の

右側にありますように当該年度末現在高見込額

は１億１１９５万９０００円となる見込みでご

ざいます。 

 なお、公債費につきましては、今後の浄化槽

設置状況にもよりますが、返済のピークは東陽

地区が平成２５年度、泉地区が２６年度で次第

に減少していく予定でございます。今後は適切

な維持管理による経費のさらなる縮減や使用料

の増収に努めてまいりたいと考えております。 

 以上、議案第１２号・平成２７年度八代市浄

化槽市町村整備推進事業特別会計予算の説明と

いたします。御審議よろしくお願いします。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。それでは、

以上の部分について質疑を行います。質疑あり

ませんか。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。ご

ざいませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決をいたします。 

 議案第１２号・平成２７年度八代市浄化槽市

町村整備推進事業特別会計予算について、原案

のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１９号・平成２７年度八代市下水道事

業会計予算 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、議案第１９

号・平成２７年度八代市下水道事業会計予算を

議題とし、説明を求めます。 

○理事兼下水道総務課長（松本貞喜君） 委員

長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、松本理事兼

下水道総務課長。 

○理事兼下水道総務課長（松本貞喜君） 下水

道総務課長の松本です。隣が下水道建設課長の

楠本です。どうぞよろしくお願いします。（下

水道建設課長楠本研二君「楠本です。よろしく

お願いします」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） はい。 

○理事兼下水道総務課長（松本貞喜君） 座り

ましてから説明をさせていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○理事兼下水道総務課長（松本貞喜君） ま

ず、下水道事業がことし４月から地方公営企業

法の財務規定のみ適用をし、予算及び決算並び

に会計処理につきまして、企業会計方式を導入

することとしており、今回の２７年度当初予算

から企業会計方式の予算書となります。したが

いまして、予算書の様式も大きく変更となり、

水道事業や病院事業と同様に、地方公営企業法

施行令第１７条及び第１７条の２並びに地方公

営企業法施行規則第４５条別記第１号様式に基

づき、予算計上しております。 

 それでは、議案第１９号・平成２７年度八代

市下水道事業会計につきまして御説明いたしま

す。 

 別冊の予算書、１ページをお願いします。 

 まず、第１条の総則で、平成２７年度下水道

事業会計の予算は、次の第２条から第９条に定
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めるところによるとしています。第２条から第

９条の項目につきましては、地方公営企業法施

行令第１７条第１項に予算に記載すべき事項と

しまして１２項目あるうち、本市において該当

するものについて計上しております。 

 まず、第２条の業務予定量でございますが、

排水人口６万１２７８人、排水面積１６５０ヘ

クタール、年間総処理水量６５２万７２００立

方メートル、主な建設改良事業といたしまし

て、管渠施設整備費８億９６３１万９０００円

を予定いたしております。 

 ２ページをお願いします。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額でござ

います。まず、収入では、第１款・下水道事業

収益３０億７６３１万５０００円。内訳としま

して、第１項・営業収益１２億７７４７万６０

００円、第２項・営業外収益１７億９８８３万

６０００円、第３項・特別利益３０００円を予

定いたしております。 

 次に、支出でございますが、第１款・下水道

事業費用３１億４６０万１０００円。内訳とい

たしまして、第１項・営業費用２５億８３５６

万円、第２項・営業外費用５億４１５万円、第

３項・特別損失１１８９万１０００円、第４項

・予備費５００万円を計上いたしております。

差し引き収支は２８２８万６０００円の赤字を

見込んでおります。 

 ３ページをお願いします。 

 第４条、資本的収入及び支出でございます

が、収入では、第１款・資本的収入１８億２１

０５万円。内訳といたしまして、第１項・企業

債１０億４０１０万円、第２項・補助金５億６

３４０万８０００円、第３項・受益者負担金及

び分担金５２５６万１０００円、第４項・他会

計負担金１億６４９８万１０００円を計上いた

しております。 

 次に、支出でございますが、第１款・資本的

支出２７億４７１５万５０００円。内訳といた

しまして、第１項・建設改良費９億１１７万１

０００円、第２項・企業債償還金１８億４４９

８万４０００円、第３項・予備費１００万円を

計上いたしております。差し引き収支は９億２

６１０万５０００円の赤字を見込んでおりま

す。詳細につきましては、後ほど予算に関する

説明書で御説明いたします。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不

足する９億２６１０万５０００円は、当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額１００

０万３０００円、公共下水道事業特別会計から

の引継金１億５６９９万４０００円及び当年度

損益勘定留保資金７億５９１０万８０００円で

補塡するものとしております。 

 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調

整額とは、資本的収支のみで計算した場合に内

部留保資金となる消費税で、資本的収支の補塡

財源として取り扱うものでございます。また、

当年度損益勘定留保資金とは、先ほど３条で御

説明した収益的収入及び支出の予算のうち、現

金の支出を必要としない費用、すなわち減価償

却費から現金の収入が伴わない収益、すなわち

長期前受金戻入額を差し引いた内部留保資金を

補塡財源として取り扱うものでございます。 

 第４条の２、特例的収入及び支出でございま

すが、企業会計移行に伴いまして、出納整理期

間のない打ち切り決算を行う平成２６年度末に

おける債権、債務について、地方公営企業法第

４条第４項の規定に基づき計上するものでござ

いまして、平成２７年度限りの計上となりま

す。 

 平成２６年度末の債権、債務で企業会計に移

行する平成２７年度に引き継ぐ債権、債務とし

て整理する未収金及び未払金の金額としまし

て、それぞれ８０９７万４０００円及び１億３

１４４万８０００円を計上しております。未収

金の主なものは３月分の使用料などで、未払金

の主なものは年度末に完了する委託料や３月使
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用分の光熱水費などでございます。 

 ４ページをお願いします。 

 第５条、企業債でございますが、施設整備に

伴う企業債及び資本費平準化債などの準建設改

良企業債の計１０億４０１０万円を限度額とし

て予定しております。 

 第６条、一時借入金の限度額は２０億円を設

定しております。 

 第７条では、予定支出の各項の経費の金額の

うち、項と項の間で流用することのできる場合

は、営業費用と営業外費用との間ということで

定めております。 

 第８条、議会の議決を経なければ流用するこ

とのできない経費として、職員給与費２億６１

１６万７０００円を定めております。 

 第９条、他会計からの補助金としまして、下

水道事業会計の経営基盤確立のため、一般会計

からこの会計へ補助を受ける金額は、３億２４

８１万５０００円を予定いたしております。 

 次の７ページからは、下水道事業会計予算に

関する説明書でございます。 

 予算に関する説明書は、地方公営企業法施行

令第１７条の２におきまして、予算の実施計

画、予定キャッシュ・フロー計算書、給与費明

細書、継続費に関する調書、債務負担行為に関

する調書、当該事業年度の予定貸借対照表、前

事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表

をあわせて提出しなければならないとされてお

りますので、これに基づき必要な書類等を計上

しております。ただし、本市は、２７年度から

の移行となるため、前年度の予定損益計算書及

び予定貸借対照表は不要になりますが、かわり

に開始貸借対照表を作成しております。企業会

計特有の書類としましては、キャッシュ・フロ

ー計算書、貸借対照表、損益計算書などがあり

ます。 

 １４ページの予定キャッシュ・フロー計算書

は、１事業年度の２７年４月１日から２８年３

月３１日のお金の流れ、いわゆる資金の収支を

示す報告書となります。 

 １４ページの右下の資金期首残高が１億５６

９９万４０００円、資金期末残高が１億７８２

５万１０００円で、２７年度の資金増加額を２

１２５万７０００円と見込んでおります。 

 次に、１５ページの予定開始貸借対照表は、

企業会計のスタートである２７年４月１日時点

の貸借対照表となります。貸借対照表は、企業

の財政状況を明らかにするため、一定の時点、

通常は決算時点において企業が保有する全ての

資産、負債及び資本を総括的に表示した報告書

でございます。 

 ちなみに、借方の下水道事業の資産を見ます

と、１５ページの右下の固定資産合計額が４９

９億４１４９万６０００円、１６ページの流動

資産合計３億６４７３万円で、資産総額５０３

億６２２万６０００円となります。また、資産

の構成財源である貸方の負債の部では、固定負

債、流動負債、繰延収益などを合わせました負

債の合計で４８２億７７３万６０００円、資本

金、剰余金を合わせました資本合計が２０億９

８４９万円となっております。 

 次に、１８ページの予定貸借対照表は、企業

会計の決算時点である２８年３月３１日時点の

貸借対照表となります。２８年３月３１日時点

では、資産総額及び負債、資本総額が４９３億

４２４万５０００円となり、４月１日時点から

１０億１９８万１０００円の減少を見込んでお

ります。 

 その他、２７年度は企業会計のスタートの年

であるため、計上しておりませんが、通常なら

ば前年度の損益計算書を添付することとなりま

す。損益計算書とは、１営業期間における企業

の経営成績を明らかにするため、その期間中に

得た全ての収益とこれに対応する全ての費用を

記載し、純損益と発生の由来を表示した報告書

となります。 
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 次に、２１ページをお願いします。 

 ２１ページから２７年度予算の内容について

御説明いたします。 

 まず、収益的収入及び支出の収入でございま

すが、款１・下水道事業収益、項１・営業収

益、目１・下水道使用料９億９５４１万９００

０円。処理区ごとでは、八代・八代東部処理区

で８億３０４７万９０００円、千丁処理区で７

７２４万円、鏡処理区で８７７０万円でござい

ます。これには６.３３％の料金改定が含まれ

ております。 

 次に、目２・雨水処理負担金２億８０８８万

７０００円。これは雨水元利償還金等に係る一

般会計負担金でございます。 

 目３・その他営業収益１１７万円。これは督

促手数料が１１２万円、排水設備指定工事店証

交付手数料５万円を計上いたしております。 

 ２２ページをお願いします。 

 項２・営業外収入、目２・他会計負担金８億

６５８１万７０００円は、汚水元利償還金等に

係る一般会計負担金でございます。 

 次の目３・国県補助金５００万円は、２７年

度の新規事業で水洗化率向上を目的に下水道へ

接続された方へ市が接続助成を行う排水設備工

事費助成金の財源となる県補助金の熊本県生活

排水適正処理重点推進事業補助金でございま

す。 

 次の目４・他会計補助金７０００円は、児童

手当に係る一般会計補助金でございます。 

 次に、目５・長期前受金戻入では、９億２７

９７万３０００円を計上いたしております。こ

の長期前受金戻入とは、資産の費用化である減

価償却と同じように、これまで施設整備した際

に受け入れた国庫補助金等を耐用年数で割っ

て、収益化する額でございます。 

 ２３ページをお願いします。 

 次に、支出でございますが、款１・下水道事

業費用、項１・営業費用、目１・管渠費３７４

８万８０００円。これは管渠の維持管理に要す

る費用でございまして、主な費用といたしまし

て、右側の説明欄にありますとおり、マンホー

ルポンプ等の修繕費で６６６万５０００円、下

水道台帳作成業務委託、マンホールポンプ等清

掃業委託などの委託料２０２９万９０００円、

下水道管理道路舗装工事の工事請負費で３００

万円、マンホールポンプ等の電気代などの動力

費で５３１万９０００円などがございます。 

 次に、目２・ポンプ場費７６９８万３０００

円は、市内６カ所あります雨水及び汚水ポンプ

場の維持管理に要する費用でございまして、主

な費用としまして、麦島ポンプ場蓄電池取りか

え、中央ポンプ場高圧進相コンデンサ・開閉器

取りかえなどの修繕で１１２３万３０００円、

麦島ポンプ場ナンバー１・８００口径ポンプや

野上ポンプ場ナンバー４ポンプ場用エンジン点

検、野上・麦島ポンプ場しゅんせつなどの委託

料で３５４６万１０００円、麦島ポンプ場さび

どめ塗装工事の工事請負費で２５０万円、各ポ

ンプ場の電気代、重油代の動力費２６２０万６

０００円などでございます。 

 次に、２４ページの目３・水処理センター費

３億２５５２万９０００円は、水処理センター

維持管理に要する費用でございます。主な費用

としまして、一般職５名の人件費、砂ろ過装置

ろ材取りかえ修繕などの修繕費９３３万２００

０円、施設運転業務委託１億４５３９万７００

０円、汚泥処理業務委託４７７５万９０００

円、ナンバー１脱水機分解点検整備委託２４５

１万６０００円などの委託料２億２７０６万８

０００円、中央監視室エアコン取りつけ工事、

汚泥棟シャッター等塗装工事の工事請負費５４

０万円などでございます。 

 ２５ページをお願いします。 

 次の目４・流域下水道管理費１億４５２万５

０００円は、千丁処理区、鏡処理区におきまし

て、県が設置しております終末処理場及び幹線
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管渠の維持管理費を流域自治体の八代市、宇城

市、氷川町で負担しております流域下水道維持

管理負担金でございます。内訳は、千丁処理区

が４２９２万４０００円、鏡処理区が６１６０

万１０００円でございます。 

 次に、目５・総係費１億８９１９万６０００

円は、事業の管理運営に要する総括的費用でご

ざいます。主な費用は、一般職１７名の人件

費、下水道使用料、受益者負担金の納付書など

の印刷製本費２６９万８０００円、納付書発送

に伴う郵便料などの通信運搬費１２８９万３０

００円、口座振替、量水器取りつけなどの手数

料６０５万７０００円、説明欄にあります下水

道使用料徴収業務、水洗化促進業務、検針業務

などの委託料１１０２万６０００円、２７年度

の新規事業の排水設備工事費助成金や水洗便所

改造工事費等助成金などの補助金１１５４万７

０００円、下水道使用料の不納欠損に対する備

えであります……。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、説明の途中

ではありますが、本日、多くの方々が犠牲とな

られた東日本大震災の発生から４年を迎えま

す。震災により犠牲となられた全ての方々に対

する哀悼の意を表し、黙禱をささげたいと思い

ます。 

（黙禱） 

○委員長（成松由紀夫君） お直りください。

それでは、審査を継続いたします。説明の途中

でありましたので、説明をお願いいたします。 

○理事兼下水道総務課長（松本貞喜君） 委員

長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、松本理事兼

下水道総務課長。 

○理事兼下水道総務課長（松本貞喜君） 続け

て説明をさせていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。 

○理事兼下水道総務課長（松本貞喜君） 下水

道使用料の不納欠損に対する備えである貸倒引

当金に繰り入れを行う貸倒引当金繰入額１４４

８万８０００円などでございます。 

 次に２６ページをお願いします。 

 目６・減価償却費１８億４９８３万７０００

円でございます。内訳としましては、有形固定

資産減価償却費１７億９８５０万４０００円、

無形固定資産減価償却費５１３３万３０００円

でございます。 

 次の目７・資産減耗費、目８・その他の営業

費用は該当がありませんでしたので、項目のみ

上げております。 

 次に、項２・営業外費用、目１・支払利息及

び企業債取扱諸費４億７３８８万２０００円、

これは企業債利息でございます。 

 次の目２・消費税及び地方消費税では３０２

６万７０００円を計上しております。 

 次に２７ページの項３・特別損失、目３・そ

の他の特別損失１１８８万９０００円は、２７

年６月支給分の期末勤勉手当と法定福利費のう

ち、２６年１２月から翌３月の過年度分に係る

費用でございまして、企業会計移行初年度のみ

特別損失として計上するものでございます。 

 次に、項４・予備費５００万円を計上してお

ります。 

 ２８ページをお願いします。 

 続いて、資本的収入及び支出でございます。 

 まず、収入でございますが、款１・資本的収

入、項１・企業債、目１・企業債１０億４０１

０万円を予定しております。これは平成２７年

度の建設改良に伴う企業債及び資本費平準化債

などの準建設改良企業債でございます。 

 次に、２９ページの項２・補助金、目１・国

庫補助金２億３８６０万円、目２・他会計補助

金３億２４８０万８０００円は、建設改良に伴

う国庫補助金並びに汚水処理の元金償還金等に

係る一般会計からの基準外繰入金でございま

す。 

 次に、項３・受益者負担金及び分担金、目１
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・受益者負担金４２１０万円、目２・受益者分

担金１０４６万１０００円は、下水道の供用開

始に伴う八代処理区、鏡処理区の受益者負担金

及び八代東部処理区、千丁処理区の受益者分担

金でございます。 

 ３０ページをお願いします。 

 項４・負担金、目１・他会計負担金１億６４

９８万１０００円は、基準内の汚水処理元金償

還金等に係る一般会計負担金でございます。 

 次に、３１ページの支出でございますが、款

１・資本的支出、項１・建設改良費、目１・管

渠施設整備費８億９６３１万９０００円は、管

渠施設の建設及び改良に要する費用でございま

す。主な費用は、一般職１３名の人件費のほ

か、受益者負担金前納による報償費１４５６万

８０００円、委託料７６５０万円、工事請負費

６億５６７０万円、補償補填及び賠償金４９２

０万円などがございます。内訳としまして、右

側の説明欄にありますが、委託料では、管渠築

造工事に伴う設計業務委託が３処理区合わせて

２３９０万円、今後１０年程度をめどに各種汚

水処理施設の整備をおおむね完了させるという

国の方針を受けて策定します、汚水適正処理構

想策定業務委託７００万円、下水道管渠の破損

や老朽箇所の調査を行う下水道管渠調査業務委

託１２２０万円、汚水管の破損や接続不良など

による（発言する者あり）汚水管への雨水の浸

水箇所を特定するための不明水調査業務委託９

００万円。雨水処理では、八千把校区、松高校

区の一部を含む古閑排水区の雨水事業計画の策

定を行う浸水被害軽減総合計画策定業務委託１

０００万円、田中西町の北部中央公園の地下に

雨水調整池の整備をするために必要な八千把地

区雨水調整池実施設計委託８９０万円及び八千

把地区雨水調整池地質調査業務委託５５０万円

などがございます。また、工事請負費では、管

渠築造工事で八代処理区４億７８５０万円、千

丁処理区９２００万円、鏡処理区８６２０万円

を計上しておりまして、八代処理区では、松

高、八千把、太田郷、宮地地区で３.７キロメ

ートル、千丁処理区では新牟田、西牟田で１.

１キロメーター、鏡処理区の下村地区では約

１.２キロメートルの整備を予定しておりま

す。その他、管渠築造工事に伴う地下埋設物等

移設補償費などがございます。 

 なお、施工予定箇所につきましては、別紙で

配付しました資料を御参照いただきたいと思い

ます。 

 ３２ページをお願いします。 

 目３・水処理センター施設整備費は、旅費、

備消品費、燃料費で６１万４０００円。 

 目４・流域下水道建設費３０２万８０００円

は、八代北部流域下水道建設負担金でございま

す。 

 次の目５・営業設備費１２１万円は、量水器

３４個分の購入費でございます。 

 次に、項２・企業債償還金、目１・企業債償

還金１８億４４９８万４０００円は、これまで

借り入れた企業債の償還元金でございます。 

 最後に、項３・予備費、目１・予備費では、

１００万円計上いたしております。 

 ３３ページから４０ページまでは給与費明細

書、債務負担行為に関する調書、地方債に関す

る調書でございますので、説明を省略させてい

ただきます。 

 最後の４１ページから４２ページに地方公営

企業法施行規則第３５条に基づき、重要な会計

方針と予定貸借対照表につきまして注記いたし

ております。 

 以上、説明を終わります。よろしく御審議を

お願いします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ございませ

んか。ございませんか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 
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○委員（前川祥子君） 八千把地区の雨水調整

池の実施設計、それから地質調査が今度から始

まるということで、この計画で予算というもの

も全部──まだわからないですかね。計画はど

れぐらいかかるっていうふうにされてますか、

供用まで。（｢供用までですか」と呼ぶ者あ

り）はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、楠本下水道

建設課長。 

○下水道建設課長（楠本研二君） 八千把地区

雨水調整池の予算計上しております箇所につき

ましては、北部中央公園の下に一応調整池を設

けたいと考えております。測量設計から完了ま

で４年を計画しております。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（前川祥子君） わかりました。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 工事請負費６億５６７

０万ということでありますが、合併当時より大

分減ったように感じますけれども、その進捗率

はどれくらいですか。 

 それと、あと全て、あと１年するとすれば、

どれくらいかかりますでしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） 誰、答弁します

か。吉村下水道建設課計画係長。 

○下水道建設課計画係長（吉村真一君） ２５

年度末におけます汚水整備の進捗率についてお

答えいたします。 

 全体で事業の認可、事業計画区域が１９４４

ヘクタールほどありますけれども、そのうち１

５６５ヘクタール、約８０.５％の整備が完了

しております。 

 それと、今後の概成の見込みにつきましては

ですね、予算に計上しております汚水の適正化

構想により、変更する可能性がございますけれ

ども、現段階におきましては、平成３６年、今

後１０年をめどにですね、概成というところで

予算を計上しております。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） この事業が今後１０年

をめどに大体なくなるような話が聞きました

が、そのあたり、例えば、周辺部に事業の枠に

入らないところは今後どうなるものでしょう

か。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、吉村下水道

建設課計画係長。 

○下水道建設課計画係長（吉村真一君） は

い。国が方針を打ち出しております１０年概成

につきましては、これは国からの説明もありま

したけれども、１０年で全くできなくなるとい

うことではないということでございます。あく

までも１０年をめどにですね、下水道だけでは

なくて、そのほか浄化槽だとか、農業集落排水

だとか、適正な方法で概成を目指すというとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 言葉のあやで、１０年

をめどにという、要するに２０年とか３０年と

いうふうに考えていいんですかね。例えば、１

５年とか、その辺の文言の説明をお願いをした

いと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、吉村下水道

建設課計画係長。 

○下水道建設課計画係長（吉村真一君） 国の

方針につきましては、まず中期的と長期的とい

うことで出されておりまして、まず中期的、１

０年をめどにですね、汚水処理の適正方針を決

めて、それに向かってやっていくと。それは暫

定の処理の方法も含みます。それで、１０年で

ですね、あらかたの整備を、暫定も含めまして

終わりまして、その後２０年、３０年長期的な
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完成形といいますか、それに向かってまた進ん

でいくと、そういう方針でございます。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、よろしいで

すか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） それは国の確かな方針

ということで受けとめさせて、いいんですね。 

○下水道建設課計画係長（吉村真一君） は

い。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、吉村下水道

建設課計画係長。 

○下水道建設課計画係長（吉村真一君） は

い、国の方針につきましては、平成２６年の１

月に県構想の見直しをしてくださいという方針

が出ております。それを受けまして、県構想の

見直しを県のほうでされますけれども、それに

伴いまして、市のほうも方針を見直すというこ

とになっております。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。

はい、ほかにございませんか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 要望です。２点。 

 まず、千丁、鏡地区、大鞘川の整備とです

ね、雨水との関係ということで、ポンプのほう

については整備ができてきておりますけれど

も、ただ、堤防のほうのかさ上げ、橋のかさ上

げが追いついていないということで、ポンプの

能力の発動ができていない現状があると思いま

す。その点は関係箇所と調整をとるなり、しっ

かり予算要望していただきながら、早期にその

ポンプの能力が発揮できるようなですね、整備

をお願いしたいというふうに思っております。 

 それからもう一点は、八千把の冠水のほうで

すけれども、こちらのほうもようやく計画が動

き出したかなというふうに思っておりますけれ

ども、４年と先ほど説明がありました。できる

だけ前倒しできる場合には前倒しをしていただ

きながら、予算確保していただいてですね、計

画が少しでも早く完了に向かうように進めてい

ただくよう、お願いをしておきたいと思いま

す。 

○委員長（成松由紀夫君） 要望ですね。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第１９号・平成２７年度八代市下水道事

業会計予算について、原案のとおり決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 小会します。（｢ありがとうございました」

と呼ぶ者あり） 

（午後３時０３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時０４分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 それでは、しばらく休憩いたします。再開は

３時２０分から再開いたしますので、よろしく

お願いいたします。 

（午後３時０４分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時２１分 開議） 

◎議案第２５号・契約の締結について 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、休憩前
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に引き続き、建設環境委員会を再開いたしま

す。 

 午前中、議案第５０号の審査の際、土木費に

関する資料請求がございました。資料につきま

しては、執行部から提出がなされましたので、

お手元に配付しております資料を御確認くださ

い。なお、資料に関しての質疑等については、

後ほど、各委員にて担当課へ直接お願いいたし

ます。（｢はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、事件議案の審査に入ります。 

 議案第２５号・八代市環境センター建設工事

に係る契約の締結についてを議題とし、説明を

求めます。 

○環境部長（本村秀一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） 本村環境部長。 

○環境部長（本村秀一君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり） 

 議案第２５号・契約の締結についてでござい

ますが、本件につきましては、八代市環境セン

ター建設工事の工事請負契約締結についてでご

ざいます。 

 内容につきましては、山口課長より説明いた

しますので、御審議よろしくお願いします。 

○環境センター建設課長（山口 剛君） 委員

長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山口環境セ

ンター建設課長。 

○環境センター建設課長（山口 剛君） こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）環境

センター建設課の山口でございます。座って説

明をさせていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○環境センター建設課長（山口 剛君） 議案

書の４５ページをお願いいたします。 

 まず初めに、正誤表がありますので、そちら

をお願いいたします。 

 議案書中、工事名称を八代市環境センター施

設整備運営事業建設工事と記載しております

が、八代市環境センター建設工事へ訂正をお願

いいたします。大変申しわけございませんでし

た。 

 それでは、議案第２５号・契約の締結につい

てでございます。 

 本市は、下記のとおり、工事請負契約を締結

するものです。 

 １、工事名、八代市環境センター建設工事、

２、工事場所、八代市港町、３、契約金額１０

４億９０９９万６８８０円、契約の相手方、大

阪府大阪市住之江区南港北１丁目７番８９号、

日立造船株式会社、代表取締役谷所敬でござい

ます。 

 提案の理由としましては、本市が予定価格１

億５０００万円以上の工事請負契約を締結する

には、八代市議会の議決に付すべき契約に関す

る条例第２条の規定により、議会の議決を得る

必要があるためでございます。 

 それでは、内容の説明につきましては、別途

資料を用意しておりますので、そちらの資料を

お願いいたします。 

 こちらでございます。ございましたでしょう

か。（｢はい」と呼ぶ者あり） 

 まず、表紙をめくっていただきまして、資料

１に契約の概要を記載いたしております。 

 １、工事番号、平成２６年度環セ工第６号で

す。２、工事名及び３の工事場所は先ほど説明

いたしましたので、省略させていただきます。

４、工期は、議会議決の日から平成３０年３月

３１日までとしております。５、請負金額、

６、受注者につきましては省略をさせていただ

きます。７、仮契約につきましては、平成２７

年２月１０日に仮契約として締結をしておりま

すが、八代市議会の議決が得られたときに本契

約となるものでございます。 

 次に、資料２をお願いいたします。 

 今回、契約いたします業務の範囲を丸印で表

記をしております。なお、外構施設と緑地エリ
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アを除きます構造物について色分けをしており

ます。まず、ピンク色で表示しております①の

エネルギー回収施設と④の計量棟・受付棟が、

基本設計・実施設計及び施工まで行う施設でご

ざいます。黄緑色で表示しております②のマテ

リアルリサイクル推進施設は基本設計・実施設

計まで行います。青色で表示しております③管

理棟、⑤車庫棟、⑥洗車棟は基本設計のみを行

います。また、廃棄物処理施設エリアの外構施

設は基本設計と実施設計まで行いますが、緑地

エリアにつきましては、基本設計のみとなりま

す。また、各施設の構造や階数などにつきまし

ては、提案の概要を右の欄にお示ししておりま

す。本契約におきまして、施工いたしますエネ

ルギー回収推進施設はＳＲＣ造、ＲＣ造、Ｓ造

の混合構造で、地下１階、地上５階、延べ面積

約７３７１平米を予定をしております。また、

計量・受付棟はＳ造で地上１階延べ面積約３１

平米でございます。その他の施設の提案概要は

記載しておりますとおりでございます。 

 次に、資料３をお願いいたします。 

 資料２で御説明いたしました施設を色分けに

あわせて表示しました配置図でございます。全

体配置の左半分が廃棄物処理エリア、右側が緑

地エリアとなっております。動線的には上部の

中ほどにあります入り口から車両が入りまし

て、受け付け計量を行った後、可燃物は茶色の

誘導路から①のエネルギー回収推進施設の２階

へのルートへ、またリサイクル品につきまして

は、②のリサイクル施設の中と外周を通るルー

トへ誘導をされます。その後、荷をおろした

後、もう一度計量を通り、外に出るという動線

計画としております。 

 最後に、資料４に建設工事のスケジュールを

載せております。基本設計を平成２７年９月

末、実施設計を平成２８年３月に完了をいたし

まして、確認済み証の交付を受けて着工し、２

年後の平成３０年３月末の完成を予定をしてお

ります。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御審

議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、それでは、

以上の部分について質疑を行います。質疑ござ

いませんか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） まず、冒頭に本村部長

に確認をさせていただきたいと思います。 

 いただいております資料、八代市環境センタ

ー施設整備運営事業基本協定書４ページの中ほ

どにありますが、事業契約の不成立、第９条の

中ほどにございます。よろしゅうございます

か。部長、よろしゅうございますか。（環境部

長本村秀一君｢はい」と呼ぶ）４ページの中ほ

ど、事業契約の不成立、第９条の中ほどであり

ます。 

 議会において事業契約の締結が否決された場

合には事業契約は成立しないものとし、この場

合において落札者に損害を生じた場合において

も、市は当該損害を賠償する責めを負わないも

のとするというふうに明記をしてありますが、

このとおりでございましょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） 事業契約の不成立

について、どうですか。 

○環境部長（本村秀一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、本村環境部

長。 

○環境部長（本村秀一君） ただいま委員のほ

うから事業契約の不成立について、第９条、こ

こに記載のところをお読みいただきましたけれ

ども、この内容のとおりでございます。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 確認をしましたから、

少し質疑をさせていただきます。 

 まず、事業者選定委員会でありますが、この



 

－56－ 

委員の中には少し疑念を抱くような方もいらっ

しゃったというふうに情報で伺っております。 

 次に２点目、焼却灰のことであります。３者

とも、２０年間焼却灰のセメント資源化の受託

を確約をされております、確約書の中でです

ね。一般的には、このセメント化、国内需要は

５年ぐらいと言われております。仮に、仮にで

すよ、２０年間需要があったとしても、２０年

後、確約書は２０年でありますが、２５年後、

機械の延命化を図りながら３０年ぐらいはと私

自身は思っておりますが、あと１０年稼働をさ

せなければならないときの一応焼却灰の処分法

はどのように考えていらっしゃるのか、その対

応がまず不透明でありますので、それをまずお

聞かせをいただきたいと思います。 

 今、私も、ちょうど氷川町にあります八代生

活環境事務組合のほうのクリーンセンターも築

１６年でございますが、今延命化を図りなが

ら、せめて３０年はということで稼働をです

ね、させているところでございますので、その

辺のお考えを。焼却灰の処分について、あと２

０年後はどのように対応されるのか、お聞かせ

をいただきたいと思います。 

 それから、３点目でありますが、非価格要素

の審査であります。これは、副委員長のほうが

強く申されておりましたが、まず、この３グル

ープの中で一番災害対策の評価が低い点でござ

いました。 

 くしくも、きょうは、先ほど黙禱をいたしま

したが、東日本大震災が発生をした日でもござ

います。ちょうど４年前、この建設環境委員会

でも環境センターを視察の途中でありました、

災害があったのは。 

 ここ八代でも、今から３９６年前、いわゆる

八代の麦島城が崩壊をしております。大地震が

発生をいたしているところであります。それも

３月７日ということでございました。午前６時

ごろでありましたが、麦島城が崩壊をしており

ます。昨年でありましたか、地震の予知連のほ

うからの発表によりますと、発生のメカニズム

からいきますと、近い将来、この八代でも日奈

久断層がある関係上、大地震が発生する可能性

が高いとされております。それで、非価格要素

審査の点数、評価が低かったということであり

ます。この対応ですね、どうされるのかという

ことをお尋ねをします。 

 あわせて、あそこは埋立地でありますので、

多分液状化があるだろうと思いますので、その

あたりのとこをしっかりと御説明をいただきた

いと存じます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、答弁、誰し

ますか。 

○環境センター建設課長（山口 剛君） は

い。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山口環境セ

ンター建設課長。 

○環境センター建設課長（山口 剛君） は

い。まず、質問の内容４点かと思います。 

 １つ目が、選定委員会の委員さんの選定につ

いてということ。 

 それから２点目、延命化をして３０年使用し

た場合の２０年以降の焼却灰の処分方法につい

てどう考えるかということ。 

 それから３点目に、非価格要素で災害対策が

低い事業者が今回選定されてるということで、

どういう対策を行うようにしてるかというお

話。 

 それから、あわせて４番目に液状化対策につ

いてということでの４点ということで、お話を

させていただきます。 

 まず、選定委員会委員の選定につきまして

は、各分野から広く専門性を持った方を選定す

るということで、プラントに詳しい先生方、そ

れから法律に、それから経営ということ、それ

ぞれの分野から出ていただいて、広く議論をし

ていただくということで選定をさせていただき
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ました。その中で、いろいろな機種と運営、そ

れから実績の部分につきましても議論いただい

て、今回の選定に至ったと思っております。そ

の辺の各委員さんのことにつきましては、ちょ

っと私のほうからはそれ以上はちょっと差し控

えさせていただきたいというふうに思っており

ます。 

 それから２点目の、２０年以降の焼却灰でご

ざいます。前回の委員会のときに、２０年以降

については今のセメント事業者から、相談を受

ければ受け入れる余地があるというようなこと

で提出していただいているということで、私、

お答えしたかと思います。 

 それに加えまして、最終的には委員おっしゃ

られたとおり、環境センターの施設の整備の基

本方針の一つに、長期の安定稼働と効率性にす

ぐれた施設であるということを求めているとい

うとこでもございますし、２０年以降の施設の

延命化につきましては、社会情勢の変化など２

０年から先ということでございますので、その

辺も視野に入れた場合、最終処分場の整備等も

将来的な課題として残るんではないかというふ

うに考えておるところでございます。 

 それから、３点目の非価格要素についてでご

ざいます。災害対策についての考え方でござい

ますが、要求水準書におきまして、本施設の災

害対策におきます、地震対策としましては、建

築基準法、また官庁施設の基本的性能基準の規

定というものがございますので、それをもとに

設計を行っていただくということを要求水準書

の中でうたっております。その建築基準法等、

官庁施設の設計の中では、先ほどもありました

ように日奈久断層による地震の影響などを考慮

した上で設計を行うというようなことで進めて

おりますので、市役所の庁舎ですとか、病院、

福祉施設などと同等の、震災時に機能を保持す

る必要がある建築物というレベルで設計をして

いただくように要求水準書で定めております。

そういうことから、３者ともその基準にのっと

って設計をするということで提案をなされてお

るところです。 

 また、施設の重要度係数としまして、今回

１.２５という数字を採用するようにしており

ます。重要度係数につきましては１.０、１.２

５、１.５という３種類ございますけれども、

一般的に工場ですとか、そういうものは１.

０、それから先ほど申しましたように市庁舎と

か病院、そういったものは１.２５という数字

でございます。また、１.５は防災拠点ですと

か、消防本部とか、そういう災害時に非常に重

要な施設ということが１.５という数字で設計

をするようになっとります。今回は１.２５で

設計をすると。 

 それから、液状化の対策についてでございま

すけれども、建設予定しております予定地は、

公有水面を埋め立てた土地でございますことか

ら、地質調査を行いましたところ、液状化をす

るということで対策が必要ということで判定が

出ておりましたので、建築の請負業者につきま

しては、この必要な液状化対策を設計及び施工

で行うということを要求水準書で求めておると

ころでございます。３者とも、建築物につきま

しては、支持層までくいを打つ構造としており

ます。それから、その周りの場内道路につきま

しては、地盤改良などで液状化対策を行うとい

う提案をしておるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 焼却灰につきまして

は、２０年後、何らかの対応を考えられている

ということで理解をさせていただきました。 

 それから、安全対策については少しまだ理解

をしないところがありますが、ここにあります

が、災害対策について晩白柚グループについて

は災害時の防災拠点機能、あるいは避難所機能

に関する提案を評価したというのがあります。
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このようにしてですね、災害はいつ何どき起こ

るかもしれませんので、今度、日立グループで

すか、そこにもそういう御提案をしていただけ

ればと思っております。 

 特に、あと４点目の液状化の対応については

ですね、これは災害のとき、本当に大変なこと

になるだろうと思いますので、その辺のところ

はしっかりと私の申し上げたことを受けとめて

いただきたいと思います。 

 それから、委員長のほうでも、今申し上げた

ことをしっかりと委員長報告の中に入れていた

だくようにお願いをしておきます。 

 ただ、この建設につきましてはですね、喫緊

の課題であろうと思っております。市民の皆さ

んに迷惑のかからないようにです、ある程度私

も疑念は持っておりますものの、採決につきま

しては退席はしなくて政治的な判断をさせてい

ただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。よろしいですか。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、太田副委員

長。 

○委員（太田広則君） 午前中ですね、現行の

清掃センターの焼却灰は、皆さん聞いてたと思

いますが、４００トンで８００万円の予算をと

って処理をしていらっしゃる業者があるという

ことで、この業者さんは、ということはもう新

環境センターになった場合は、もう実際に焼却

灰はないというふうに捉えて──確認です、捉

えていいんですね。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山口環境セ

ンター建設課長。 

○環境センター建設課長（山口 剛君） は

い。現在提案していただいている灰の処分方法

につきましては、飛灰については全て３者でセ

メント化を行うということで提案をいただいて

おります。 

 ただ、将来的にいろいろな技術、新しい技術

等が発明、開拓され、そういった場合には市の

ほうも検討をすることが可能ということでして

おります。契約の中では、５年ごとにそういっ

た協議をするという条項がございますので、そ

ういう事態が発生しました場合には、協議はす

ることは可能かと思いますけれども。 

 以上でございます。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、太田副委員

長。 

○委員（太田広則君） はい、今５年ごととい

うことで、さっき古嶋委員の答弁の中にです

ね、社会情勢を鑑みてていう課題のとこであり

ましたよね。当然それは出てくるし、５年ごと

の見直しというのは絶対必要になってくると思

うんですね。 

 私が、例えば、この事業者を経営しようとし

たときにですよ、運搬費、わざわざ運搬使って

大分とか福岡とか、そこに経費をかけて処理す

るよりも地元八代に、例えば、プラントをつく

ってするほうが、本当は普通の民間の経営者と

いうのはそういうことを考えると思うんです

よ。燃料は高騰してる、高速代はかかるわって

いうふうな中でね、これをずっと費用をかけて

いくのかといったときに、経営者はすぐ考える

と思いますよ。地元八代でどうにかして処理し

たいっていうのが、私は民間の考え方だろうと

思いますんでね。そういうことも含めて、当然

見直しをするスペースは確保しておいていただ

きたいというのが、私の切なる願いでありま

す。 

 そして、先ほど言いましたように、地元にも

もう路盤材化している業者さん、おられるんで

すよ。一部でも焼却灰を使い、今やっているわ

けでしょう。そういうところにもやっぱり救い

の手を差し伸べれるような考え方というのは絶
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対必要だと思うんで、その辺も含めて、ぜひ締

結になったときはですね、見直しもしくはそう

いう情報をですね、共有しながら、委員会にも

説明しながらということで、何が進歩していく

かわかりませんのでね。やっぱり地元のことも

最優先という考え方も必要だというふうに私は

思います。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

○委員（山本幸廣君） よろしいですか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） これはもう要望なんで

すけども、今回委員会に提案なされて、市長の

提案になりますけども、今、古嶋委員が言われ

たのを一つのですね、要望は強かったですの

で、そこあたりについてはしっかり執行部とし

ては対応できるような体制をつくっていただき

たいと同時に、日立さんが協力会社がおります

ね。地元の協力会社の方々も何社か入っておら

れるということで、元と協力会社と行政が連携

をしながらですね、常に重要な問題等も含めて

ですね、私は連携協議をしていただきたいと、

充実を図っていただきたいと。同時に、協力会

社に対してもですね、ある程度、地元の業者で

すけど、重ねてですけども、いじめないよう

に。そしてまた、そういうことがないようにし

ていただきたいということを強く要望をしてお

きます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） 非常にですね、選定

委員会の皆さんにとっては２方式３機種という

ことでですね、大変な検討されてきたなという

ふうに思っています。そもそもの予定期間をさ

らに延長させて、十分なですね、慎重審議をさ

れてきた結果だというふうに思います。 

 今回、ＤＢＯ方式をとられた当初ですね、ち

ょうどそのころ古嶋委員が議長だったですけれ

ども、やっぱり議会全体としても、この方式で

いくことについて非常に議会全体として勉強

会、学習会などもちょっと開いていただいて、

やっぱり理解を深めながらですね、このことに

議会も理解を示してきたというふうに思ってい

ます。ようやくこの決定になる、今回提案にな

ることについてですね、この間、市民の皆さん

にも、そういった意味ではごみ減量化に非常な

る協力をいただいていて、やはりこの件につい

てはですね、市長提案でも喫緊の課題でありと

いうふうな御理解いただきたいというふうな提

案理由もありました。そういった意味では、や

っぱり市民にですね、皆さんのこれまでのやっ

ぱり努力、協力に責任の負えるような判断をし

なければならないなというふうに思っていま

す。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） 要望ですか、それ

は。 

○委員（幸村香代子君） 意見です。 

○委員長（成松由紀夫君） 意見、はい。 

 ほかに質疑ございませんか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） １つだけ、焼却灰で。

言いっ放しじゃいかぬと思いますので。 

 実は、氷川町にありますクリーンセンター、

これが十何年前にですね、最終処分場で満杯に

なりまして、次の最終処分場を見つけるのに大

変苦労をしたことがございます。そのとき、鹿

児島の川辺町、今、南九州市だと思いますが、

そこに視察に行きましたらですね、ストーカの

横にですね、溶融炉、１億ぐらいの金でつくっ

てありました。そういうのも一つ参考にしてい

ただければ、もっともっと延命化が図れるんじ
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ゃないかなと思います。意見として申し上げて

おきます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。質疑、ほか

にございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（太田広則君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、太田副委員

長。 

○委員（太田広則君） はい。先ほど古嶋委員

が言われました非価格要素の弱い技術点です

ね。締結対象会社は２位だったと思いますの

で、技術点だけを見たときはですね。ですか

ら、あそこの中には大変重要な施工管理計画等

も入ってたと思うんで、そういうところの点数

がちょっと低かったという記憶がございます。

どうか建設に当たってはですね、自分とこのマ

イナス点がどうだったかということをしっかり

精査されてですね、今後、計画どおりもしくは

また安心・安全な施設を、市民が安心するよう

な施設を計画どおり、もう決まってますんでで

すね、期限が切られてますんで、そういうとこ

ろをしっかり、技術点の部分をしっかり、マイ

ナス点のところを精査していただきたいという

のが私の意見でございます。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。施工計画に

ついてもいいですか。 

○委員（太田広則君） 施工計画のところも一

緒です。 

○委員長（成松由紀夫君） の意見ですね。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。ほかにあり

ませんか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） 意見ですね。 

○委員（前川祥子君） 意見です。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい、意見と思いでは

ありますが。今回、ここまで来たというのは大

変御苦労があったと思います。市長もお２人目

というところでの判断ということになります

が、この中で契約を結ばれる企業が多くありま

して、条件つきの協定もあります。ここにかか

わられた職員の皆さん方はいずれおやめになっ

たり、違うところの部署になるということに想

像はつきますが、この時点でかかわったという

ことを責任を深く感じられて、今度うまくいき

ますことを心より願いたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、それで

は採決に入りますが、これまで八代市環境セン

ター建設工事に関しまして、さまざまな質疑、

意見が出されております。執行部におかれまし

ては、今後、各委員から出されました意見等を

十分尊重して事務執行に努めていただきたい旨

を委員長から申し添えておきます。 

 それでは、採決いたします。 

 採決は挙手により行いますが、挙手しない者

は反対とみなします。 

 議案第２５号・八代市環境センター建設工事

に係る契約の締結については、可決するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は可決されました。 

 小会します。（｢ありがとうございました」

と呼ぶ者あり） 

（午後３時５５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時５６分 本会） 
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◎議案第３３号・八代市手数料条例の一部改正

について 

 議案第３４号・八代市建築基準条例の一部改

正について 

 議案第３５号・八代市特定用途制限地域にお

ける建築物等の用途の制限に

関する条例の一部改正につい

て 

 議案第３６号・八代市特別用途地区建築条例

の一部改正について 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、条例議案の審査に入ります。 

 議案第３３号・八代市手数料条例の一部改正

について、議案第３４号・八代市建築基準条例

の一部改正について、議案第３５号・八代市特

定用途制限地域における建築物等の用途の制限

に関する条例の一部改正について及び議案第３

６号・八代市特別用途地区建築条例の一部改正

については、関連がありますので、本４件を一

括議題とし、採決については個々に行いたいと

思います。 

 それでは、議案第３３号、議案第３４号、議

案第３５号及び議案第３６号について、説明を

求めます。 

○首席審議員兼建築指導課長（羽多野俊光君）

 はい。 

○委員長（成松由紀夫君） 羽多野建築指導課

長。 

○首席審議員兼建築指導課長（羽多野俊光君）

 こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あ

り）建築指導課長の羽多野でございます。 

 議案第３３号から第３６号まで一括して説明

させていただきます。座って説明させていただ

きます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○首席審議員兼建築指導課長（羽多野俊光君）

 説明資料としまして、改正の概要と新旧対照

表を議案別に用意しておりますので、御確認を

お願いいたします。４件分、Ａ４の両面の６枚

になります。それをごらんいただきながら説明

させていただきます。 

 それでは、まず、議案第３３号・八代市手数

料条例の一部改正について説明いたします。議

案書は６５ページから６８ページになります。 

 改正理由としましては、建築基準法が改正さ

れ、合理的な建築基準制度を構築するため、仮

使用認定制度の創設や構造計算適合性判定制度

の見直しなど、また住宅の品質確保の促進等に

関する法律の住宅性能表示制度の改正により、

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の長期

優良住宅の認定に係る手続の見直しが必要にな

ることを受け、同法の規定に基づき、法改正の

内容に合わせた手数料条例の整備を行うもので

ございます。 

 改正事項としまして、５つございます。 

 １つ目、建築基準法第７条の６の仮使用承認

制度が見直され、仮使用認定制度へ変更になる

ことから、検査済証の交付を受ける前における

建築物等の仮使用承認申請手数料を、仮使用認

定申請手数料に改正します。条項は、第２条第

５５項になります。 

 ２つ目、建築基準法に基づく構造計算適合性

判定制度──適判制度と言いますが、それが見

直され、建築主事等の審査から独立することか

ら、その適判を要する場合の手数料を削除いた

します。条項は、第３条第４項、別表第３備考

第２項でございます。 

 ３つ目、２つ目と同様に適判制度が見直され

たことから、長期優良住宅普及促進法に基づく

長期優良住宅の認定に係る適判を要する場合の

手数料の一部を削除いたします。条項は、第３

条第４項と別表第１５備考第３項でございま

す。 

 ４つ目、これも同様に適判制度が見直された

ことから、都市の低炭素化の促進に関する法律

――エコまち法に基づく低炭素建築物の認定申
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請に係る適判を要する場合の手数料を削除いた

します。条項は、第３条第４項、別表第１６備

考第５項でございます。 

 ５つ目、品確法の住宅性能表示制度が見直さ

れ、長期優良住宅普及促進法に基づく長期優良

住宅の認定申請に住宅性能表示評価書を活用す

ることができるようになることから、この評価

書を添付した場合の認定手数料を新たに追加い

たします。条項は、別表第１５でございます。

この新たに設ける手数料につきましては、県内

の他の３つの行政庁――県、熊本市、天草市と

同額としております。 

 施行期日につきましては、１つ目から４つ目

につきましては、建築基準法の一部を改正する

法律の施行日である平成２７年６月１日から施

行予定としております。また、５つ目につきま

しては、平成２７年４月１日から施行を予定し

ております。以上が議案第３３号の説明でござ

います。 

 次に、議案第３４号・八代市建築基準条例の

一部改正について説明いたします。 

 議案書は６９ページ、７０ページでございま

す。 

 改正理由としましては、建築基準法の改正に

より、同法第２７条ただし書きが削除され、規

定されていた技術的基準が建築基準法施行令第

１１２条第１項に１時間準耐火基準として定め

られたことから、条例中に引用している字句の

整理を行うものです。 

 改正事項としましては、基準に係る字句を改

めます。条項は、第１６条、第２１条でござい

ます。 

 内容は、耐火構造もしくは、法第２７条第１

項ただし書きの政令で定める主要構造部の準耐

火性能に係る技術的基準を、１時間準耐火基準

に改めるものです。 

 その他の改正事項としまして、本条例の根拠

法を明確に位置づけるため、用語の定義の整理

をいたします。条項は、第１条の２、第６条で

ございます。 

 それと、法文表現に合わせた字句の整理を行

います。条項は、第２８条でございます。 

 施行期日につきましては、建築基準法の一部

を改正する法律の施行日である平成２７年６月

１日から施行予定としております。以上が議案

第３４号の説明でございます。 

 次に、議案第３５号・八代市特定用途制限地

域における建築物等の用途の制限に関する条例

の一部改正について説明いたします。 

 議案書は７１ページ、７２ページでありま

す。 

 改正理由としましては、建築基準法の改正に

より、移転の適用範囲の見直しが行われること

に伴い、改正の内容に合わせた条例の整備を行

うものです。 

 改正事項としましては、既存の建築物に対す

る制限の緩和について、移転の字句を追加する

ものでございます。条項は、第５条でございま

す。 

 施行日につきましては、建築基準法の一部を

改正する法律の施行日、平成２７年６月１日か

ら施行予定です。 

 以上が議案第３５号の説明でございます。 

 次に、議案第３６号・八代市特別用途地区建

築条例の一部改正について説明をいたします。 

 議案書７３ページ、７４ページでございま

す。 

 改正理由としまして、建築基準法施行令の改

正により、同令第１３７条の１７が同令１３７

条の１８へ繰り下げられることから、同条文を

引用している条例の字句の整理を行うものでご

ざいます。 

 改正事項としましては、引用している字句を

改めるものです。条項は、第５条第１項第４号

でございます。 

 施行期日につきましては、建築基準法の一部
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を改正する法律の施行に伴う関係法令の整備に

関する政令の施行日、平成２７年６月１日を施

行予定としております。 

 以上が議案第３６号の説明でございます。 

 以上４件の条例案件につきまして、一括して

説明させていただきました。御審議のほどよろ

しくお願いします。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、それでは、

以上の部分について質疑を行います。質疑ござ

いませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 まず、議案第３３号・八代市手数料条例の一

部改正について、原案のとおり決するに賛成の

方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３４号・八代市建築基準条例の

一部改正について、原案のとおり決するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３５号・八代市特定用途制限地

域における建築物等の用途の制限に関する条例

の一部改正について、原案のとおり決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３６号・八代市特別用途地区建

築条例の一部改正について、原案のとおり決す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 以上で付託されました案件の審査は全部終了

いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。 

 それでは、しばらく休憩いたします。 

（午後４時０８分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時１９分 開議） 

◎所管事務調査 

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

・生活環境に関する諸問題の調査 

○委員長（成松由紀夫君） 休憩前に引き続

き、建設環境委員会を再開いたします。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、都市計画・建設

工事に関する諸問題の調査、生活環境に関する

諸問題の調査、以上の２件であります。 

 このうち、都市計画・建設工事に関する諸問

題の調査に関連して１件、生活環境に関する諸

問題の調査に関連して１件、執行部から発言の

申し出があっておりますので、これを許しま

す。 

                              

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

（市内一円路面性状調査の報告について） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、まず、

市内一円路面性状調査の報告について、執行部

から発言の申し出があっておりますので、これ
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を許します。 

○土木管理課長（鶴山信一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） 鶴山土木管理課

長。 

○土木管理課長（鶴山信一君） はい。土木管

理課長の鶴山でございます。よろしくお願いし

ます。座って説明させていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○土木管理課長（鶴山信一君） ６月定例会の

当委員会で補正予算を御審議いただきましたと

きに、路面性状調査業務委託が完了してから調

査結果の報告、この調査の職員研修、市民への

公表についての対応を求められましたので、御

報告させていただきます。 

 まず、資料の１ページをお願いします。 

 本調査は、路面性状自動測定装置を用い、ひ

び割れ率、わだち掘れ量、平たん性を測定し、

路面の状況を把握することで、舗装維持管理計

画及び舗装補修範囲の基礎となるデータ──Ｍ

ＣＩを得ることを目的としています。 

 委託の概要ですが、業務名が市内一円路面性

状調査業務委託、請負金額が１件の契約で１９

５１万６６８０円です。予算の内訳としまし

て、平成２５年度３月補正分１２００万円、平

成２６年度６月補正分７５０万円、合計の１９

５０万円で、端数の１万６６８０円は市の単独

費です。調査路線は、市内一円で延長３０６.

９キロメートル、１８７路線です。路線の詳細

は資料の３ページから５ページまでの路線別結

果表のとおりです。工期は、資料では着手日が

９月２７日となっておりますが、９月１７日に

訂正をお願いします。平成２６年９月１７日か

ら平成２７年２月２７日までです。路面性状調

査車両による現地調査は、１１月２７日から１

月１４日までのうちで約１０日間を要していま

す。 

 路面性状調査により、道路維持管理指数──

ＭＣＩを算出します。 

 ２ページをお願いします。 

 調査結果は、①の道路種別及び調査延長で、

調査路線数の合計で１８７路線、調査延長の合

計が３０６.９キロメートルであります。 

 ページ中段の②ＭＣＩランク別延長集計比率

の表は、左から２行目のピンク色の網かけ部分

ですが、早急に修繕が必要とされるＭＣＩ３以

下が、調査延長３０６.９キロメートルのうち

８８.６キロメートルで、比率としまして２８.

９％になっております。 

 右のオレンジ色の欄ですが、ＭＣＩ３.１か

ら４が比率としまして１７.２％、次のブルー

の欄、ＭＣＩ４.１から５が１６.４％、次のグ

リーンの欄がＭＣＩ５.１以上が３７.５％とな

っています。 

 所管別結果としまして、事務所ごとの調査路

線数、調査延長、ＭＣＩ３以下の延長割合を示

しております。調査路線でＭＣＩ３以下の割合

が高いのが千丁の４６.７％で、低いのが坂本

の９.７％となっています。 

 次の３ページから５ページに路線別の結果を

出しています。 

 調査延長、ＭＣＩ３以下の延長、割合、平均

ＭＣＩを示しています。ピンク色で網かけして

いますのは、一番右の列の平均ＭＣＩが３以下

の路線です。 

 次の６ページ、７ページがＭＣＩの路線ごと

の評価図で、市域の西部と東部に分けていま

す。 

 調査した路線をＭＣＩの値ごとに着色して示

し、赤色の部分がＭＣＩ３以下の箇所でござい

ます。 

 ８ページをお願いします。 

 今後の方針ですが、以下の方針に従って、舗

装維持管理計画を策定いたします。 

 以上が路面性状調査の結果でございます。 

 次に、路面性状調査の職員の研修でございま

すが、資料の最後のページ、９ページをごらん
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ください。 

 １２月１１日に庁舎北側の公用車車庫前にお

きまして、土木技術職員２９名の参加者で、調

査業務委託業者の調査車両でもって技術研修を

行いましたことを御報告いたします。 

 最後に、路面性状調査の結果の市民への公表

につきましては、公表する方向で公表内容や公

表方法について、現在検討中でございます。内

容と方法が決定しましたら、公表いたしますの

で、よろしくお願いいたします。 

 以上で市内一円路面性状調査の報告を終わり

ます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、本件につい

て何か質疑、御意見等はございませんか。あり

ませんか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 課長、この結果を見ら

れて、率直にどのような感想を持たれましたで

しょうか。 

○土木管理課長（鶴山信一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、鶴山土木管

理課長。 

○土木管理課長（鶴山信一君） はい。現場の

状況からしまして妥当な数値じゃなかろうかと

いうふうに考えております。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。私の思いは、か

なり路面が傷んでるのかなというような思いを

ですね、私が思っている以上に悪かったかなと

いうふうな思いを持ったところです。 

 これから、公表とか方針とか決められるとい

うことですので、またその結果がわかりました

ら、御報告いただければと思っております。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 調査された路線はどう

いうあれで……。 

○土木管理課長（鶴山信一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、鶴山土木管

理課長。 

○土木管理課長（鶴山信一君） 平成２４年度

の経済対策の予算で２５年に実施をしておりま

すけれども、１級市道。それとあと今回、予算

の内訳で申しました２５年度の３月補正の分で

は２級市道を。それと平成２６年度の６月補正

では、その他の市道で幹線的な市道ということ

を重点に置きまして、路線を選定いたしており

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 幹線路線てどういうと

ころから選んでると。 

○土木管理課長（鶴山信一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、鶴山土木管

理課長。 

○土木管理課長（鶴山信一君） 集落内の道路

ではなくてですね、集落と集落を結ぶ道路とい

うような位置づけで選定をしております。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。

（発言する者あり）古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） いえ、ひとり言です。 

○委員長（成松由紀夫君） 質問じゃないです

ね。はい、ほかにございませんか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） 今後、維持管理計画

を策定するというふうに今後の方針であるんで

すけども、いつごろになりますか。 

○土木管理課長（鶴山信一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、鶴山土木管

理課長。 
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○土木管理課長（鶴山信一君） １級市道につ

きましては、一番最初に調査をやりました分に

つきましては、維持管理計画をもう策定をして

おります。（委員幸村香代子君「そうですね」

と呼ぶ） 

 で、今回調査が上がりましたので、２７年度

中には策定をしたいということで考えておりま

す。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

市内一円路面性状調査の報告についてを終了し

ます。 

 小会します。 

（午後４時２９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時３０分 本会） 

・生活環境に関する諸問題の調査 

（八代市環境基本計画の改定について） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、八代市環境基本計画の改定についてを

お願いいたします。 

○環境部長（本村秀一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） 本村環境部長。 

○環境部長（本村秀一君） はい。本日の案件

は、八代市環境基本計画の改定について御報告

をさせていただきます。内容につきましては、

宮田課長より説明いたしますので、よろしくお

願いいたします。 

○環境課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） 宮田環境課長。 

○環境課長（宮田 径君） はい。環境課の宮

田です。よろしくお願いします。それでは、座

って説明をさせていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○環境課長（宮田 径君） それでは、八代市

環境基本計画の改定について御報告をさせてい

ただきます。 

 この件につきましては、昨年の９月議会の建

設環境委員会におきまして、庁内的な検討、そ

して市民や市民団体等による検討を行った素案

の段階で御報告をさせていただいております。

その後ですね、有識者からなる八代市環境審議

会による審議、それとパブリックコメントを経

まして、改定版として正式に決定の運びとなっ

たため、今回御報告をさせていただくものでご

ざいます。 

 それでは、お配りしております資料に基づき

まして説明をさせていただきます。 

 資料１のＡ４判のレジュメですけれども、八

代市環境基本計画の改定についてをごらんいた

だきたいと思います。 

 まず１項目めの、八代市環境基本計画の概要

につきましては、この計画は議員各位も御承知

のとおり、八代市環境基本条例の基本理念に基

づきまして、市の望ましい地域環境の姿を明ら

かにし、これを実現するための方針、そして取

り組んでいくべき具体的事項などを定めたもの

でございます。 

 次に２項目めの、見直しの対象につきまして

は、前回御報告いたしましたとおり、５年目の

中間見直しということでございますので、施策

の方向性などは大幅な変更は行わず、第４章の

具体的な取り組みについて現状に合った修正を

行ったところでございます。 

 続きまして、３項目めの改定に係るこれまで

の取り組みにつきましては、冒頭に申し上げま

したとおりでございまして、八代市環境審議会

からは昨年１２月に答申を受けたところでござ

います。 

 資料２にその答申書をおつけしております。

答申に当たっては、地域特性に応じ整理して内

容の周知を図ること、また、子供たちを初めと
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した環境を支える人づくりに取り組むことな

ど、５つの附帯意見がつけられております。 

 そして、レジュメ４番目の審議会からの主な

意見でございますけれども、ここに主なものを

４つ書き出しておりますけども、別添資料３の

ほうに一覧表をおつけしております。この資料

３に沿いまして、どのような御意見をいただい

たのか、代表的なものを幾つか御紹介したいと

思います。 

 まず、表の一番左にですね、ナンバーの項目

がございます。その番号に沿いまして御説明を

いたします。 

 まず、そのナンバー５のところ、５番ですけ

ども、ＰＭ２.５に関しまして測定データも掲

載したらどうかという御意見がございましたの

で、その右の欄、こちらに意見に対する対応を

記載しておりますけども、平成２４年度及び２

５年度のデータを掲載いたしました。 

 次に、２ページの７番ですけども、日本に誇

れる八代市の自然の豊かさをもっと入れてほし

いという御意見ございました。これにつきまし

ては、提言された委員とも協議をいたしまし

て、五家荘の原生林及び石灰岩峯についての記

述を追加したりしております。 

 次に、３ページの１０番、荒瀬ダムについ

て。荒瀬ダムの撤去は、本市にとっても大きな

出来事なので、もっと前面に出してはとの御意

見がございました。この荒瀬ダムにつきまして

は、当初の見直しの素案につきましても、球磨

川水系の中流域の部で記述を加えておりました

けども、もっと前面にという御意見でございま

したので、この中流域の部分に荒瀬ダムの撤去

工事についてという項目をですね、新たに立て

まして、さらに詳しい記述を行っております。

また、加えまして計画の第１章の説明文、冒頭

部分ですけども、こちらのほうにも荒瀬ダムに

関する記述を追加いたしております。 

 次に、５ページの１６番、計画の中に環境目

標として自然環境の保全、環境保全行動の促進

など５つの項目が掲げられておりますけども、

これにつきまして、市の総合計画と記載されて

いる順序が異なっているとの御指摘がございま

した。それに基づきまして、順序の入れかえを

行っております。また、その文言につきまして

も、推進とかですね、促進といった若干の細か

な違いがございましたので、こちらも総合計画

に合わせて修正を行っております。 

 最後に、６ページの２３番、地下水を保全す

るだけでなく、地下水を利用して環境を保全す

るという取り組みも検討してもらいたいとの御

意見がございましたので、こちらも提言された

委員と協議をいたしまして、地下水を利用した

ヒートアイランド対策、そして八代高専でも研

究を取り組まれております、小水力発電につい

て記述を加えております。 

 以上が審議会からの代表的な意見でございま

す。 

 続いてパブリックコメント、資料４のほうに

パブリックコメントの一覧をつけております。

このパブリックコメントは１名の方から御意見

をいただきました。こちらも代表的なものを幾

つか御紹介いたしますと、まず１ページのナン

バー１番ですけども、改定の背景の中に、国・

県の動向を加えたらどうかとの御意見がござい

ましたので、右の欄の下線部分のとおりです

ね、国の第４次環境基本計画、そして県の第４

次環境基本計画の概要について、記述等を追加

しております。 

 次に、２ページの５番、第２次産業就業者の

割合について変化は見られないとあるが、減少

しているのではないかという御意見がございま

した。計算をしてみますと、確かに５年ごとの

グラフで１７年、２２年とわずかずつではござ

いますが、減少傾向にあったということで、右

の欄の文の下線部分のとおり、平成１７年以降

わずかに減少傾向にありますということで、修
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正をいたしております。 

 次に、３ページの１２番と１３番ですけど

も、取り組みの数値目標についての御指摘でご

ざいました。１２番の出前講座件数につきまし

ては、数値目標が高いのではないか。そして、

１３番の環境マネジメントシステムの導入事業

所数では低いのではないかとの御意見がござい

ました。１２番の出前講座につきましては、こ

れは実績に基づいた設定をしておりましたの

で、実現可能ということで、その旨をお答えし

ております。また、環境マネジメントシステム

につきましては、当初の計画での目標値３０事

業所ということで変更はしておりませんでした

けども、確かに平成２４年度現在で２８事業所

にまでなっておりましたので、平成３０年度で

の目標値を４０事業所に上方修正をいたしてお

ります。 

 以上がパブリックコメントの代表的な意見で

ございます。 

 このように環境審議会とそれとパブリックコ

メントでさまざまな御意見をいただきましたの

で、このような御意見をもとに修正すべき点は

修正をいたしまして、庁内的な決裁を経て確定

に至ったものでございます。 

 現在、計画書の冊子をですね、印刷に出して

いるところでございまして、３月末に完成の予

定でございます。冊子が完成いたしましたら、

全議員さんにお配りをすることとしております

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

 また、新年度に入りましてから、市のホーム

ページ、それと市報等で市民に周知を図ってま

いりたいと思います。また、庁内におきまして

も、職員に取り組みの呼びかけを行ってまいり

たいと思っておりますので、よろしくお願いを

申し上げます。 

 以上、御報告とさせていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、本件につい

て、何か質疑、御意見等はございませんか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） １０５ページ。数値

目標をですね、ずっと、これ掲げてあるんです

が、１０５ページのですね、資源として循環さ

せる仕組みをつくりますという、燃えるごみへ

の資源物の混入率なんですが、現況が１７.９

％で、目標の３０年度の目標が２０というふう

に上がるんですよね。ここの部分が何で上がる

のかなというふうに思ってるんですけど。（発

言する者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 南環境課長補佐。 

○環境課長補佐兼環境保全係長（南 浩一君）

 まず、本編の３０ページをお開きください。 

 ３０ページの表の一番上の燃えるごみの組成

率の推移を見ていただきますと、平成２４年だ

けが極端にちょっと低くなっておりまして、平

均的には大体３０％から２０％ということでご

ざいますので、目標としましては、ちょっと計

画上の目標年次とちょっと食い違いになってま

すが、やはり２０％を目標にということでもっ

ていっております。ですので、逆転現象という

のがちょっと見えてしまいましたが、実際は下

げる方向性でいきたいというふうに考えており

ます。（委員幸村香代子君「はい。じゃ、２４

年度が極端に少なかったわけですね。はい、わ

かりました」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

 はい、ほかにございませんか。 

○委員（山本幸廣君） はい、よろしいです

か。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 今、本当説明ありがと

うございました。すばらしい計画がでけており

ます、環境計画ですね。その中で、超長期的な

環境のビジョンということで、ちょっと今、目

を通させていただいた。すばらしいです。審議

会委員の方々のですね、意見を集約しながらで
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すね、点検しながら見直しをされたということ

はですね、すばらしいし、また、すばらしいも

のがでけたということで、まずお礼を申し上げ

るというか、そのような計画書がですね、でけ

たことは本当によかったということをですね、

申し添えておきます。委員長、そのとおりでご

ざいますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（山本幸廣君） はい、ありがとうござ

います。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

八代市環境基本計画の改定についてを終了しま

す。 

 当委員会の所管事務調査について、ほかに何

かございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

所管事務調査２件についての調査を終了しま

す。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 所管事務調査２件については、なお調査を要

すると思いますので、引き続き閉会中の継続調

査の申し出をいたしたいと思いますが、これに

御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。 

 これをもちまして、建設環境委員会を散会い

たします。 

（午後４時４３分 閉会） 
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